
は

じ

め

に

外
国
人
が
見
た
幕
末
明
治
期
日
本
に
つ
い
て
の
研
究
と
い
え
ば
、
渡
辺
京
二
『
逝
き
し
世
の
面
影
』

(

�)

が
有
名
な
も
の
の
一
つ
で

あ
る
。「
専
制
」
の
国
と
思
わ
れ
て
い
た
日
本
に
来
て
欧
米
人
た
ち
が
驚
い
た
こ
と
が
数
多
く
あ
る
な
か
で
、
そ
の
最
大
の
も
の

は
「
日
本
人
民
衆
が
生
活
に
す
っ
か
り
満
足
し
て
い
る
と
い
う
事
実
」
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
厳
し
い
身
分
制
度
は
存
在
し
た
が
、

そ
の
身
分
の
内
側
に
お
い
て
は
そ
れ
な
り
の
自
由
と
自
主
が
あ
っ
た
。
日
本
人
の
表
情
に
浮
か
ぶ
「
幸
福
感
」
は
、
当
時
の
日
本

が
「
自
然
環
境
と
の
交
わ
り
、
人
び
と
相
互
の
交
わ
り
と
い
う
点
で
自
由
と
自
立
を
保
証
す
る
社
会
だ
っ
た
こ
と
に
由
来
」
し
て

い
た
と
い
う
。「
人
び
と
を
隔
て
る
心
の
垣
根
」
が
低
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
欧
米
の
よ
う
に
こ
れ
が
高
い
と
、
個
が
重
視
さ
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れ
個
人
の
感
情
・
思
考
・
表
現
の
拡
大
飛
躍
が
可
能
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
は
人
を
「
疲
れ
さ
せ
る
」
こ
と
に
も
な
る
と
渡
辺
は

分
析
し
て
い
る
。

同
書
に
は
「
子
ど
も
の
楽
園
」
の
章
が
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
は
自
立
し
た
遊
び
を
よ
く
行
な
い
、
親
の
最
大
関
心
事
は
子
ど
も

の
教
育
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
親
は
子
ど
も
を
一
人
だ
け
家
に
残
し
た
り
せ
ず
、
背
負
っ
て
連
れ
て
い
っ
た
。

子
ど
も
が
い
か
に
親
か
ら
好
か
れ
て
い
た
か
は
、
お
も
ち
ゃ
屋
が
実
に
多
く
、
親
が
子
ど
も
と
凧
揚
げ
な
ど
一
緒
に
遊
び
、
子
ど

も
に
「
お
み
や
げ
」
を
持
っ
て
帰
る
と
い
う
習
慣
に
よ
く
現
れ
て
い
る
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
同
書
に
は
、
寺
子
屋
や
私
塾
な
ど
を
含
む
人
々
の
学
習
の
シ
ー
ン
は
全
く
登
場
し
な
い
。「
雑
多
と
充
溢
」
の
章
に
、

当
時
存
在
し
た
は
ず
の
雑
多
な
書
物
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
な
の
か
を
考
え
て
み
る
と
、
同
書
は
「
失
わ

れ
た
前
近
代
」
と
い
う
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。「
子
ど
も
の
楽
園
」
は
近
代
以
降
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た

が
ゆ
え
に
、
一
章
を
設
け
て
特
筆
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
学
校
教
育
と
か
書
物
は
明
治
以
降
に
も
存
続
し
、
そ
れ
ど
こ

ろ
か
逆
に
強
力
さ
を
増
し
て
い
っ
た
が
ゆ
え
に
、
取
り
上
げ
る
に
は
及
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
い
っ
て
も
近
代
教
育
の
出
発
点
と
な
っ
た
「
学
制
」
が
、
彼
ら
外
国
人
た
ち
の
関
心
を
引
か
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。「
学

制
」
は
こ
れ
ま
で
の
拙
論
の
一
つ＊
に
お
い
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
孕
み
な
が
ら
十
分
な
審
議
を
経
る
こ
と
な

く
留
守
政
府
の
独
断
専
行
で
制
定
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
条
文
自
体
の
中
に
も
多
く
の
「
誤
謬
」
や
齟
齬
が
含
ま
れ
て
い
た
。

し
か
し
そ
う
い
っ
た
日
本
の
内
幕
と
は
関
係
な
か
っ
た
外
国
人
の
眼
に
は
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
映
り
、
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
限
ら
れ
た
資
料
か
ら
で
は
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

＊
「『

学
制
』(

明
治
五
年)

公
布
の
政
治
的
背
景
―
岩
倉
使
節
団
『
約
定
』
問
題
を
中
心
に
―
」
桃
山
学
院
大
学
『
人
間
科
学
』
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第
三
四
号
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
。

１

「
学
制
」
は
一
八
七
二
年
九
月
四
日
（
明
治
五
年
八
月
二
日)

に
制
定
さ
れ
た
が
、
横
浜
・
外
国
人
居
留
地
で
発
行
さ
れ
て
い

た
『
フ
ァ
ー
・
イ
ー
ス
ト
』(

一
八
七
二
年
八
月
一
六
日)

は
、
そ
の
準
備
段
階
を
簡
単
な
が
ら
い
ち
速
く
報
じ
て
い
る
。「
帝
国

全
体
に
施
行
さ
れ
る
は
ず
の
公
教
育
の
新
制
度
に
は
、
五
万
五
千
も
の
公
立
学
校
の
設
立
が
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
た
め
の
調
整

が
現
在
な
さ
れ
て
い
る
」
と
。

(

�)

し
か
し
そ
の
「
調
整
」
は
十
分
に
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
見
切
り
発
車
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
一
〇

月
に
な
る
と
、
や
は
り
横
浜
で
発
刊
さ
れ
て
い
た
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
』
が
、
一
部
混
乱
し
た
記
述
を
含
み

な
が
ら
も
「
興
味
を
持
た
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
と
詳
し
く
報
道
し
た
。

(

�)

以
下
は
そ
の
一
部
分
で
あ
る

([

〕
内
は
筆
者
の
補

足
説
明
。
以
下
も
同
様)

。

最
近
、
文
部
省
か
ら
発
せ
ら
れ
た
「
巨
大
な
事
業
計
画
案
」
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
教
育
制
度
の
全
体
が
文
書
上
で
は
再
構
築

さ
れ
た
。
日
本
は
八
つ
の
大
地
区
に
分
割
さ
れ
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
一
つ
の
大
学
と
、
中
学
校
が
三
二
校
存
在
す
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
か
ら
二
一
〇
の
「
ア
カ
デ
ミ
ー
」
あ
る
い
は
「
グ
ラ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
」
が
設
け
ら
れ
〔
二
一
〇
校
設
置
さ
れ
る
の
は

小
学
校
で
あ
る]

、
そ
の
高
等
ク
ラ
ス
で
は
外
国
語
の
学
習
が
始
め
ら
れ
る
。
そ
の
下
に
は
、
六
歳
以
上
の
男
女
児
童
の
た
め

の
公
立
学
校
が
設
置
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
全
部
で
五
三
、
七
六
〇
校
に
も
な
る
！

中
学
校
の
生
徒
は
授
業
料
と
し
て
月
三
ド

ル
〔｢

学
制
」
第
九
四
章
。
五
円
五
〇
銭
、
三
円
五
〇
銭
、
二
円
〕
を
支
払
い
、
大
学
で
は
七
・
五
ド
ル
〔
同
、
七
円
五
〇
銭
、

六
円
、
四
円
〕
で
あ
る
。
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こ
の
紙
上
の
計
画
案
は
、
数
ヶ
月
に
わ
た
る
ハ
ー
ド
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
仕
上
げ
ら
れ
た
。
も
し
、
各
紙
が
断
言
し
て
い
る
よ

う
に
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
の
現
教
育
長
で
あ
る
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
教
授
が
日
本
の
教
育
長
に
な
る
な
ら
ば
〔
周
知
の
よ
う
に
こ
れ

は
実
現
せ
ず
マ
レ
ー
が
来
日
し
た]

、
こ
れ
ら
素
晴
ら
し
い
紙
上
計
画
案
を
現
実
の
実
り
豊
か
な
事
実
に
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、

そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
最
大
限
使
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
、
彼
の
成
功
を
願
っ
て
い
る
。

こ
の
記
事
で
は
、
留
学
生
に
対
す
る
奨
学
金
が
高
額
す
ぎ
る
と
、
批
判
的
に
論
評
さ
れ
て
い
る
。
中
学
校
か
ら
海
外
に
留
学
さ

せ
る
学
生
に
支
払
わ
れ
る
年
一
〇
〇
〇
ド
ル
（｢

学
制
」
第
七
七
章
。
初
等
留
学
生
、
初
二
年
九
百
ド
ル
ラ
ル
、
後
三
年
千
ド
ル

ラ
ル
）
の
額
は
、
渡
航
帰
航
費
用
を
含
ま
な
い
と
す
れ
ば
不
必
要
に
高
い
し
（
第
七
七
〜
七
八
章
但
書
き
が
示
す
よ
う
に
、
旅
費

お
よ
び
支
度
料
は
別
支
給
で
あ
っ
た)
、
大
学
生
へ
の
一
八
〇
〇
ド
ル
（
七
八
章
。
上
等
留
学
生
、
千
五
百
〜
千
八
百
ド
ル
ラ
ル
）

は
、
途
方
も
な
く(

e
x

trav
ag

an
tly)
多
い
。「
こ
ん
な
に
巨
額
の
給
費
を
彼
ら
に
与
え
る
こ
と
は
、
若
者
に
と
っ
て
破
滅
の
原
因

と
な
る
し
、
こ
の
金
が
国
庫
か
ら
出
て
い
る
こ
と
は
二
重
に
悪
い｣

。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
諸
大
学
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
そ
し

て
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
そ
う
だ
と
思
う
が
、
学
費
と
い
う
の
は
は
る
か
に
低
く
、
特
に
ド
イ
ツ
で
は
非
常
に
低
い
の
で
あ
る
。

一
八
七
三
年
二
月
に
な
る
と
、「
文
明
の
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
を
標
榜
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
週
間
新
聞
『
ハ
ー
パ
ー
ズ
・
ウ
ィ
ー

ク
リ
ー
』
が
、
日
本
は
教
育
制
度
全
体
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
、
外
国
紙
と
し
て
は
か
な
り
早
く
「
学
制
」
に
つ
い
て

報
じ
た
。
全
国
が
八
地
区
に
分
割
さ
れ
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
一
つ
の
大
学
と
三
二
の
中
学
校

(
m

id
d

le
sch

o
o

l)

が
設
置
さ
れ
、

さ
ら
に
ま
た
「
ア
カ
デ
ミ
ー
」
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
下
に
初
等
学
校
が
造
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
。

(

�)

「
ア
カ
デ
ミ
ー
」
と
は
、

「
学
制
」
第
三
三
章
〜
第
三
七
章
で
規
定
さ
れ
て
い
る
「
諸
民
学
校
」｢
農
業
学
校
」｢

通
弁
学
校
」｢

商
業
学
校
」｢

工
業
学
校
」

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
報
道
当
時
に
は
、
未
だ
「
専
門
学
校
」
の
規
定
は
「
学
制
」
に
な
い

(

一
八
七
三
年
四
月
二
八
日
に
追
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加)

。同
紙
は
一
ヶ
月
後
に
続
報
を
掲
載
し
た
。
最
近
の
情
報
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
は
す
で
に
「
教
育
上
の
行
進
」
に
お
い

て
、
そ
の
教
師
の
国
々
を
追
い
越
し
つ
つ
あ
る
。
義
務
教
育
の
制
度
が
六
歳
以
上
の
す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
採
用
さ
れ
、

五
万
三
千
の
公
立
学
校
、
お
よ
び
二
五
六
校
の
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
、
そ
し
て
八
大
学
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
も
し
こ

れ
ら
の
数
字
が
「
か
り
そ
め
に
も(

at
all)

」
正
確
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
本
は
そ
の
「
機
敏
で(

p
ro

m
p

t)

優
れ
た(

e
x

ce
lle

n
t)

、

効
率
の
よ
い(

e
fficie

n
t)

」
措
置
に
つ
い
て
祝
福
さ
れ
る
べ
き
だ
。

(

�)

設
立
さ
れ
る
学
校
の
数
に
つ
い
て
か
な
り
懐
疑
的
な
の
は
、
当
時
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

後
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
学
制
」
か
ら
六
ヶ
月
後
に
、『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
が
非
常
に
詳
細
な
報
道
を
し
た
。
そ
こ
で
は
「
前
文
」
に
関

す
る
批
評

(

別
稿
で
紹
介
検
討
を
予
定)
を
始
め
、
各
章
に
つ
い
て
の
紹
介
が
例
え
ば
以
下
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

(

�)

第
一
章
は
「
教
育
行
政
は
全
国
を
通
じ
、
文
部
省
の
み
が
統
治
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
国
は
八
つ
の
大
区
に
分
割
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
が
大
学
区(

G
re

at
L

e
arn

in
g

D
istrict)

と
呼
ば
れ
、
一
つ
の
大
学(

co
lle

g
e)

を
持
つ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
区
は

三
二
の
中
学
区(

M
id

d
le

L
e

arn
in

g
D

istrict)

に
小
分
割
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
一
校
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
各
中
学
区
は
二
一
〇
の
小
学
区(

S
m

all
L

e
arn

in
g

D
istrict)

に
分
割
さ
れ
、
す
べ
て
が
一
校
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
大
学
区
の
も
と
に
六
、
七
二
〇
校
が
、
帝
国
全
体
で
は
五
三
、
七
二
〇
の
学
校
が
供
給
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
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大
学
区
に
六
、
七
二
〇
校
と
い
う
の
は
小
学
校
の
み
の
数
で
あ
り
、
そ
れ
に
中
学
校
の
三
二
校
が
加
わ
る
。
ま
た
全
国
で
五
三
、

七
二
〇
校
と
い
う
の
は
正
確
に
は
五
三
、
七
六
〇
校
で
、
し
か
し
そ
れ
も
小
学
校
だ
け
の
数
で
あ
る
。
小
学
校
以
外
に
「
学
制
」

は
計
算
上
、
全
国
で
大
学
を
八
校
、
中
学
を
二
五
六
校
設
立
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
総
計
で
は
五
四
、
〇
二
四
校
と
な

っ
た
。

次
い
で
同
記
事
は
、「
学
区
取
締(

su
p

e
rin

te
n

d
e

n
t)

」
の
役
割
、
そ
し
て
小
学
校
の
種
類
を
紹
介
し
た
後
、「
公
立
学
校
」
へ

の
義
務
就
学
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
を
加
え
て
い
る
。

恐
ら
く
起
草
者
は
、
そ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
彼
ら
の
能
力
に
つ
い
て
若
干
の
不
安
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う

の
は
、
彼
ら
は
誠
実
な(

tru
e)

日
本
人
精
神
で
も
っ
て
、「
前
述
の
規
則
通
り
に
は
教
育
を
継
続
で
き
な
い
も
の
、
あ
る
い
は

学
校
教
育
を
何
か
別
の
方
法
で
し
か
受
け
ら
れ
な
い
も
の
が
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
非
正
規
の
学
校
で

教
育
を
受
け
た
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
る
」
と
い
う
逃
げ
道(

lo
o

p
h

o
le

o
f

e
scap

e)

を
設
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
〔
第
一
二

章
割
注
「
私
塾
家
塾
ニ
入
リ
及
ヒ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
事
ア
リ
テ
師
ヲ
其
家
ニ
招
キ
稽
古
セ
シ
ム
ル
モ
皆
就
学
ト
云
フ
ヘ
シ
。
第
二

七
章
末
尾
但
書
「(

下
等
小
学
上
等
小
学
卒
業
義
務)
事
情
ニ
ヨ
リ
一
概
ニ
行
ハ
レ
サ
ル
時
ハ
斟
酌
ス
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
ト
ス｣]

。

興
味
深
い
の
は
、
当
時
の
日
本
人
が
ア
メ
リ
カ
人
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
次
の

コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。「
学
校
法
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
逃
げ
口
上(

su
b

te
rfu

g
e)

は
、
高
官
の
前
で
靴
を
履
く
こ
と
を
非
常
に
嫌

悪
す
べ
き
こ
と
と
し
つ
つ
も
、〔
室
内
用
〕
上
靴
の
こ
と
を
差
し
当
た
り
は
「
革
の
靴
下
」
だ
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ

人
に
そ
れ
を
履
く
こ
と
を
容
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
靴
問
題
に
関
す
る
自
ら
の
良
心
と
の
妥
協
を
し
た
国
民
に
お
い
て
は
、
い
か
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に
も
予
想
さ
れ
る
こ
と
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う｣

。

日
本
人
に
と
っ
て
は
履
物
を
履
い
た
ま
ま
建
物
内
に
入
る
な
ど
、
と
て
も
耐
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
政
府
高
官

が
い
る
よ
う
な
役
所
の
中
で
は
、
日
本
人
も
靴
は
履
か
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
私
宅
な
ど
で
は
、
ア
メ
リ
カ
人
に
は
靴
を
脱
い

で
も
ら
う
代
わ
り
に
上
靴
を
履
い
て
も
ら
い
、
そ
れ
は
「
靴
下
と
同
じ
も
の
」
で
靴
を
履
い
て
い
る
の
で
は
な
い
と
納
得
す
る
。

そ
の
よ
う
な
使
い
分
け
の
器
用
な
国
民
、
つ
ま
り
建
前
と
実
際
を
使
い
分
け
る
二
面
性
を
も
っ
た
国
民
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
建
前

上
は
義
務
就
学
、
し
か
し
実
際
上
は
逃
げ
道
を
作
っ
て
お
く
と
い
う
芸
当
が
で
き
た
と
い
う
訳
で
あ
る
。

(

�)

現
実
に
は
ア
メ
リ
カ
で

も
同
様
で
あ
っ
た
が
（
後
述)

。

さ
ら
に
前
掲
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
は
、「
学
制
」
の
小
学
教
員
規
定

(

第
四
六
章)

、「
秀
越
」
す
る
教
員
へ
の
褒

賞

(

第
四
七
章)

、
文
部
省
第
二
二
号
で
追
加
さ
れ
た
貸
費
生
制
度

(

第
五
二
章)

、
留
学
生
規
定

(

第
七
一
章
以
下)

、
授
業
料

減
額

(

第
九
五
章)

、
大
中
小
学
校
営
繕
の
完
全
を
期
す

(

第
一
〇
五
章)

な
ど
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
く
。
第
九
一
章
は
「
政

府
が
学
生
た
ち
に
衣
食
を
支
給
し
て
き
た
従
来
の
慣
習
は
今
後
廃
止
さ
れ
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
に
就
い
て
森

(

有
礼)

公
使
は
以
下
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
と
い
う
。

西
洋
人
の
諸
芸
を
学
ぶ
た
め
に
就
学
す
る
よ
う
に
導
く
目
的
で
、
一
定
の
金
や
米
を
与
え
る
の
が
政
府
の
習
慣
で
あ
っ
た
。

多
く
の
貧
し
い
人
々
は
、
こ
の
よ
う
な
環
境
の
も
と
で
彼
ら
の
支
え
と
な
る
も
の
を
得
る
た
め
に
学
校
へ
行
っ
た
。
こ
の
非
常

に
普
及
し
た
慣
習
が
、
自
由
主
義
的
な
動
き(

lib
e

ral
m

o
v
e

m
e

n
t)

へ
の
関
心
を
民
衆
に
抱
か
せ
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
き

た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
は
衣
食
に
つ
ら
れ
て
文
明
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
導
か
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
説
明
は
、
幕
末
維
新
期
の
下
級
武
士
に
は
該
当
し
て
も
、
一
般
民
衆
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
生
活

の
た
め
に
自
力
で
学
び
を
行
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
森
有
礼
自
身
や
福
沢
諭
吉
、
中
江
兆
民
を
始
め
と
し
て
、
た
と
え

藩
や
幕
府
の
命
令
で
西
洋
人
の
諸
芸
を
学
ん
だ
と
し
て
も
、「
自
由
主
義
的
な
動
き
」
に
関
心
を
抱
い
た
武
士
は
多
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

横
浜
の
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
』
が
、「
一
八
七
二
年
に
一
つ
の
法
律
が
布
告
さ
れ
、
五
万
三
千
の
学
校
、

あ
る
い
は
人
口
六
〇
〇
人
当
た
り
一
校
の
設
立
が
規
定
さ
れ
た
」
と
、
直
接
「
学
制
」
に
つ
い
て
比
較
的
詳
し
い
報
道
を
し
た
の

は
、
一
八
七
四
年
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
信
頼
す
べ
き
筋
に
よ
れ
ば
「
こ
の
法
律
の
諸
規
定
は
も
う
す
で
に
大
い
に
遵
守
さ
れ

て
き
て
い
る
」
し
、
文
部
省
は
就
学
者
数
を
四
〇
万
人
以
上
と
推
定
し
て
い
る
と
い
う
。

(

�)

し
か
し
現
実
に
は
一
八
七
三
年
段
階
で
、

小
学
校
は
未
だ
一
万
三
千
校
足
ら
ず
で
あ
っ
た
が
、『
文
部
省
年
報
』
上
の
就
学
者
数
は
、
一
三
〇
万
人
を
超
え
て
い
た
。
文
部

省
の
推
計
就
学
者
四
〇
万
人
以
上
と
い
う
の
は
、
実
質
的
な
通
学
者
数
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

維
新
期
を
日
本
で
過
ご
し
た
生
き
証
人
で
あ
る
グ
リ
フ
ィ
ス(

G
riffis,

W
illiam

E
llio

t)

は
、
有
名
な
著
書
『
ミ
カ
ド
の
帝
国
』

(

一
八
七
七
年)

で
「
学
制
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
彼
ほ
ど
の
日
本
通
で
あ
っ
て
も
、
不
正
確
な
と
こ
ろ
が

あ
る
。
二
一
〇
と
い
う
の
は
小
学
校
の
数
で
あ
り
、
そ
れ
が
設
置
さ
れ
る
の
は
中
学
区
で
あ
る
。
一
八
七
三
年
に
中
学
に
代
わ
っ

て
「
専
門
学
校
」
と
と
も
に
登
場
し
た
の
が
「
外
国
語
学
校
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
小
学
校
の
在
籍
者
数
が
三
〇
〇
万
人
近
く
に
な

る
の
は
、
一
八
八
一

(

明
治
一
四)

年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

帝
国
は
教
育
の
目
的
の
た
め
に
八
地
区
に
分
割
さ
れ
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
一
大
学
と
二
一
〇
の
「
外
国
語
学
校
」
が
設
置
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
母
国
語
の
初
等
学
校
は
五
万
三
千
校
と
な
る
か
、
あ
る
い
は
人
口
六
〇
〇
人
に
一
校
と
な
る
予
定
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で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
学
校
に
は
、
師
範
学
校
で
養
成
さ
れ
た
日
本
人
教
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
〔
実
際
に
は
未
だ
ほ
ん
の
一
部]

。

現
在
の
と
こ
ろ
、
三
〇
〇
万
人
近
い
男
女
の
子
ど
も
が
就
学
し
て
い
る
。

(

�)

彼
は
、
一
八
七
四

(

明
治
七)

年
七
月
の
帰
国
直
前
に
「
文
明
状
況
視
察
」
旅
行
に
出
か
け
、
そ
の
時
の
感
想
を
次
の
よ
う
に

書
き
残
し
て
い
る
。「
教
育
が
徹
底
的
に
普
及
し
、
学
校
は
ど
こ
に
も
あ
り
、
そ
し
て
少
年
も
少
女
も
同
じ
様
に
、
石
盤
と
鉛
筆
、

黒
板
と
白
墨
、
地
図
、
そ
し
て
標
準
的
な
ア
メ
リ
カ
の
テ
キ
ス
ト
を
翻
訳
し
た
地
理
、
歴
史
、
読
本
な
ど
の
教
科
書
と
い
う
新
器

具
類
の
助
け
を
借
り
て
学
習
し
て
い
る
の
を
見
て
、
非
常
に
嬉
し
か
っ
た｣

。

(

�)

面
白
い
の
は
、「
一
八
七
二
年
を
新
時
代
と
し
て
特
徴
づ
け
る
素
晴
ら
し
い
一
連
の
改
革
」
が
、
主
目
的
で
は
失
敗
し
た
岩
倉

使
節
団
の
副
次
的
目
的
の
う
ち
注
目
に
値
す
る(

sig
n

al)

成
果
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
多
く
学
ん
だ
こ
と
の
本
国
で

の
成
果
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
的
、
社
会
的
、
法
律
的
、
政
治
的
、
教
育
的
、
そ
し
て
物
質
的
な
変
化
は

非
常
に
数
多
く
、
か
つ
広
範
囲
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
国
に
い
る
外
国
人
の
目
を
眩
ま
せ
、
そ
し
て
「
一
つ
の
国
民
が
一
度
に
生

ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
」
と
い
っ
た
質
問
を
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。

(

�)

確
か
に
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
高
札
が
外
さ
れ
た
の
は
使
節
団
が
未
だ
渡
欧
中
の
一
八
七
三

(

明
治
六)

年
二
月
二
四
日
の
こ
と

な
の
で
、
そ
の
点
で
は
そ
う
い
う
こ
と
も
言
え
る
。
し
か
し
別
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
八
七
二
年
の
諸
改
革
は
留
守
政
府
に

よ
る
独
断
専
行
で
あ
っ
た
。

２

「
学
制
」
に
対
す
る
外
国
人
た
ち
の
感
想
・
評
価
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
単
色
で
は
な
い
。
論
者
に
よ
っ
て
色
彩
は
異
な
る
し
、
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そ
し
て
同
一
人
に
よ
る
論
説
に
お
い
て
も
、
い
く
つ
も
の
色
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
。
し
か
し
感
想
の
第
一
に
あ
げ
る
べ
き
は
、

「
よ
く
出
来
た
」
と
い
う
称
賛
で
あ
っ
た
。

『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
「
学
制
」
第
一
報

(

前
出
、
一
八
七
三
年
三
月
一
五
日)

は
、「
学
制
」
前
文
お
よ
び
各

章
に
つ
い
て
か
な
り
詳
し
く
紹
介
し
た
後
、
結
論
的
に
、
こ
の
布
告
は
単
に
日
本
だ
け
で
は
な
く
モ
ン
ゴ
リ
ア
ン
人
種
に
と
っ
て

「
世
紀
の
偉
業
の
一
つ
」
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
中
国
そ
し
て
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
も
、
急
速
に
日
本
の
革
新
を
追
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
と
称
賛
し
て
い
る
。
た
だ
し
三
千
万
人
を
越
え
る
人
口
の
国
に
公
立
学
校
制
度
と
い
っ
た
基
礎
的
で
新
し
い
種
類
の
制
度

を
確
立
す
る
こ
と
は
、
単
に
布
告
す
る
こ
と
と
は
ま
た
別
の
「
時
間
の
か
か
る
仕
事
」
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
「
平
和
と
繁
栄
の

時
代
を
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
、
こ
れ
か
ら
の
事
業
に
期
待
を
寄
せ
て
い
た
。

(

�)

そ
の
続
報
は
四
月
二
日
で
あ
る
が
、
こ
の
「
学
制
」
が
も
つ
「
賢
明
さ
と
総
合
性
」
お
よ
び
「
広
い
自
由
」
と
、｢

対
象
と
さ

れ
た
人
々
へ
の
適
合
性
」
に
つ
い
て
「
も
っ
と
称
賛
し
て
述
べ
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
い
う
反
省
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い

る
。
と
い
う
こ
と
は
、
先
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
実
は
あ
ま
り
「
称
賛
」
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
今
回
は
「
称
賛
」
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
節
で
触
れ
る
。

四
月
二
日
の
記
事
は
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
教
育
長
の
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ(

N
o

rth
ro

p
,

B
.

G
)

に
よ
る
「
学
制
」
称
賛
の
言
葉
を

以
下
の
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
。「
学
制
は
、
外
国
の
制
度
の
単
な
る
コ
ピ
ー
や
模
倣
な
ど
で
は
決
し
て
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
定
評

の
あ
る
計
画
を
十
分
に
研
究
し
た
後
に
、
彼
ら
は
賢
明
に
も
彼
ら
の
た
め
に
な
る
も
の
を
、
い
く
ら
か
は
古
い
土
台
の
上
に
構
築

し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
育
て
て
き
た
伝
統
を
損
な
う
こ
と
な
し
に
新
機
軸
を
導
入
す
る
た
め
で
あ
る
」
と
。

そ
し
て
ま
た
同
紙
に
よ
れ
ば
、
日
本
が
こ
の
数
年
の
う
ち
に
「
野
蛮
な
状
態
」
か
ら
「
文
明
化
さ
れ
た
慣
習
や
改
善
」
へ
の
突

然
の
変
化
を
示
す
証
拠
や
成
果
は
多
い
が
、
な
か
で
も
「
恐
ら
く
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
」
は
「
称
賛
に
値
す
る
公
立
学
校
制
度
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の
採
用
」
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
「
新
政
策
に
具
体
化
さ
れ
た
智
恵
と
機
転
の
事
例
」
と
し
て
同
紙
が
特
筆
し
て
い
る
の
は
、

「
教
育
の
た
め
に
人
び
と
を
説
得
す
る
仕
事
に
献
身
」
し
「
人
々
の
間
で
最
も
評
判
の
良
い
人
間
〔｢

学
制
」
第
一
〇
章
「
名
望

ア
ル
者｣
〕
か
ら
選
ば
れ
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
「
学
校
監
督
者
」[

学
区
取
締
〕
で
あ
る
。
同
紙
が
驚
い
て
い
る
の
は
、
こ
う

い
う
規
定
が
「
地
上
で
最
も
専
制
的
な
国
の
一
つ
で
あ
り
、
あ
る
い
は
ご
く
最
近
ま
で
そ
う
で
あ
っ
た
」
国
の
布
告
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
よ
う
な
称
賛
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
た
が
ゆ
え
に
、
日
本
側
も
自
慢
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
八
七
三
年
五
月
二
日
、

ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
で
開
か
れ
た
マ
レ
ー(

M
u

rray
,

D
av

id)

の
日
本
へ
の
歓
送
晩
餐
会
に
お
い
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
駐
在

代
理
公
使
・
高
木
三
郎
は
「
最
近
の
天
皇
の
布
告
に
よ
っ
て
、
帝
国
の
教
育
事
情
は
新
時
代
に
入
っ
た
」
と
八
大
学
区
制
に
つ
い

て
説
明
し
た
あ
と
、「
日
本
帝
国
全
体
が
近
代
的
学
習
の
養
育
所(

n
u

rse
ry)

と
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
」
と
謝
辞
ス

ピ
ー
チ
を
し
て
い
る
。「
学
制
」
の
制
定
が
済
ん
で
い
な
け
れ
ば
、
言
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

マ
レ
ー
自
身
も
、「
日
本
は
外
国
の
視
点
か
ら
は
無
教
養
の
国
だ
と
み
な
さ
れ
て
き
た
の
で
、
そ
の
結
果
、
教
育
の
全
体
構
造

は
基
礎
か
ら
作
り
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ほ
ど
間
違
っ
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
と
は
逆
に
、

日
本
は
今
日
で
は
、
教
育
が
最
高
に
尊
重
さ
れ
、
そ
し
て
教
育
が
最
も
普
及
し
て
い
る
と
い
え
る
ほ
ど
の
国
の
一
つ
と
な
っ
て
い

る
」
と
称
賛
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
も
し
そ
れ
ほ
ど
の
国
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
本
国
学
監
と
し
て
日
本
に
渡
る
意
味

が
な
い
。
マ
レ
ー
に
よ
れ
ば
、
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
日
本
は
鎖
国
政
策
を
と
っ
て
き
た
の
で
、
科
学
、
産
業
技
術
、
貿
易
や
商
業

に
関
連
す
る
学
問
に
お
い
て
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
と
発
見
の
相
互
交
流
と
い
う
点
で
有
利
で
あ
っ
た
西
洋
諸
国
が
東
洋
諸
国
よ
り
明

白
に
抜
き
ん
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
こ
と
を
日
本
人
は
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
彼
ら
は
今
日
、「
我
々
か
ら
新
し
い

ア
イ
デ
ィ
ア
と
完
全
な
信
頼
・
自
信
と
を
獲
得
し
よ
う
と
熱
心
に
手
を
差
し
伸
べ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
自
分
の
訪
日
は
そ
れ
に
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応
え
る
た
め
な
の
で
あ
る
。

(

�)

最
初
は
『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ブ
ル
テ
ィ
ン
』
に
載
り
、
そ
の
後
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ヘ
ラ
ル
ド
』(

一
八
七
四
年
一
〇
月
三
〇

日)
に
転
載
さ
れ
た
記
事
に
よ
れ
ば
、「
日
本
ノ
公
立
学
校
ハ
其
功
績
実
ニ
驚
ク
」
ほ
ど
で
あ
り
、
当
初
は
存
在
し
た
男
女
共
学

反
対
の
意
見
、
女
性
教
育
無
益
論
も
衰
え
て
、「
方
今
ノ
学
制
ハ
日
本
人
民
皆
之
ヲ
称
賛
シ
公
立
学
校
教
育
ノ
便
ハ
日
ニ
盛
大
ニ

至
」
っ
て
い
る
と
い
う
。

(

�)

『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
に
よ
る
「
学
制
」
称
賛
の
記
事
を
さ
ら
に
探
し
て
み
る
と
、「
家
父
長
主
義
的
な
、
そ
し
て

多
か
れ
少
な
か
れ
専
制
的
な
政
府
」
に
し
か
出
来
な
い
一
八
七
二
年
の
「
唐
突
な
諸
法
令
」
の
一
つ
に
よ
っ
て
、
五
万
三
千
の
公

立
学
校
が
帝
国
の
至
る
所
に
設
置
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
す
べ
て
に
お
い
て
、
当
地
や
イ
ギ
リ
ス
の
学
校
で
学
習
さ
れ
て
い
る
の

と
同
様
の
知
識
の
教
科
が
、
今
や
「
極
め
て
模
範
的
な
勤
勉
さ
」
で
も
っ
て
学
ば
れ
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
の
も
あ
る
。

(

�)

五
万
三
千
の
小
学
校
が
「
設
置
さ
れ
」
と
い
う
の
は
誤
解
で
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
法
令
上
の
計
画
で
し
か
な
か
っ
た
。
記
事
が

書
か
れ
た
一
八
七
五

(

明
治
八)

年
当
時
は
ま
だ
そ
の
半
数
に
も
至
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、「
学
制
」
が
好
意
的
に
評
価
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
同
記
事
は
続
け
て
、
小
学
校
通
学
者
数
や
教
科
内
容
、
東
京
の
工
科
大
学
〔
工
部
大
学
校
〕
に
つ
い

て
紹
介
し
た
あ
と
、「
こ
う
し
た
こ
と
す
べ
て
か
ら
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
事
実
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
で
は
教
育

が
単
に
普
及
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
最
上
級
の
も
の
で
あ
り
、
日
本
人
た
ち
は
知
的
で
勤
勉
で
、
最
上
級
の

成
績
を
え
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
」
と
も
称
賛
し
て
い
た
。

今
や
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
日
本
人
が
教
育
の
普
及
を
熱
心
に
切
望
し
て
い
る
、
と
の
報
道
も
あ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
毎
日
の
よ
う
に

新
し
い
学
校
が
開
校
さ
れ
、
個
人
に
よ
る
教
育
寄
付
金
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
数
日
前
に
は
〔
明
治
八
年
一
一
月
二
九
日
〕
皇
后

が
自
ら
東
京
に
女
子
師
範
学
校
を
開
校
し
〔
開
校
式
に
臨
席
し]

、
演
説
を
行
な
っ
た
。

(

�)
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の
ち
明
治
学
院
を
創
設
す
る
宣
教
師
・
医
師
の
ヘ
ボ
ン(

H
e

p
b

u
rn

,
Jam

e
s

C
u

rtis)

は
、
一
八
七
五

(

明
治
八)

年
、
あ
る

山
村
地
域
を
旅
行
し
た
と
き
の
こ
と
を
、
学
校
に
は
黒
板
、
石
盤
、
地
図
、
地
球
儀
な
ど
も
あ
り
、「
生
徒
が
机
に
向
っ
て
腰
掛

け
に
坐
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
は
ア
メ
リ
カ
と
そ
っ
く
り
で
し
た
。
こ
れ
は
ほ
ん
と
う
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
」
と
手
紙
に
書
い

て
い
た
。
全
国
に
散
在
す
る
小
学
校
は
義
務
制
で
「
経
費
は
国
民
に
課
し
た
租
税
」
で
賄
わ
れ
て
い
た
が
、「
国
民
は
喜
ん
で
徴

税
に
応
じ
て
い
る
と
い
え
ま
す
」
と
も
。

(

�)

イ
ギ
リ
ス
に
眼
を
転
じ
る
と
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
や
シ
ェ
リ
ー
も
寄
稿
し
た
こ
と
が
あ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
著
名
な
雑
誌
『
ブ

ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
・
マ
ガ
ジ
ン
』
の
一
八
七
二
年
九
月
号
に
、
赤
字
財
政
の
次
に
最
も
重
要
な
問
題
は
教
育
で
あ
る
と
い
う
判
断
が

日
本
に
は
あ
り
、
政
府
の
義
務
の
一
つ
は
人
び
と
を
教
育
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以
外
の
こ
と
は
考
慮
に
値
し
な
い
と
考
え

る
「
熱
狂
的
な
人
」(

e
n

th
u

siasts)
も
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
論
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
論
説
は
、
文
部
省
と

い
う
の
が
一
八
七
一
年
に
創
設
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
間
が
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
「
同
省
が
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
深
刻
で

多
様
な
困
難
の
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
非
常
に
う
ま
く
い
っ
た
と
言
え
よ
う
」
と
評
価
し
て
い
る
。

(

�)

こ
の
論
説
は
『
タ
イ
ム
ズ
』

で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、

(

�)

「
学
制
」
発
令
は
一
八
七
二
年
九
月
四
日

(

明
治
五
年
八
月
二
日)

な
の
で
、
両
方
の
誌
紙
と
も
そ

の
こ
と
は
知
ら
ず
に
掲
載
し
て
い
る
。
し
か
し
日
本
で
進
行
中
の
教
育
改
革
を
肯
定
的
に
書
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
。

ま
た
『
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
・
マ
ガ
ジ
ン
』
の
一
八
七
四

(
明
治
七)

年
六
月
号
に
は
、「
こ
の
六
年
ほ
ど
の
間
に
、
日
本
は
文

明
化
さ
れ
た
王
国
へ
と
自
己
変
身
を
遂
げ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
臭
い
君
主
国
の
い
く
つ
か
よ
り
も
多
く
の
面
に
お
い
て
も
っ
と
は

っ
き
り
と
前
進
し
た
」
と
評
価
す
る
論
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
高
く
評
価
す
る
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事

例
の
中
に
は
、「
鉄
道
と
電
信
、
造
幣
局
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
授
を
雇
っ
た
教
育
制
度
」｢

駐
在
あ
る
い
は
移
動
で
あ
れ
、
公
使
の

海
外
派
遣
」
な
ど
が
あ
っ
た
。

(

�)
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イ
ギ
リ
ス
の
『
タ
イ
ム
ズ
』
が
「
こ
の
時
代
の
最
大
の
驚
き
」
の
一
つ
で
あ
る
と
称
賛
し
た
の
は
、「
日
本
人
が
西
洋
の
慣
習

や
科
学
を
吸
収
し
つ
つ
あ
る
そ
の
ス
ピ
ー
ド
」
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
文
明
と
い
う
の
は
常
に
、「
太
陽
の
コ
ー
ス
」
の
東
か
ら
西

へ
と
は
逆
の
コ
ー
ス
を
取
っ
て
き
た
が
、
い
ま
や
は
る
か
東
洋
の
諸
島
で
起
こ
り
つ
つ
あ
る
変
化
は
「
単
な
る
外
面
的
模
倣
」
で

は
な
く
、
疑
う
余
地
の
な
い
「
内
的
変
容
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
証
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
人
技
術
者
を
工

部
省
の
た
め
に
養
成
す
る
大
学

(

工
部
大
学
校)

で
あ
る
。
そ
れ
は
英
国
人
教
授
の
管
理
下
に
あ
っ
て
、
英
語
が
学
術
用
語
と
し

て
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

�)

そ
の
頃
の
日
本
在
住
イ
ギ
リ
ス
人
新
聞
人
ブ
ラ
ッ
ク(

B
lack

,
Jo

h
n

R
e

d
d

ie)

は
、
新
学
校
計
画
と
い
う
「
こ
の
鷹
揚
な
計
画

に
は
、
共
感
を
お
ぼ
え
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
」
と
記
し
て
い
た
。
政
府
が
教
育
の
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
日

本
人
が
こ
れ
ま
で
「
野
蛮
人
」
と
思
っ
て
い
た
人
々
と
正
式
の
交
際
を
熱
心
に
し
て
み
て
、
自
分
た
ち
の
置
か
れ
て
い
る
「
後
進

性
」
を
認
識
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
て
、
我
々
を
「
感
動
さ
せ
る
も
の
」
が
あ
る
。
そ
し
て
日
本
人
は
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た

制
度
を
「
貪
欲
に
研
究
し
始
め
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
新
計
画
は
多
数
の
生
徒
を
海
外
に
派
遣
す
る
こ
と
以
外
は
「
原
案
に
も
と

づ
い
て
着
々
と
実
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
」
と
、

(

�)

ブ
ラ
ッ
ク
は
「
学
制
」
に
「
感
動
」
し
て
い
た
。

ま
た
一
八
七
八

(

明
治
一
一)

年
に
来
日
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
旅
行
作
家
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド(

B
ird

,
Isab

e
lla)

も
ま
た
、「
崇

高
な
基
準
」
で
計
画
さ
れ
た
「
法
令｣

、
「
全
階
級
の
人
々
が
教
育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
気
高
い
努
力
」
な
ど

が
、「
き
わ
め
て
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
称
賛
し
て
い
た
。

(

�)

３

「
学
制
」
制
定
を
含
め
た
日
本
の
文
明
開
化
は
称
賛
さ
れ
高
く
評
価
は
さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
重
要
な
の
は
そ
の
視
点
で
あ
る
。

国際文化論集 №42

― ―215



そ
れ
は
、
欧
米
文
明
の
「
仲
間
入
り
を
し
た
」
な
い
し
は
「
し
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
視
点
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
欧
米
中
心
主
義

の
考
え
方
が
称
賛
の
語
句
に
混
じ
っ
て
い
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
日
本
自
体
が
求
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
ま
た
当
然
に
予
測
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
欧
米
化
」
と
い
う
場
合
に
は
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
化
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
関
心
事
に
な
る
。
当
時
一
般
の
日
本
人
は
、

そ
れ
ま
で
の
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
の
影
響
で
キ
リ
ス
ト
教
に
恐
怖
心
を
抱
い
て
い
た
が
、
欧
米
事
情
に
詳
し
か
っ
た
福
沢
諭
吉
は
、

元
来
「
耶
蘇
の
宗
教
」
は
「
永
遠
無
窮
」
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
そ
の
説
く
所
は
「
常
に
洪
大
」
で
あ
り
、「
此
地
球
は
恰
も

一
家
の
如
く
、
地
球
上
の
人
民
は
等
し
く
兄
弟
の
如
く
に
し
て
、
其
相
交
る
の
情
に
厚
薄
の
差
別
あ
る
可
か
ら
ず
」
と
、
極
め
て

理
想
主
義
的
に
理
解
し
て
い
た
。
他
方
、
福
沢
は
「
甚
し
き
は
兇
器
を
携
へ
て
界
外
の
兄
弟
を
殺
し
、
界
外
の
地
面
を
奪
ひ
、
商

売
の
利
を
争
ふ
」
と
い
っ
た
西
洋
列
強
の
現
実
を
よ
く
認
識
し
て
い
て
、

(

�)

「
今
の
外
人
の
狡
猾
慓
悍
な
る
は
公
卿
幕
吏
の
比
に
非

ず
」｢

智
辨
勇
力
を
兼
備
し
た
る
一
種
法
外
の
華
士
族
と
云
ふ
も
可
な
り
」

(

�)

と
い
っ
た
外
国
人
観
の
持
ち
主
で
も
あ
っ
た
。
し
か

し
福
沢
は
キ
リ
ス
ト
教
に
は
ま
っ
た
く
別
次
元
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
は
、
日
本
へ
の
好
意
的
評
価
は
い
ろ
い
ろ
残
し
な
が
ら
も
、
日
本
に
「
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
る
機
は

熟
し
て
い
る
」
と
い
う
の
は
大
き
な
「
誤
り
」
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
。
か
な
り
の
日
本
人
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、

ギ
リ
シ
ャ
正
教
に
「
改
宗
」
し
た
が
、
そ
れ
で
も
三
四
〇
〇
万
の
日
本
人
が
「
無
神
論
者
」｢

物
質
主
義
者
」
で
あ
り
、
あ
る
い

は
「
子
供
じ
み
て
く
だ
ら
な
い
迷
信
」
に
の
め
り
込
ん
で
い
る
事
実
は
残
っ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
彼
女
の
前
提
は
や
は
り
、

日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
化
で
あ
っ
た
。
日
本
に
か
か
っ
て
い
る
「
最
も
暗
い
影
」
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
果
実
を
そ
れ
が
育
っ
た
木
を

移
植
す
る
こ
と
な
し
に
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
日
本
が
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
れ

ば
「
最
も
高
尚
な
意
味
」
に
お
い
て
、「
日
出
ず
る
国
」｢

東
ア
ジ
ア
の
光
明
」
と
な
り
う
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
が
、
彼
女
の
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著
書
の
結
び
の
言
葉
で
あ
っ
た
。

(

�)

次
の
記
事
で
も
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
化
が
当
然
の
前
提
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
日
本
が
「
文
明
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
衣
装
」

を
着
る
に
当
た
っ
て
は
、「
両
者
の
周
辺
に
言
わ
ば
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
汚
い
ボ
ロ
布
」
を
拒
否
で
き
る
だ
け
の
判
断
力
を
持
つ

よ
う
に
な
る
こ
と
、
ま
た
彼
ら
自
身
の
民
族
に
属
す
る
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
で
崇
高
な
性
質
を
保
持
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
に
「
わ
れ
わ
れ

の
最
善
の
才
芸
」
を
す
べ
て
付
け
加
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
希
望
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

(

�)

こ
れ
が
、
以
前
に
送
っ
た
「
学
制
」
記

事
で
は
「
も
っ
と
称
賛
し
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
」
と
の
反
省
の
上
で
書
か
れ
た
続
報
の
一
部
分
な
の
で
あ
る
。

こ
の
記
事
は
ま
た
、「
学
制
」
制
定
に
は
、「
リ
ベ
ラ
ル
で
賢
明
な
」
森
有
礼
公
使
、
お
よ
び
デ
・
ロ
ン
グ
駐
日
ア
メ
リ
カ
大
使
、

そ
し
て
「
そ
の
教
養
豊
か
な
」
夫
人
の
影
響
が
、
大
き
く
貢
献
し
た
に
違
い
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。
森
公
使
は
、「
わ
れ
わ
れ

の
制
度
の
長
所
」
を
素
早
く
感
じ
取
り
、
文
部
省
創
設
以
前
に
す
で
に
そ
の
情
報
を
政
府
に
提
出
し
て
い
た
し
、
岩
倉
使
節
団
が

当
地
に
到
着
し
た
際
に
森
が
彼
ら
を
教
育
局
長
官
に
紹
介
し
た
と
こ
ろ
、
長
官
は
最
大
限
の
関
心
を
も
っ
て
我
々
の
学
校
制
度
に

関
す
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
詳
細
に
説
明
し
た
と
も
い
う
。

ア
メ
リ
カ
か
ら
の
森
の
情
報
が
「
学
制
」
に
影
響
を
与
え
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
尾
形
裕
康
『
学
制
実
施
経
緯
の
研
究
』

(

一
九
六
三
年)

の
肯
定
説
が
あ
る
が
、
井
上
久
雄
『
増
補

学
制
論
考
』(

一
九
九
一
年)

の
補
説
三
は
そ
れ
に
か
な
り
細
か
く

反
論
を
加
え
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
記
事
が
い
く
ら
岩
倉
使
節
団
訪
米
時
の
森
の
活
躍
を
強
調
し
た
と
し
て
も
、「
学
制
」

は
す
で
に
制
定
さ
れ
た
後
の
話
な
の
で
、「
学
制
」
に
対
す
る
森
の
影
響
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
な
ぜ
こ

こ
で
何
の
理
由
説
明
も
な
く
駐
日
ア
メ
リ
カ
大
使
夫
妻
が
登
場
す
る
の
か
。
日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
影
響
な
し
に
は
「
学
制｣

制
定

な
ど
で
き
な
い
と
の
先
入
観
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
記
事
と
は
逆
に
、「
こ
の
国
の
状
況
は
絶
え
ず
改
善
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
」
と
評
価
し
、
こ
の
国
の
「
最
善
の
標
識
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(
sig

n
s)

」
の
一
つ
は
「
知
識
愛
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
通
信
員
の
記
事
は
、
日
本
の
主
体
的
な
発
展
を
か
な
り
強
調
し
て
い
る
。

日
本
人
は
、「
彼
ら
の
教
育
の
欠
陥
」
を
悟
り
、
彼
ら
自
身
に
頼
り
き
る
こ
と
は
し
な
い
な
が
ら
も
、「
彼
ら
自
身
の
判
断
が
望
ま

し
い
と
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
情
報
を
手
探
り
で
探
し
掴
も
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
結
果
は
必
ず
し
も
い
つ
も

満
足
で
き
る
も
の
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
国
の
人
々
は
「
外
国
の
文
化
と
技
術
の
多
く
の
事
例
」
か
ら
教
示
さ
れ
て
「
正

義
と
思
慮
分
別
の
あ
る
政
府
」
を
運
営
す
る
こ
と
を
学
習
し
つ
つ
あ
る
。

(

�)

「
外
国
の
文
化
と
技
術
」
の
影
響
を
受
け
て
で
あ
る
と

し
て
も
、「
彼
ら
自
身
の
判
断
」
が
望
ま
し
い
と
示
し
て
い
る
情
報
を
模
索
し
て
い
る
と
い
う
表
現
は
、
数
少
な
い
。

『
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
』
が
、「
江
戸
」
の
グ
レ
シ
ャ
ム(

G
re

sh
am
)

と
い
う
人
物
がS

p
rin

gfield
W

eek
ly

R
ep

u
b

lica
n
(

Ju
n
.

1
3
,

1
8

7
3)

に
投
稿
し
た
「
日
本
教
育
の
ペ
テ
ン(

H
u

m
b

u
g

s)

」
を
紹
介
し
た
あ
と
、
論
評
を
加
え
て
い
る
。

ま
ず
紹
介
部
分
に
よ
る
と
、
グ
レ
シ
ャ
ム
は
「
知
識
習
得
」
に
お
け
る
日
本
の
若
者
の
能
力
を
、
わ
ず
か
数
年
の
う
ち
に
江
戸
に

誕
生
し
た
多
数
の
学
校
に
よ
っ
て
立
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
次
に
は
日
本
の
教
育
行
政
批
判
に
転
じ
、
教
育
職
で
能
力

を
示
し
た
人
々
は
、
文
部
省
役
人
た
ち
の
「
全
く
の
無
知
」
ゆ
え
に
「
大
き
な
失
望
」
に
出
会
っ
て
い
る
。
ま
た
帝
国
大
学

(

南

校)

の
行
政
に
は
、「
道
徳
的
な
勇
気
の
欠
如
」｢
必
要
な
責
任
感
の
萎
縮
」
に
よ
っ
て
大
き
な
障
害
が
生
ま
れ
て
い
る
。
グ
レ
シ

ャ
ム
の
結
論
の
一
つ
は
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
氏
や
マ
レ
ー
氏
の
よ
う
な
「
改
善
さ
れ
た
教
授
法
の
知
識
を
十
二
分
に
持
っ
て
い
る
人

間
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
意
見
に
対
す
る
、
日
本
に
比
較
的
好
意
的
で
あ
る
は
ず
の
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
』
の
見
解
は
ど
う

で
あ
っ
た
か
。
グ
レ
シ
ャ
ム
の
結
論
は
「
あ
ま
り
に
色
が
着
き
す
ぎ
で
危
険
な
ほ
ど
刺
激
的
」
と
は
言
い
な
が
ら
、
し
か
し
彼
の

見
解
を
長
々
と
引
用
し
た
の
は
、
そ
の
多
く
は
真
実
だ
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
。
重
要
な
の
は
、
教
育
問
題
に
お
い
て
は
そ
の
目

的
の
た
め
に
選
ば
れ
た
「
外
国
人
助
言
者
」
を
雇
う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
従
来
の
政
府
雇
い
外
国
人
た
ち
が
見
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つ
け
た
大
き
な
困
難
は
、「
彼
ら
の
日
本
人
上
司
の
頑
固
さ
と
無
能
の
た
め
に
彼
ら
は
嵌
め
ら
れ
た
足
枷
の
中
で
し
か
仕
事
が
で

き
な
か
っ
た
」
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
伝
統
や
考
え
方
に
も
正
し
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
は
疑
う
べ
き
も
な
い
が
、
し
か
し

「
外
国
人
が
最
善
の
助
言
者
」
と
な
リ
得
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
こ
の
見
解
が
ま
さ
に
当
て
は
ま
る
の
は
、

日
本
人
未
踏
の
知
識
の
分
野
に
お
け
る
教
育
問
題
以
外
に
は
な
い
」
と
い
う
の
が
、
同
紙
の
結
論
で
あ
っ
た
。

(

�)

ま
た
同
紙
が
別
の
記
事
で
、
日
本
人
の
「
知
力(

m
in

d)

」
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
葉
や
科
学
の
習
得
は
あ
る
点
を
越
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
の
が
長
い
間
の
「
流
れ(

fash
io

n)

」
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
こ
の
「
や
や
軽
率
に
な
さ
れ
た
推
測
が

覆
さ
れ
る
時
が
来
た
」
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
と
し
て
い
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
生
活
様
式
の
西
洋
化
で
し
か
な
か
っ
た
。
授
業

は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
欧
米
流
の
原
理
で
行
な
わ
れ
て
い
て
、
上
級
の
学
校
の
生
徒
は
マ
ッ
ト
〔
畳
〕
の
上
に
座
る
代
わ
り

に
イ
ス
に
座
っ
て
机
で
勉
強
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
江
戸
の
政
府
に
関
係
す
る
種
々
の
学
校
で
は
、
生
徒
た
ち
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
風
に
調
理
さ
れ
た
食
事
を
テ
ー
ブ
ル
で
食
べ
、
ナ
イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
を
使
っ
て
い
る
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

(

�)

イ
ギ
リ
ス
の
『
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
・
マ
ガ
ジ
ン
』
の
論
説
が
、
文
明
化
へ
の
日
本
の
自
己
変
身
の
証
拠
と
し
た
教
育
制
度
も
、

そ
れ
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
授
」
を
雇
っ
て
い
る
こ
と
が
特
に
重
視
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

(

�)

４

日
本
が
西
欧
の
模
倣
を
し
て
「
進
歩
」
を
遂
げ
た
結
果
、
将
来
に
お
い
て
そ
の
欧
米
を
追
い
越
す
よ
う
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
日
本
の
進
歩
へ
の
称
賛
が
欧
米
中
心
主
義
に
立
っ
た
う
え
で
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
容
認
で
き
る
は
ず

が
な
い
。
日
本
の
「
学
制
」
を
含
む
文
明
化
へ
の
評
価
に
お
い
て
も
、
そ
の
こ
と
へ
の
恐
れ
が
露
骨
に
表
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
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『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
あ
る
記
事
は
、「
博
愛
主
義
者
や
文
明
の
味
方
な
ら
誰
し
も
、
も
ち
ろ
ん
日
本
の
進
歩
を

喜
ん
で
い
る
」
と
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
封
建
制
度
を
廃
し
議
会
制
度
を
取
り
入
れ
た
こ
と
に
満
足
し
〔
議
会
は
誤
解]

、

地
位
の
高
い
貴
族
が
古
臭
い
民
族
衣
装
を
捨
て
輝
か
し
い
ズ
ボ
ン
を
採
用
し
、
文
明
の
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
を
受
け
入
れ
て
い
る
の
を

歓
迎
す
る
と
も
言
う
。

け
れ
ど
も
こ
の
記
事
は
次
の
よ
う
に
続
く
。「
ミ
カ
ド
と
そ
の
国
民
が
我
々
の
立
派
な
習
慣
を
真
似
る
こ
と
ま
で
は
何
も
問
題

な
い
が
、
し
か
し
彼
ら
が
進
歩
の
過
程
に
お
い
て
我
々
を
追
い
越
し
始
め
た
り
、
我
々
が
彼
ら
に
教
え
た
こ
と
を
生
意
気
に
も

(
im

p
u

d
e

n
tly)

改
変
し
よ
う
と
試
み
た
り
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
ほ
と
ん
ど
耐
え
難
い
こ
と
だ｣

。

(

�)

し
か
も
「
心
得
違
い
の
未
開
人
た
ち(

m
isg

u
id

e
d

h
e

ath
e

n)

」
が
、
実
際
に
そ
う
い
う
こ
と
を
企
て
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
恐
れ
に
は
、
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
駐
在
森
有
礼
公
使
の
最
近
の

「
図
々
し
い(

co
o

l)

提
案
」
で
あ
る
。

森
は
、
日
本
人
の
言
語
と
し
て
英
語
を
採
用
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
論
者
と
し
て
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
、
英

米
人
の
間
に
も
非
常
な
関
心
を
呼
び
起
こ
し
た
。
早
く
も
一
八
七
一
年
の
段
階
で
、
森
が
日
本
政
府
に
対
し
「
漢
文
の
教
授
を
禁

じ
て
英
語
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
建
議
し
た
と
の
記
事
が
『
ワ
シ
ン
ト
ン
・
イ
ヴ
ニ
ン
グ
ス
タ
ー
』(

一
八

七
一
年
一
二
月
二
六
日)

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

(

�)
一
八
七
二
年
三
月
に
は
『
ハ
ー
パ
ー
ズ
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
』
が
、
森
駐

在
公
使
が
日
本
に
ア
メ
リ
カ
と
同
様
の
「
無
償
学
校
制
度
」
を
導
入
す
る
た
め
に
熱
心
に
同
国
の
教
育
制
度
を
研
究
し
て
い
る
こ

と
を
報
じ
る
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
誤
解
も
含
ん
だ
紹
介
を
し
て
い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
日
本
で
の
学
校
言
語
は
「
中
国
語
」
で

あ
る
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
中
国
語
も
英
語
も
外
国
語
な
の
で
、
彼
は
「
学
校
言
語
と
し
て
中
国
語
に
代
え
て
英
語
を
採
用
す

る
こ
と
を
諦
め
て
は
い
な
い
」
と
。

(

�)
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こ
の
段
階
で
は
、
学
校
で
教
え
る
外
国
語
と
し
て
の
英
語
の
採
用
と
い
う
報
道
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
フ
ァ
ー
・
イ
ー
ス
ト
』

紙
(

横
浜)

が
、「
英
語
と
英
文
学
と
を
日
本
帝
国
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
日
本
人
の
間
で
の
動
き
」
が
英
米
で
大
い
に
関
心
を

呼
び
起
こ
し
て
い
る
と
報
じ
る
記
事
に
な
る
と
、
様
子
が
一
変
し
て
く
る
。「
我
々
の
母
語
が
そ
の
う
ち
に
彼
ら
の
国
語
と
な
る

可
能
性
さ
え
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
ド
イ
ツ
語
の
採
用
が
ド
イ
ツ
人
た
ち
に
よ
っ
て
熱
心
に
主
張
さ

れ
て
い
て
、
事
実
、
た
く
さ
ん
あ
る
ド
イ
ツ
書
店
や
ド
イ
ツ
語
学
校
な
ど
の
存
在
が
、
ド
イ
ツ
語
が
日
本
で
好
ま
れ
て
い
る
証
拠

で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
記
事
に
関
し
て
『
フ
ァ
ー
・
イ
ー
ス
ト
』
は
、「
そ
う
い
う
こ
と
は
何
も
聞
い
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、

文
部
省
が
外
国
語
学
習
を
奨
励
し
、
日
本
語
を
簡
略
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
」
と
の
コ
メ
ン
ト
を
付
け
て
い

た
。

(

�)

ま
た
別
の
英
字
紙
に
掲
載
さ
れ
た
東
京
在
住
の
グ
レ
シ
ャ
ム(

G
re

sh
am
)

名
の
投
稿
「
日
本
教
育
の
ペ
テ
ン(

H
u

m
b

u
g

s)

」

(

前
出)

は
、
日
本
語
を
英
語
と
取
り
替
え
る
と
い
う
森
の
「
嘲
笑
さ
れ
た
計
画
」
へ
の
言
及
か
ら
書
き
始
め
て
い
た
。

(

�)

「
英
語
採
用
」
に
関
す
る
森
有
礼
の
考
え
方
を
詳
細
に
検
討
し
た
長
谷
川
精
一
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
商
業
を
通
じ
て
各
国
と

交
際
し
て
い
く
た
め
に
は
英
語
が
不
可
欠
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
日
本
語
は
「
廃
止
さ
れ
る
べ
き
」
な
の
で
は
な
く
「
淘
汰
さ
れ

る
」
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
の
「
簡
易
英
語
採
用
論
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。

(

�)

そ
し
て
森
は
、
英
語
の
採
用
を
「
諸

国
家
の
共
同
体
に
お
い
て
独
立
を
維
持
」
す
る
た
め
に
不
可
避
の
方
途
だ
と
考
え
て
い
た
け
れ
ど
も
、
日
本
語
を
日
本
人
や
日
本

国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
不
可
欠
の
要
素
と
と
ら
え
る
人
々
か
ら
は
「
言
語
的
売
国
奴
」
な
ど
の
非
難
を
受
け
て
き
た
と
指

摘
し
て
い
る
。

(

�)

し
か
し
英
米
人
の
間
で
は
、
こ
の
「
簡
易
英
語
採
用
論
」
が
反
発
を
招
い
た
。
先
ほ
ど
の
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』

(
Jan

.
1

6
,

1
8

7
3)

の
記
事
に
よ
れ
ば
、
森
は
ウ
ィ
ッ
ト
ニ
ー
教
授
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
英
語
は
文
法
の
点
で
「
腹
立
た
し
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い
ほ
ど
に
不
規
則
な
言
語
」
で
、
し
か
も
「
綴
り
の
仕
方
が
不
合
理
」
な
の
で
、
不
規
則
変
化
動
詞
の
廃
止
、
複
数
形
の
統
一
、

綴
り
通
り
の
発
音
な
ど
、
英
語
文
法
の
改
造
修
正
を
提
案
し
て
い
る
と
い
う
。

実
際
に
森
が
エ
ー
ル
大
学
教
授
の
言
語
学
者
ウ
ィ
ッ
ト
ニ
ー(

W

・D

・W
h

itn
e

y)

に
宛
て
た
手
紙

(

一
八
七
二
年
五
月
二
一

日)

で
確
認
し
て
み
る
と
、
英
語
が
自
分
た
ち
の
「
最
初
の
選
択
肢
」
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
音
声
表
記
法
に
お
け
る
「
法
則
性
の

欠
如
」｢

非
常
に
多
く
の
不
規
則
動
詞
」
と
い
っ
た
「
障
害
物
」
が
存
在
す
る
の
で
、「
英
語
を
話
す
人
々
の
英
語
習
得
を
非
常
に

難
し
く
し
、
そ
し
て
大
多
数
の
外
国
人
の
や
る
気
を
挫
い
て
い
る
例
外
事
項
の
す
べ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
多
く
を
、
日
本
国
民
の

使
用
の
た
め
に
英
語
か
ら
追
い
払
っ
て
し
ま
う(

b
an

ish)

」
こ
と
、
そ
し
て
「
簡
略
化
さ
れ
た
英
語
」
に
す
る
こ
と
を
「
提
案
」

し
て
い
る
。

(

�)

そ
し
て
改
良
の
た
め
の
具
体
例
ま
で
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
図
々
し
い
」
と
非
難
さ
れ
る
の
も
無
理
は
な

い
。こ

の
「
提
案
」
に
対
し
ウ
ィ
ッ
ト
ニ
ー
は
、「
一
貫
し
た
音
声
表
記
法
に
基
づ
い
て
改
良
・
簡
略
化
さ
れ
た
英
語
」
を
採
用
し

た
い
と
い
う
書
簡
を
「
た
い
へ
ん
興
味
を
も
っ
て
」
拝
読
し
た
と
儀
礼
的
に
答
え
た
あ
と
、
こ
う
い
う
提
案
が
な
さ
れ
た
「
誘
引
」

に
つ
い
て
分
析
し
、「
も
ち
ろ
ん
日
本
語
や
中
国
語
に
対
す
る
英
語
の
本
来
的
な
優
越
性
」
と
い
う
事
実
が
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り

も
「
先
祖
伝
来
の
言
語
を
棄
て
て
他
言
語
を
採
用
」
し
た
と
い
う
多
数
あ
る
事
例
は
、「
他
の
言
語
を
話
す
人
々
の
文
化
が
優
越

し
て
い
る
こ
と
の
影
響
で
起
こ
る
の
が
通
常
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
よ
り
重
視
し
て
い
る
。
そ
し
て
貴
提
案
が
な
さ
れ
た
の
も

「
こ
の
世
界
の
現
代
の
政
治
・
社
会
史
に
お
け
る
、
ま
た
文
学
・
科
学
・
芸
術
の
現
代
文
明
の
進
展
に
お
け
る
、
英
語
を
話
す
民

族
の
卓
越
性
」
と
い
う
事
実
に
よ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
「
英
語
を
母
語
と
す
る
人
々
に
よ
っ
て
話
さ
れ
た
り
理
解
さ

れ
た
り
し
て
い
る
そ
の
ま
ま
の
形
で
英
語
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
新
し
い
日
本
文
化
の
標
準
語
・
古
典
語
と
す
る
こ
と
」
が
、
ウ

ィ
ッ
ト
ニ
ー
が
「
支
持
す
る
計
画
」
の
第
一
に
な
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
彼
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
不
可
能
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で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
て
い
た
の
で
、
同
時
に
、「
日
本
人
大
衆
に
対
し
て
は
、
日
本
固
有
の
言
語
を
よ
り
高
い
文
化
に

達
す
る
た
め
の
手
段
と
な
す
こ
と
を
求
め
る
の
が
正
義
で
す
」
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

(

�)

現
代
の
文
化
相
対
主
義
の
立
場
か
ら
は
、
ど
の
言
語
や
文
化
に
つ
い
て
も
「
本
来
的
優
越
性
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い

は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
言
語
学
者
の
回
答
で
は
西
欧
中
心
主
義
が
露
骨
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
「
最
も
成
功
し
た
帝
国

主
義
国
国
民
と
し
て
の
自
尊
心
」
と
「
自
分
た
ち
の
『
母
語
』
で
あ
る
英
語
へ
の
独
善
性
」
で
あ
る
。

(

�)

『
ハ
ー
パ
ー
ズ
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
』
は
、
簡
略
化
さ
れ
た
英
語
の
日
本
語
代
替
案
の
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
森
が
ウ
ィ
ッ
ト
ニ

ー
教
授
に
意
見
を
求
め
た
こ
と
を
報
じ
る
な
か
で
、「
日
本
人
の
同
意
を
得
た
の
か
ど
う
か
は
、
我
々
に
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
」

と
当
然
の
懸
念
を
述
べ
て
い
る
。

(
�)

日
本
人
の
同
意
も
も
ち
ろ
ん
不
可
欠
の
こ
と
で
あ
る
が
、
他
方
、
森
は
確
か
に
、
日
本
に
は
英

語
が
こ
れ
か
ら
不
可
欠
に
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
日
本
に
は
採
用
で
き
な
い
の
で
「
日
本
国
民
の
使
用
の
た
め
に
」
英

文
法
な
ど
の
改
良
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
お
ま
け
に
現
在
の
英
文
法
は
「
英
語
を
話
す
人
々
の
英
語
習
得
を
非
常
に
難
し
く
」

し
て
い
る
と
ま
で
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
英
米
人
か
ら
す
れ
ば
〈
余
計
な
お
世
話
〉
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。
現
在
で
は
英

語
が
世
界
に
広
ま
り
、
そ
の
た
め
に
確
か
に
「
変
形
」
さ
れ
た
文
法
や
発
音
の
英
語
が
、
非
英
語
民
族
・
国
民
の
間
で
使
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
英
米
人
に
対
し
「
改
良
」
を
求
め
る
森
の
主
張
と
は
、
全
く
別
次
元
の
問
題
で
あ
る
。

な
か
に
は
、「
東
洋
の
友
人
」
の
た
め
に
英
語
の
動
詞
を
す
べ
て
規
則
動
詞
に
変
え
音
声
表
記
法
を
改
良
す
る
と
い
う
「
英
語

改
革
」
が
「
そ
の
う
ち
我
々
自
身
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
」
と
い
う
驚
く
べ
き
意
見
も
紹
介
さ
れ
て
い

る
が
、

(

�)

次
の
記
事
は
、
ア
メ
リ
カ
の
公
人
た
ち
が
森
の
質
問
に
回
答
し
た
書
簡

(

森
有
礼
編
集
『
日
本
の
教
育
』
に
所
収)

を
紹

介
し
、
森
を
以
下
の
よ
う
に
酷
評
し
て
い
る
。
森
は
自
分
が
「
非
常
に
非
現
実
的
で
向
こ
う
見
ず
な
空
想
家
」
で
あ
る
こ
と
を
そ

の
教
育
観
で
暴
露
し
た
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
我
々
が
そ
の
「
と
っ
ぴ
な
考
え(

v
ag

arie
s)

」
に
全
く
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
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を
申
し
訳
な
く
思
う
必
要
は
な
い
。
だ
い
た
い
、
英
語
を
「
そ
の
ま
ま(

b
o

d
ily)

」
日
本
に
持
っ
て
い
き
、
そ
し
て
人
々
の
必
要

に
容
易
に
応
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
そ
れ
を
「
い
じ
く
り
回
す(

tin
k

e
r)

」
と
い
う
よ
う
な
提
案
を
一
人
の
男
が
真
面
目
に

し
た
と
き
に
は
、
そ
う
い
う
男
と
は
も
う
そ
れ
以
上
議
論
な
ど
す
る
必
要
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
に
真
面
目
に

回
答
を
し
た
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
は
、
な
ん
と
「
親
切
な
寛
容
性
」
を
も
っ
て
い
る
も
の
か
。

(

�)

結
局
、
森
の
提
案
は
言
う
ま
で
も
な
く
日
本
で
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
学
監
Ｄ
・
マ
レ
ー
は
、「
普
通
ノ
国
語
」
を
使
わ
な
け

れ
ば
教
育
は
普
及
し
な
い
の
で
「
教
育
ヲ
伝
フ
ル
国
語
ニ
至
テ
ハ
最
変
更
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
」
こ
と
で
、
現
在
の
と
こ
ろ
欧
州
の
学

術
を
伝
え
る
た
め
に
外
国
語
を
使
用
し
て
い
る
の
は
「
一
時
ノ
便
宜
」
の
た
め
で
あ
る
と
、
文
部
省
に
報
告
し
て
い
た
。

(

�)

「
進
歩
」
す
る
日
本
へ
の
反
発
は
、
日
本
な
ど
ま
だ
ま
だ
「
進
歩
」
に
は
程
遠
い
と
い
う
形
で
も
表
出
さ
れ
て
い
る
。
日
本
が

紙
幣
を
乱
発
し
て
い
る
お
陰
で
財
政
的
に
は
他
国
並
み
に
「
安
全
」
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
他
の
ど
の
方
面
に
お
い

て
も
「
あ
ま
り
に
も
進
歩
」
し
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
と
て
も
そ
う
と
は
思
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
通
常
の
二
倍
も
の
費
用

を
か
け
た
無
意
味
な
一
八
マ
イ
ル

(

約
二
九
キ
ロ)

ほ
ど
の
鉄
道
、
数
校
の(

a
fe

w
)

学
校
、
キ
リ
ス
ト
教
の
容
認
、
陸
海
軍
の

創
設
な
ど
が
、
こ
れ
ま
で
に
達
成
さ
れ
た
「
進
歩
の
総
計
」
で
あ
る
。
日
本
人(

Jap
s)

が
、
あ
ま
り
に
急
い
で
、
あ
る
い
は
あ

ま
り
に
過
激
に
、「
一
つ
の
進
歩
を
成
し
遂
げ
た
」
と
見
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。
も
し
彼
ら
が
本
当
に
他
の
国
民
と
肩
を
並

べ
た
い
と
願
っ
て
い
る
の
な
ら
、
ま
ず
「
民
衆
を
教
育
」
し
て
「
価
値
あ
る
人
間
」
に
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
こ

で
「
価
値
あ
る
人
間
」
と
い
う
は
、
欧
米
人
の
考
え
が
「
ア
ジ
ア
の
諸
制
度
に
影
響
を
与
え
て
生
ま
れ
る
に
違
い
な
い
大
き
な
変

化
の
真
価
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
人
間
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
教
育
が
行
な
わ
れ
る
ま
で
は
、「
国
民
の
無
知
と
い
う

重
荷
は
、
進
歩
派
の
行
き
過
ぎ
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い｣
、
つ
ま
り
進
歩
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
の

で
あ
る
。

(

�)

こ
の
記
述
は
、「
学
制
」
制
定
の
こ
と
な
ど
ま
っ
た
く
考
慮
し
て
い
な
い
。
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も
と
も
と
は
、T

h
e

A
rn

h
eim

G
a

zetta

紙
に
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
論
文
の
主
た
る
主
張
は
、
い
ま
日
本
で
行
な
わ
れ
て
い
る

改
革
、
追
い
求
め
て
い
る
進
歩
は
、「
無
鉄
砲
で(

rash)

で
軽
率(

in
co

n
sid

e
rate)

」
な
も
の
で
あ
り
、
国
民
の
心
を
当
惑
さ
せ

る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
不
安
に
し
が
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
文
明
の
単
な
る
上
薬(

v
arn

ish)

が
国
に
塗

ら
れ
て
い
る
」
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
「
ま
っ
た
く
馬
鹿
げ
た
こ
と
」｢

子
ど
も
の
戯
れ
」
は
、
遅
か
れ
早
か
れ
「
何
か
恐

ろ
し
い
破
滅
的
な
危
機
」
を
招
く
で
あ
ろ
う
と
。

さ
ら
に
、
日
本
に
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
足
跡
に
沿
っ
て
歩
く
権
利
」
な
ど
ま
っ
た
く
な
く
、
も
し
日
本
が
「
西
洋
文
明
の
優
越

さ
」
を
達
成
し
た
い
と
望
む
と
し
て
も
、
我
々
自
身
が
そ
の
た
め
に
悩
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
あ
ら
ゆ
る
困
難
に
立
ち
向
か
う
こ

と
抜
き
に
は
、
そ
れ
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
も
主
張
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

け
れ
ど
も
こ
の
主
張
を
紹
介
し
て
い
る
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
』(

一
八
七
二
年
一
〇
月
二
六
日)

は
、
こ

の
主
張
に
は
「
真
実
も
少
し
は
あ
る
」
が
「
よ
り
多
く
の
間
違
い
も
あ
る
」
と
反
論
し
て
い
る
。

(

�)

当
時
、
横
浜
で
発
行
さ
れ
て
い
た
「
三
大
英
字
紙
」
と
は
、
い
ず
れ
も
イ
ギ
リ
ス
系
の
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ヘ
ラ
ル
ド
』『

ジ
ャ
パ

ン
・
ガ
ゼ
ッ
ト
』『

ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
』
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
』

は
、
他
の
二
紙
に
比
べ
て
日
本
政
府
に
対
し
「
お
お
む
ね
好
意
的
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
日
本
政
府
が
同
紙
を
購
入
し

欧
米
各
地
へ
送
付
す
る
と
い
う
特
別
の
契
約
を
結
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
も
と
も
と
ハ
ウ
エ
ル
社
主
が
一
八
七
三
年
二
月
に
政
府

へ
売
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
応
し
た
の
が
大
蔵
省
事
務
総
裁
・
大
隈
重
信
で
あ
っ
た
。
井
上
馨
と
渋
沢
栄
一
が
大
蔵

省
を
辞
職
す
る
と
と
も
に
日
本
の
財
政
難
を
暴
露
す
る
政
府
へ
の
建
白
書
を
公
表
し
た
た
め
、
対
外
的
に
も
困
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。

(

�)そ
の
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
』
の
反
論
に
よ
れ
ば
、
少
数
の
有
能
な
人
間
が
、
彼
ら
の
周
囲
の
多
数
の
人
間

国際文化論集 №42
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よ
り
も
優
れ
た
考
え
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
ら
多
数
の
人
間
を
進
歩
の
道
へ
導
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
「
そ
う
で

な
け
れ
ば
国
民
全
体
が
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
な
多
く
の
苦
労
の
段
階
を
す
べ
て
ひ
と
跳
び
で
取
り
除
き
、
彼
ら
を
前
へ

と
運
ぶ
こ
と
さ
え
も
可
能
で
あ
る
こ
と
」
を
、
歴
史
は
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
同
紙
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
大
王
、
ロ
シ
ア
の
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ヨ
ゼ
フ
二
世
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
こ
で
同
紙
は
、
こ
の
国
を
よ
く
観
察
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
い
か
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
の
尺
度
も
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
感
じ
る
の
で
、
現
在
以
上
に
日
本
人
、
彼
ら
の
歴
史
、
習
慣
、
天
性
、
そ
し
て
一
般
的
な
思
考
様
式
に
つ
い
て
知
れ
ば
、
我
々

は
賢
明
に
も
、
次
の
よ
う
な
結
論
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。「
日
本
の
政
府
は
、
い
ま
大
胆

に
行
な
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
安
全
に
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
」｢

そ
の
存
在
を
危
う
く
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
」

と
。

(

�)

一
八
七
三
年
五
月
に
来
日
し
、
海
軍
兵
学
寮
教
授
を
経
て
帝
国
大
学
教
授
と
な
っ
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン(

C
h

am
b
e

rlain
,

B
asil

H
all)

に
よ
れ
ば
、
日
本
政
府
が
教
育
振
興
に
際
し
て
採
っ
た
指
導
的
理
念
は
、
日
本
人
の
考
え
方
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
そ
れ
に

「
同
化
」
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
で
き
な
い
こ
と
も
「
明
ら
か
」
で
あ
っ
た
。
文
化
の
違
い
が
あ
り
日
本
は
西
洋
世

界
の
仲
間
に
は
入
れ
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
教
育
関
係
者
が
「
こ
の
困
難
に
向
っ
て
勇
敢
に
戦
い
を
進
め
」
て
、
し

か
も
全
般
的
に
非
常
に
う
ま
く
い
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、「
な
お
さ
ら
に
心
か
ら
賞
賛
す
べ
き
」
と
思
う
の
で
あ
っ
た
。

(

�)

日
本
の
あ
る
場
所(

F
ag

i)

で
ド
イ
ツ
語
を
教
え
る
ベ
ル
リ
ン
出
身
の
教
師
が
『
株
式
新
聞
』(�

�����
���	


�
�)

に
投
稿
し
た

「
愉
快
な
」(

am
u

sin
g)

話
を
、『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
が
紹
介
し
て
い
る
。
も
しF

ag
i

と
い
う
の
が
山
口
県
の
「
萩
」

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
明
治
三
年
一
一
月
か
ら
明
治
八
年
一
月
ま
で
萩
中
学
に
在
職
し
た
ド
イ
ツ
人
ヒ
レ
ル

(

夫
妻)

の
こ
と
に
な

る
。

(

�)
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そ
れ
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
は
素
早
く
学
習
す
る
が
、
し
か
し
変
化
が
好
き
で
忍
耐
力
は
ま
っ
た
く
持
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
教

師
は
「
頻
繁
に
話
題
を
変
え
ざ
る
を
え
な
い
」
と
い
う
。
し
か
も
良
く
出
来
る
生
徒
は
す
ぐ
に
教
師
か
ら
離
れ
て
い
く
。
例
え
ば

「
い
く
つ
か
の
ド
イ
ツ
語
単
語
を
理
解
す
る
と
、
も
う
江
戸
へ
仕
事
を
探
し
に
行
く
」
の
で
あ
る
。
こ
の
ド
イ
ツ
人
教
師
が
「
学

制
」
前
文
の
〈
立
身
の
た
め
の
教
育
〉
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
、
彼
に
よ
る
と
、「
学
校
へ
行

く
こ
と
が
流
行
」
と
な
っ
た
の
は
、「
皇
帝
自
身
が
勉
強
に
熱
心
と
な
り
、
江
戸
政
府
の
役
職
が
、
最
も
高
く
金
で
買
う
人
に
売

ら
れ
る
代
わ
り
に
、
教
育
の
あ
る
人
に
の
み
与
え
ら
れ
る
」
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
人
教
師
は
さ
ら
に
、「
特
別
の
法
律
」
に
よ
っ
て
教
育
を
普
及
さ
せ
た
点
で
政
府
の
「
功
績
」
を
大
い
に
認
め
な
が
ら

も
、
こ
の
努
力
も
「
当
局
側
と
生
徒
側
双
方
の
忍
耐
力
の
欠
如
」
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
は
「
資
金
の
欠
如
」
に
よ
っ

て
、
か
な
り
の
程
度
無
駄
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
人
一
般
に
対
し
て
、
非
常
に
厳
し
い
評
価
を
下
し

て
い
る
。
人
び
と
は
「
専
制
政
治
以
外
の
い
か
な
る
政
府
の
形
態
も
理
解
で
き
な
い
。
彼
ら
は
、
皇
帝
と
そ
の
大
臣
た
ち
に
よ
っ

て
導
入
さ
れ
た
改
革
を
理
解
し
て
い
な
い
。
昨
年
来
〔
一
八
七
二
年
一
二
月
九
日
〕
日
本
で
採
用
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
暦
で

は
、
冬
衣
装
あ
る
い
は
夏
衣
装
を
着
る
期
間
を
告
げ
る
勅
令
が
な
い
と
い
っ
た
こ
と
に
ま
で
、
不
平
を
言
っ
て
い
る｣

。

(

�)

日
本
や
中
国
の
教
育
上
の
前
進
が
欧
米
諸
国
へ
の
脅
威
と
な
る
こ
と
を
敏
感
に
感
じ
取
る
論
調
が
、
好
意
的
評
価
の
後
に
現
れ

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
日
本
で
の
教
育
上
の
動
き
が
中
国
に
お
い
て
も
始
ま
れ
ば
、
そ
れ
は
間
も
な
く
起
こ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る

が
、
す
ぐ
に
日
本
に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
に
注
目
す
べ
き
進
歩
が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
日
本
と
中
国
と
の
違
い
の
主

た
る
も
の
は
「
巨
大
な
人
口
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
影
響
の
大
き
さ
」
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
「
恐
ら
く
は
諸
外
国
に
お
け

る
社
会
・
政
治
問
題
に
与
え
る
影
響
に
お
い
て
、
現
在
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
に
強
力
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
。

(

�)

イ
ギ
リ
ス
雑
誌
の
あ
る
論
説
は
、
日
本
の
文
明
化
と
日
本
人
の
才
能
と
を
認
め
、
同
時
に
「
最
近
の
ト
ラ
ブ
ル
」
が
「
朝
鮮
戦
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争
の
問
題
か
ら
派
生
」
し
た
こ
と
も
認
識
し
て
い
る
。「
最
近
の
ト
ラ
ブ
ル
」
と
は
、
西
郷
隆
盛
ら
四
参
議
が
政
府
を
去
っ
た
明

治
六
年
一
〇
月
の
〈
政
変
〉
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
論
説
は
、
近
年
我
々
が
見
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
「
日
本
人
は
向
上
に
向
け

て
の
偉
大
な
才
能
を
も
っ
て
い
る
」
こ
と
を
確
信
さ
せ
て
く
れ
た
の
で
、
日
本
が
最
善
の
方
向
に
い
く
と
予
測
し
て
い
る
。
け
れ

ど
も
、
日
本
人
が
偉
大
な
才
能
を
も
ち
、
ま
た
「
鋭
敏
な
感
覚
と
真
剣
な
信
念
」
と
を
有
し
「
思
慮
深
く
知
的
で
あ
る
」
こ
と
を

示
し
た
が
ゆ
え
に
、「
よ
り
悪
く
な
る
こ
と
を
懸
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
革
命
を
行
な
っ
た
閣
僚
た
ち
は
、

我
々
以
上
に
は
る
か
に
よ
く
同
国
人
た
ち
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
「
隠
れ
た
浅
瀬
や
波
浪
を
す
り
抜
け
て
、
そ

れ
を
う
ま
く
導
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う｣

。

(

�)

と
こ
ろ
で
「
学
制
」
は
、
条
文
の
上
で
は
小
学
・
中
学
・
大
学
で
総
計
五
四
、
〇
二
四
校
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、

し
か
も
小
学
校
の
八
年
間
は
義
務
制
で
あ
っ
た
。
一
八
七
二
年
の
段
階
で
、
こ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
公
教
育
制
度
を
完
備
し
た
国
は

あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
、「
学
制
」
が
欧
米
人
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
の
も
無
理
な
か
っ
た
。
日
本
に
来
て
実
情
を
知
っ
た
学

監
の
Ｄ
・
マ
レ
ー
は
、「
学
制
」
が
外
国
で
は
「
少
シ
ク
之
ヲ
誤
解
ス
ル
所
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
」
と
文
部
省
に
報
告
し
て
い
る
が
、

〈
少
し
の
誤
解
〉
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。「
此
学
制
ハ
モ
ト
帝
国
ノ
事
情
ニ
従
テ
施
ス
可
キ
概
略
ヲ
挙
ル
モ
ノ
」
な
の
で
、
そ

の
「
実
効
」
を
見
る
の
は
「
多
年
ノ
事
業
」
で
あ
り
、
実
際
に
は
「
改
補
」
が
必
要
で
あ
る
。

(

�)

し
か
し
当
時
報
道
さ
れ
た
の
は

「
学
制
」
と
い
う
制
度
で
あ
る
の
で
、
実
態
ま
で
は
欧
米
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

近
代
の
義
務
教
育
制
度
は
北
欧
諸
国
で
口
火
が
切
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
一
八
一
四
年
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
「
全
国
民
に
対
す

る
初
等
公
教
育
制
度
」
が
発
足
し
、
満
七
歳
か
ら
堅
信
礼
ま
で
が
義
務
で
、
貧
困
家
庭
は
無
償
と
い
う
先
駆
的
事
例
が
あ
っ
た
。

(

�)

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
初
等
民
衆
教
育
法
の
制
定
に
よ
っ
て
義
務
教
育
の
基
礎
が
置
か
れ
た
の
は
一
八
四
二
年
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一

八
六
二
年
に
お
い
て
も
未
だ
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

(

�)

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
最
初
の
小
学
校
法
の
制
定
は
一
八
六
六
年
で
あ
っ
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た
が
、
就
学
義
務
化
の
実
施
は
一
九
二
一
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

(

�)

他
方
、
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
「
地
方
学
事
通
則
」(

一
七
六
三
年)

｢

一
般
ラ
ン
ト
法
」(

一
七
九
四
年)

｢

初
等
学
校
令
」(

一
八

四
五
年)

に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
子
ど
も
に
教
育

(

就
学
を
含
む)

を
与
え
な
い
親
に
対
す
る
罰
金
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
た

が
、

(

�)

民
衆
学
校
の
組
織
・
課
題
・
目
的
に
つ
い
て
規
定
し
制
度
の
基
礎
を
確
立
し
た
「
一
般
的
規
程
」
の
制
定
は
、「
学
制
」
と

同
年
の
一
八
七
二
年
で
あ
っ
た
。

文
明
が
開
化
済
み
の
は
ず
の
彼
ら
の
国
に
お
い
て
さ
え
も
、
実
は
公
教
育
制
度
の
確
立
は
緒
に
着
い
た
ば
か
り
か
、
あ
る
い
は

未
だ
こ
れ
か
ら
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
八
七
〇
年
八
月
、
つ
ま
り
「
学
制
」
の
ち
ょ
う
ど
二
年
前
に
「
基
礎
教
育

法
」
が
制
定
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
中
央
教
育
行
政
制
度
の
整
備
、
無
償
制
、
強
制
就
学
、
世
俗
教
育
な
ど
の
点
で

「
な
お
不
十
分
さ
」
を
残
し
て
い
た
し
、「
全
て
の
子
ど
も
に
、
読
み
、
書
き
、
算
の
十
分
な
基
礎
教
育
を
与
え
る
こ
と
は
、
親

の
義
務
で
あ
る
」
と
謳
っ
た
一
八
七
六
年
「
基
礎
教
育
法
」
に
お
い
て
も
、
地
方
の
条
例
に
よ
る
「
間
接
的
強
制
就
学
」
と
い
う

点
で
「
ま
だ
弱
い
も
の
」
で
あ
っ
た
し
、
工
場
法
教
育
条
項
の
関
係
に
お
い
て
も
ま
だ
「
不
徹
底
」
な
状
況
で
あ
っ
た
。

(

�)

フ
ラ
ン
ス
で
初
等
教
育
の
無
償
を
決
め
た
法
律
の
成
立
は
一
八
八
一
年
六
月
で
あ
り
、
保
護
者
に
対
す
る
罰
則
を
伴
う
満
六
歳

か
ら
満
一
三
歳
ま
で
の
義
務
教
育
法
は
一
八
八
二
年
三
月
で
あ
っ
た
。

(

�)

ア
メ
リ
カ
で
義
務
教
育
法
の
最
先
端
を
切
っ
た
の
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
あ
る

(

一
八
五
二
年)

。
八
歳
か
ら
一
四
歳

ま
で
の
子
ど
も
の
就
学
義
務
、
違
反
し
た
親
へ
の
二
〇
ド
ル
以
下
の
科
料
を
規
定
し
て
い
た
が
、「
貧
困
」
を
理
由
と
し
た
不
就

学
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

(

�)

そ
の
他
、
日
本
の
「
学
制
」
以
前
に
義
務
制
を
採
用
し
て
い
た
の
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
区(

一
八
六
四
年)

、

バ
ー
モ
ン
ト
州

(

一
八
六
七
年)

、
ミ
シ
ガ
ン
州

(

一
八
七
一
年)

、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州

(

一
八
七
二
年)

な
ど
が
あ
っ
た
。
し
か

し
就
学
義
務
の
規
定
に
は
「
学
制
」
と
同
様
、「
抜
け
穴
」
も
多
か
っ
た
し
、
罰
則
の
適
用
も
か
な
り
疑
わ
し
い
状
況
で
あ
っ
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た
。

(

�)

日
本
の
「
学
制
」
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
論
評
を
加
え
て
い
た
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』『

ハ
ー
パ
ー
ズ
・
ウ
ィ
ー
ク
リ

ー
』
の
お
膝
元
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
つ
い
て
み
る
と
、「
路
上
で
発
見
さ
れ
た
一
六
歳
以
下
の
す
べ
て
の
子
ど
も
は
就
学

証
明
が
な
い
限
り
浮
浪
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
」
と
の
規
定
を
も
つ
義
務
教
育
法
案
が
長
い
間
州
議
会
で
審
議
さ
れ
て
い
る
と
い
う

報
道
が
一
八
七
四
年
三
月
に
見
ら
れ
、

(

�)

そ
れ
が
遂
に
可
決
さ
れ
た
の
は
同
年
五
月
、
そ
し
て
施
行
は
一
八
七
五
年
一
月
か
ら
で
あ

っ
た
。
同
法
で
は
、
八
歳
か
ら
一
四
歳
ま
で
、
毎
年
一
四
週
以
上
の
初
等
教
育
が
義
務
で
あ
っ
た
が
、
家
庭
で
の
就
学
も
認
め
ら

れ
て
い
た
。
就
学
を
妨
害
し
た
雇
用
主
に
は
違
反
ご
と
に
五
〇
ド
ル
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
。

(

�)

わ
ず
か
七
年
前
に
は
、
そ
れ
が
価

値
あ
る
こ
と
だ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
世
論
の
急
速
な
成
長
を
示
し
て
お
り
、「
そ
の
成
果
が
大
き
な
関

心
を
も
っ
て
注
目
さ
れ
て
い
る
」

(

�)
と
い
う
。
従
っ
て
日
本
の
状
況
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
く
、
形
式
的
に
し
ろ
法
整
備
と
い
う
点

で
は
、
む
し
ろ
日
本
よ
り
遅
れ
て
い
た
。

『
ハ
ー
パ
ー
ズ
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
』
に
は
、
そ
れ
ま
で
に
、「
子
ど
も
を
守
れ
」

(

�)
｢

新
任
女
教
師｣

(

�)

「
義
務
教
育
に
関
す
る
レ
ポ

ー
ト｣

(

�)

「
公
立
学
校
の
始
業｣
(

�)

な
ど
、
一
連
の
義
務
教
育
関
連
の
報
道
が
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
強
い
関
心
が
も
た
れ
て
い

た
事
業
に
お
い
て
、〈
遅
れ
た
小
島
国
〉
と
見
く
び
っ
て
い
た
日
本
に
極
め
て
大
規
模
な
形
で
先
行
さ
れ
た
と
思
わ
れ
た
の
で
あ

る
。
既
述
の
一
部
の
厳
し
い
評
価
の
裏
に
は
こ
の
こ
と
が
あ
る
。
し
か
も
日
本
人

(

東
洋
人)

に
対
す
る
蔑
視
が
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
な
お
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
新
聞
記
事
や
言
辞
に
お
い
て
も
、「
靴
問
題
に
関
す
る
自
ら
の
良
心
と
の
妥
協
を
し
た
国
民｣

(

	)

「
地
上
で

最
も
専
制
的
な
国
の
一
つ｣

(


)

「Jap
s｣
(

�)

「
英
語
を
話
す
民
族
の
卓
越
性
」(
ウ
ィ
ッ
ト
ニ
ー
教
授)

な
ど
か
ら
蔑
視
観
が
垣
間
見
え

た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、「
極
め
て
特
異
な
人
び
と｣

(

�)

「
ア
ー
モ
ン
ド
の
よ
う
な
目
を
し
た
島
国
民｣

(

)

「[

エ
ド
で
は
子
ど
も
に
両
親
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と
住
所
を
書
い
た
ラ
ベ
ル
を
付
け
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
た
と
い
う
が]

そ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
日
本
人
の
子
ど
も
と
い
う
の
は
皆

同
じ
よ
う
に
見
え
る｣

(

�)

な
ど
、
差
別
的
な
表
現
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
。

５

「
学
制
」
発
令
の
一
年
後
か
ら
、『
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
』
が
「
日
本
の
教
育
」
と
題
す
る
論
評
を
九
回
連

載
し
て
い
る
。
無
署
名
で
あ
る
が
、「
学
制
」
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
日
本
文
化
に
関
し
て
か
な
り
精
通
し
て
い
る
筆
者

で
あ
る
。
同
紙
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
日
本
に
好
意
的
な
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、「
日
本
の
教
育
制
度
の
欠
陥
」

を
指
摘
し
、
そ
の
治
療
法
を
示
す
こ
と
に
努
力
す
る
と
い
う
だ
け
あ
っ
て
、

(

�)

内
容
に
は
非
常
に
厳
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

以
下
、「
学
制
」
と
の
関
連
を
見
な
が
ら
論
評
内
容
を
検
討
し
て
い
く
。

初
回
で
は
、
日
本
人
が
も
し
そ
の
教
育
制
度
が
「
ま
が
い
物(

sh
am
)

」
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
「
教
育
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
進

歩
の
基
礎
で
あ
る
」
と
信
じ
て
い
る
な
ら
ば
、
学
校
を
占
領
し
て
い
る
現
在
の
不
適
切
な
人
間
を
適
切
な
人
間
に
代
え
る
べ
き
だ

と
主
張
し
て
い
る
。
適
切
な
人
間
と
は
、「
健
全
な
道
徳
的
人
格
」
を
第
一
条
件
と
す
る
外
国
人
教
師
で
あ
り
、
こ
の
国
の
将
来

は
外
国
人
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
実
行
さ
れ
る
ま
で
は
、「
海
外
の
慈
悲
深
い
無
知
な
人
間
か
ら
称

賛
さ
れ
て
い
る
」
教
育
制
度
も
、
事
実
を
知
る
人
か
ら
の
「
軽
蔑
」
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

日
本
人
教
師
は
、
口
を
極
め
て
非
難
さ
れ
て
い
る
。
酒
場
や
、
売
春
宿
、
博
打
場
な
ど
か
ら
直
接
や
っ
て
き
て
、
そ
う
い
っ
た

場
所
の
品
位(

g
race

s)

、
言
葉
、
マ
ナ
ー
を
教
室
に
持
ち
込
ん
で
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る

の
か
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
そ
の
質
の
悪
さ
の
事
例
と
し
て
、
室
内
で
の
喫
煙
、
タ
バ
コ
の
ポ
イ
捨
て
、
生
徒
へ
の
の
の
し
り
、

「
馬
鹿(

fo
o

l)｣

「
ア
ホ(

id
io

t)｣

「
間
抜
け(

stu
p

id)

」
と
い
っ
た
呼
称
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
は
い
く
ら
か
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改
善
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
現
在
で
も
な
お
、
し
か
る
べ
き
状
態
に
は
な
っ
て
い
な
い
し
、
文
部
省
に
は
そ
れ
を
改
善
す
る
義
務
が

あ
る
の
で
あ
る
。

(

�)

ま
た
日
本
人
の
役
人
に
は
、
管
理
職
や
校
長
と
し
て
の
適
性
な
ど
と
て
も
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
。「
無
知
の
専
制
主
義
」
は

苛
立
た
し
い
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
人
と
そ
の
子
ど
も
た
ち
に
は
時
間
と
金
と
努
力
の
浪
費
で
あ
る
。
そ
れ
を
治
療
す
る
方
法
は

単
純
で
、
東
京
の
主
た
る
大
学
や
語
学
校
を
有
能
で
忠
実
な
外
国
人
の
管
理
の
も
と
に
置
く
こ
と
で
あ
る
。

(

�)

「
学
制
」
第
四
〇
章
に
よ
れ
ば
、
小
学
教
員
に
は
年
齢
二
〇
歳
以
上
で
「
師
範
学
校
卒
業
免
状
」
あ
る
い
は
「
中
学
免
状
」
を

有
す
る
者
で
な
い
と
な
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
と
て
も
無
理
な
条
件
で
あ
っ
た
の
で
、
第
四
二
章
の
但
書
き
で
は
、
そ
れ

は
「
目
的
」[

目
標
〕
で
あ
り
「
数
年
ノ
後
ヲ
待
テ
之
ヲ
行
フ
ヘ
シ
」
と
な
っ
て
い
た
。
当
初
の
小
学
教
員
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
人

間
が
採
用
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
す
べ
て
外
国
人
に
替
え
る
こ
と
な
ど
余
り
に
も
現
実
離
れ
し
た
主
張
な
の
で
、
こ
れ
は
中

学
の
み
を
考
え
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。「
学
制
」
に
は
「
外
国
人
ヲ
以
テ
教
師
ト
ス
ル
学
校
…
…
之
ヲ
中
学
ト
称
ス
」(

第
三

一
章)

と
い
う
規
定
が
あ
り
、
発
令
直
後
の
八
月
一
七
日
、「
外
国
教
師
ニ
テ
教
授
ス
ル
中
学
教
則
」
が
制
定
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
「
学
制
」
に
は
、「
外
国
教
師
ア
ル
校
」(
第
一
四
章)

｢

外
国
人
ヲ
以
テ
教
師
ト
ス
ル
学
校
」(

第
三
一
章)

｢

外
国
教
師
」

(

第
三
五
章)

｢

外
国
教
師
ノ
俸
給
並
ニ
外
国
人
ニ
係
ル
費
用[

は]

官
ヨ
リ
之
ヲ
助
ク
」(

第
九
二
章)

｢

外
国
教
師
ア
ル
中
学
校
」

(

第
九
六
章)
｢

外
国
教
師
ア
ル
学
校
」(

第
一
〇
二
章)
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
が
、
外
国
人
の
校
長
や
管
理
職
は
想
定
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。

連
載
論
評
は
、
平
均
的
日
本
人
学
生
に
は
肯
定
的
評
価
を
下
し
て
い
る
が
、
日
本
人
行
政
官
に
対
し
て
は
か
な
り
の
悪
印
象
を

抱
い
て
い
る
。
外
国
人
教
師
は
意
気
消
沈
し
疲
れ
て
も
、
そ
の
生
徒
た
ち
の
な
か
に
彼
ら
の
「
喜
び
、
日
々
の
励
ま
し
、
非
常
に

報
わ
れ
た
気
持
ち
」
を
見
つ
け
て
お
り
、
日
本
の
極
め
て
謙
虚
な
子
ど
も
た
ち
を
知
識
に
到
達
さ
せ
る
ま
で
苦
労
の
多
い
道
を
越
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え
て
導
い
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
非
常
に
興
味
深
い
人
び
と
の
文
明
化
の
手
助
け
を
し
た
こ
と
を
、
一
つ
の
名
誉
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
た
と
え
そ
の
上
司
た
ち
が
、
し
ぶ
し
ぶ
で
し
か
感
謝
の
念
を
表
わ
さ
な
い
と
し
て
も
で
あ
る
。

(

�)

ま
た
論
評
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
新
し
い
教
育
は
旧
教
育
と
は
根
本
的
に
違
っ
た
も
の
と
な
る
は
ず
な
の
で
、
新
し
い
タ
イ
プ
の

教
師
が
必
要
と
な
る
。
未
来
の
日
本
の
学
校
は
、
西
洋
の
原
理
で
組
織
さ
れ
西
洋
の
モ
デ
ル
に
従
い
、
外
国
の
学
問
や
教
授
法
を

導
入
す
る
で
あ
ろ
う
。
旧
教
師
は
、
生
徒
が
自
分
で
考
え
る
こ
と
を
妨
害
し
て
き
た
。
自
立
し
た
思
考
や
研
究
に
対
し
て
は
「
犯

罪
的(

crim
in

al)
」
と
の
烙
印
を
押
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
は
暗
記
と
模
倣
と
が
若
者
の
教
育
を
構
成
し
、
旧
教
師
は
注
入
し
質

問
を
禁
じ
て
き
た
が
、
新
し
い
教
師
は
「
引
き
出
し(

d
raw

o
u

t)｣

、
質
問
を
奨
励
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
師
か
ら
知
識
や

技
術
を
抜
き
出
し
て
空
っ
ぽ
に
し
て
し
ま
う
こ
と(

d
rain

h
is

in
stru

cto
r

o
u

t)

が
、
す
べ
て
の
生
徒
の
権
利
で
あ
る
。
西
洋
諸

国
と
同
様
に
日
本
を
飾
り
立
て
る
人
び
と
の
人
格
と
知
性
を
成
長
さ
せ
る
の
に
必
要
な
土
壌
と
雰
囲
気
を
準
備
す
る
こ
と
が
、
文

部
省
の
「
名
誉
と
困
難
」
の
仕
事
で
あ
る
。

(
�)

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
新
し
い
教
師
を
養
成
す
る
た
め
に
、「
学
制
」
に
先
立
つ
一
八
七
二

(

明
治
五)

年
五
月
、

東
京
師
範
学
校
が
設
立
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
人
教
師
ス
コ
ッ
ト(

S
co

tt,
M

ario
n

M
cC

arre
ll)

が
ア
メ
リ
カ
式
の
教
員
養
成
を
実
施

し
て
い
た
。
既
述
の
よ
う
に
「
学
制
」
は
、
小
学
校
教
員
に
も
原
則
と
し
て
「
師
範
学
校
卒
業
免
状
」
を
要
求
し
て
い
た
。

連
載
論
説
が
、「
新
教
育
制
度
」
の
発
足
以
後
は
大
き
な
注
意
が
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
高
く
評
価
し
た
の
は
、「
身
体
の

教
育
」
で
あ
っ
た
。
生
徒
の
食
事
は
大
い
に
改
善
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
衣
服
が
奨
励
さ
れ
、
多
く
の
学
校
で
は
政
府
が
そ
れ

を
供
給
し
て
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ま
だ
ま
だ
間
違
っ
た
考
え
も
残
っ
て
い
て
、
完
全
に
成
功
し
た
と
は
言
い
難
い
と
も

い
う
。「
衛
生
法
」｢

公
衆
衛
生
」｢

身
体
発
達
」
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
調
査
さ
れ
、
そ
し
て
「
副
次
的
に
必
要
な

も
の
」
と
し
て
で
は
な
く
「
教
育
の
基
本
的
な
一
部
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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過
去
数
年
の
間
に
「
身
体
の
教
育
」
と
い
う
点
で
は
大
き
な
進
歩
が
見
ら
れ
た
の
で
、
日
本
の
そ
の
制
度
が
西
洋
の
あ
ら
ゆ
る

国
の
そ
れ
と
同
等
の
も
の
に
な
る
と
い
う
最
終
目
標
が
達
成
さ
れ
る
ま
で
、
そ
の
進
歩
が
止
ま
っ
た
り
ス
ピ
ー
ド
が
落
ち
た
り
す

る
こ
と
は
、
想
像
す
る
こ
と
す
ら
耐
え
ら
れ
な
い
、
と
ま
で
論
説
は
期
待
を
か
け
て
い
る
。

(

�)
「
学
制
」
の
条
文
に
お
け
る
「
身
体
教
育
」
関
連
の
規
定
と
し
て
は
、「
下
等
小
学
教
科
」
の
中
の
「
養
生
法
講
義
」｢

体
術｣

、

そ
し
て
「
上
等
小
学
教
科
」
の
「
生
理
学
大
意
」[

追
加
〕(

第
二
七
章)

、
ま
た
「
下
等
中
学
教
科
」
の
中
の
「
生
理
学
」[

測
量

学
か
ら
変
更]

、
「
上
等
中
学
教
科
」
の
中
の
「
生
理
学
大
意
」[

追
加
〕
が
あ
り

(

第
二
九
章)

、
ま
た
諸
学
校
で
の
必
要
経
費

の
中
の
「
体
術
器
械
ノ
入
用
」(

第
九
三
章)

、「
府
県
委
托
金
」
使
途
制
限
の
例
外
の
中
の
「
器
械
書
籍
体
術
等
ヲ
備
フ
ル
為
メ

一
時
融
通
ス
ル
コ
ト
」(

第
一
〇
〇
章)

が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
明
治
五
年
九
月
八
日
の
文
部
省

(

番
外)

｢

中
学
教
則
略
並
小
学
教
則
」
に
よ
る
と
、「
下
等
小
学
」
に
は
「
体
術
」

は
な
く
、
第
五
級
第
四
級
第
三
級
に
「
養
生
口
授
」(

一
週
二
時)

(

�)

が
規
定
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。「
上
等
小
学
」
の
第
一
級

に
は
「
生
理
」(

一
週
一
時)

が
あ
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
教
則
の
但
書
き
の
よ
う
な
形
で
「
毎
級
体
操
ヲ
置
ク
体
操
ハ

一
日
一
二
時
間
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス
」
と
規
定
さ
れ
、
使
用
教
科
書
ま
で
例
示
さ
れ
て
い
た
。「
下
等
中
学
」
の
第
六
級
〜
第
四

級
に
は
「
生
理
学
」
が
あ
っ
た
。

「
学
制
」
の
条
文
で
は
「
下
等
小
学
」
の
教
科
に
あ
っ
た
「
体
術
」
が
、「
教
則
」
か
ら
は
消
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
ど

う
考
え
れ
ば
良
い
の
か
。
体
育
史
研
究
の
今
村
嘉
雄
に
よ
れ
ば
、「
一
見
体
術
は
単
な
る
制
度
上
の
科
目
と
し
て
存
在
し
た
に
過

ぎ
な
い
か
に
思
わ
れ
る
」
け
れ
ど
も
、
唱
歌
の
よ
う
に
「
当
分
之
ヲ
欠
ク
」(｢

学
制
」
第
二
七
章)

と
明
記
さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、

ま
た
「
学
制
」
の
数
回
に
わ
た
る
訂
正
・
修
正
に
お
い
て
も
削
除
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
、「
そ
の
具
体
的
内
容
を
指
示
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
毎
週
三
十
時
の
授
業
の
ほ
か
で
、
適
宜
実
施
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
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と
い
う
。

(

�)

そ
し
て
そ
の
具
体
的
内
容
が
よ
う
や
く
示
さ
れ
た
の
は
、
明
治
六
年
五
月
一
九
日
「
小
学
教
則
」
改
正
に
よ
っ
て
「
毎

級
体
操
ヲ
置
ク
…
…
」
の
一
項
が
加
え
ら
れ
て
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

し
か
し
こ
の
項
目
は
既
述
の
よ
う
に
、
す
で
に
明

治
五
年
九
月
八
日
の
「
小
学
教
則
」
の
「
上
等
小
学
」
で
規
定
さ
れ
て
い
た
。
な
お
改
正
教
則
に
お
い
て
も
体
操
は
「
上
等
小
学
」

の
み
に
し
か
記
述
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
下
等
小
学
」
と
規
定
す
る
「
学
制
」
と
の
不
整
合
さ
が
現
れ
て
い
た
。

と
は
言
う
も
の
の
、「
小
学
教
則
」
で
例
示
さ
れ
た
教
科
書
『�

中
体
操
法
図
』
は
、
ド
イ
ツ
の
運
動
医
学
者
シ
ュ
レ
ー
バ
ー

(
S

ch
le

b
e

r,
D

.
G

.
M

.)
の
『
医
学
的
室
内
体
操
』(

�
�������	

�
Z

im
m

ergym
n

a
stik

,
1

8
5

5)

の
付
録
を
南
校
が
翻
訳
し
た
も
の
、

『
東
京
師
範
学
校
板
体
操
図
』
は
、
メ
イ
ソ
ン(
M

aso
n
,

S
am

u
e

l
W

.)

の

M
a

n
u

a
l

of
G

ym
n

a
stic

E
xercises

(
1

8
7

1)

の
翻
訳

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
明
治
七
年
七
月
に
文
部
省
が
教
科
書
と
し
て
刊
行
し
た
『
体
操
書
』
五
巻
付
録
一
巻
の
原
著
は
、
フ
ラ
ン
ス

の
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ(

V
e

rg
n

e
s,

C
.)

の
M

a
n

u
el

d
e

G
ym

n
a

stiqu
e
(

1
8

7
2)

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
う
し
て

「
学
制
」
以
後
、
西
洋
の
体
育
が
学
校
教
育
に
お
い
て
広
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ

ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
』
の
論
評
の
期
待
の
背
景
に
は
あ
っ
た
。

「
学
制
」
後
、
つ
ま
り
「
最
近
の
啓
蒙
の
時
代
」
に
、
女
子
の
た
め
の
公
私
立
学
校
が
開
校
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
論

評
に
よ
れ
ば
、
全
国
を
通
じ
て
男
子
と
同
じ
よ
う
に
女
子
を
教
育
す
る
と
い
う
「
基
本
計
画
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
若

い
女
性
の
た
め
の
高
水
準
の
学
校
の
設
立
は
、
日
本
女
性
の
地
位
を
向
上
さ
せ
、
ま
た
女
性
の
諸
能
力
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る

「
心
か
ら
の
願
望
が
勝
利
し
た
こ
と
を
示
す
証
拠
」(

triu
m

p
h

an
t

e
v

id
e

n
ce

s
o

f
a

re
al

d
e

sire)

な
の
で
あ
る
。

し
か
し
論
評
者
は
、
現
状
で
は
ま
だ
ま
だ
と
し
て
、
決
し
て
満
足
は
し
て
い
な
い
。
男
女
平
等
と
い
っ
た
西
洋
の
考
え
が
広
ま

る
こ
と
を
最
大
の
恐
怖
と
感
じ
、
そ
う
し
た
思
想
は
「
家
庭
の
平
和
を
壊
し
、
社
会
や
国
家
を
荒
廃
さ
せ
る
」
と
思
っ
て
い
る

「
極
端
な
保
守
主
義
者
」
が
ま
だ
い
る
か
ら
で
あ
る
。
男
子
の
た
め
の
教
育
機
関
に
比
べ
女
子
教
育
機
関
は
ま
だ
ま
だ
少
な
す
ぎ
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る
。
論
評
者
に
よ
れ
ば
、
政
府
立
の
女
子
教
育
機
関
が
一
校
か
二
校
、
総
計
し
て
も
六
校
ほ
ど
し
か
な
い
こ
と
に
気
づ
く
と
き
、

驚
く
以
上
に
「
そ
れ
で
い
い
の
か
」
と
悲
し
い
し
、
外
国
人
と
し
て
は
、
男
子
教
育
に
注
が
れ
る
努
力
と
女
子
教
育
に
注
が
れ
る

努
力
と
の
間
の
「
あ
ま
り
の
不
均
衡
さ
」
を
理
解
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
い
う
。

(

�)
男
女
の
区
別
な
く
教
育
し
よ
う
と
す
る
「
学
制
」
の
姿
勢
は
、
前
文
の
「
一
般
ノ
人
民
」
の
事
例
を
示
す
割
注
や
第
一
二
章
の

「
一
般
人
民
」
の
割
注
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
婦
女
子
」｢

婦
女
」
を
わ
ざ
わ
ざ
入
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て

「
幼
稚
小
学
」
は
「
男
女
ノ
子
弟
六
歳
迄
ノ
モ
ノ
」
を
入
れ(

第
二
二
章)

、「
尋
常
小
学
」
は
「
男
女
共
必
ス
卒
業
ス
ヘ
キ
モ
ノ
」

(

第
二
七
章)

と
定
め
ら
れ
、
中
学
も
大
学
も
特
に
別
学
の
規
定
は
な
か
っ
た
の
で
、
共
学
が
原
則
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
海
外
派

遣
留
学
生
に
関
し
て
も
性
別
規
定
は
な
い
。
ま
た
男
子
は
一
八
歳
以
上
、
女
子
は
一
五
歳
以
上
の
も
の
に
「
生
業
ノ
間
学
業
ヲ
授

ケ
」
る
と
い
う
「
諸
民
学
校
」(
第
三
三
章)

つ
ま
り
補
習
学
校
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
に
性
別
に
よ
る
差
が
付
け
ら
れ
て
い

る
学
校
は
な
い
。

け
れ
ど
も
少
し
詳
し
く
検
討
す
る
と
、
小
学
の
種
類
の
一
つ
に
「
女
児
小
学
」
が
あ
っ
た

(

第
二
一
章)

。
そ
れ
は
「
尋
常
小

学
教
科
ノ
外
ニ
女
子
ノ
手
芸
ヲ
教
フ
」
と
こ
ろ
な
の
で

(

第
二
六
章)

、「
尋
常
小
学
」
よ
り
多
く
の
内
容
を
学
ぶ
小
学
で
あ
り
、

事
実
、
男
女
同
一
教
科
の
他
に
女
子
に
対
し
て
の
み
裁
縫
や
手
芸
を
加
え
た
府
県
教
則
も
存
在
し
た
が
、
こ
の
論
評
が
執
筆
さ
れ

た
当
時
、
つ
ま
り
明
治
五
〜
六
年
に
設
立
さ
れ
た
女
児
小
学
に
は
、
旧
藩
の
系
譜
を
踏
ん
だ
「
士
族
層
の
男
女
別
学
の
女
子
教
育

観
」
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
特
徴
が
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
「
行
儀
作
法
や
容
儀
、
お
よ
び
裁
縫
等
が
課
さ
れ

て
い
た
」
と
い
う
。

(

�)

と
こ
ろ
で
教
員
に
関
し
て
み
る
と
、「
小
学
教
員
ハ
男
女
ヲ
論
セ
ス
年
齢
二
十
歳
以
上
」(

第
四
〇
章)

と
か
、「
小
学
教
員
ハ

男
女
ノ
差
別
ナ
シ
其
才
ニ
ヨ
リ
之
ヲ
用
フ
ヘ
シ
」(

第
四
六
章)

と
規
定
さ
れ
、
教
員
の
男
女
平
等
が
二
度
に
わ
た
っ
て
強
調
さ
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れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
強
調
は
中
学
や
大
学
、
そ
の
他
の
学
校
の
教
員
に
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
男
女
の
平
等

な
雇
用
は
小
学
教
員
以
外
で
は
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
こ
と
と
の
関
連
か
ら
、
中
学
・
大
学
は
男
子
専
用
の
教
育
機
関

と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

実
際
、「
学
制
」
の
条
文
上
は
「
女
児
小
学
」
以
外
は
男
女
共
学
の
は
ず
で
あ
っ
た
が
現
実
に
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、

ま
た
論
評
者
が
悲
し
ん
で
い
る
よ
う
に
、
特
に
男
子
の
た
め
の
国
公
立
の
中
等
教
育
機
関
に
比
べ
て
、
女
子
の
た
め
の
そ
れ
は
極

め
て
少
な
か
っ
た
。『
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
』
掲
載
の
統
計
資
料
に
よ
れ
ば
、
全
国
の
文
部
省
管
轄
学
校
七
校

の
生
徒
数
一
三
三
七
名
の
内
訳
は
、
男
子
一
三
〇
一
名
に
対
し
、
女
子
は
わ
ず
か
三
六
名
で
し
か
な
か
っ
た
。

(

�)

こ
の
点
、
論
評
者
が
悲
し
む
の
に
は
根
拠
が
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
世
紀
初
頭
か
ら
女
子
セ
ミ
ナ
リ
ー
が
次
々
と
設
立

さ
れ
て
い
た
。
エ
マ
・
ウ
ィ
ラ
ー
ド(

W
illard

,
E

m
m

a)
(

�)

は
、
一
八
一
九
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
議
会
議
員
を
主
た
る
対
象
に
女

子
セ
ミ
ナ
リ
ー
へ
の
公
的
援
助
を
求
め
る
演
説
を
行
な
い
、
女
子
セ
ミ
ナ
リ
ー
の
「
利
益
」
と
し
て
、
天
性
に
よ
っ
て
男
性
よ
り

も
子
ど
も
の
教
育
・
養
育
に
適
し
た
女
性
教
師
の
養
成
を
あ
げ
て
い
た

(｢

よ
り
安
価
に
」
と
い
う
条
件
も
付
け
ら
れ
て
い
た

が)

。

(

�)

そ
し
て
実
際
に
彼
女
は
、
一
八
二
一
年
に
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
ト
ロ
イ
に
「
ト
ロ
イ
女
子
セ
ミ
ナ
リ
ー
」
を
設
立
し
た
。

女
子
中
等
教
育
の
発
展
の
結
果
、
一
八
七
〇

(

明
治
三)
年
に
は
全
カ
レ
ッ
ジ
在
学
生
の
二
一
％
は
女
子
で
あ
る
と
い
う
現
実
が

生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

(

�)

論
評
に
戻
る
と
、
文
法
中
心
の
英
語
学
習
に
は
欠
陥
が
多
く
時
間
の
無
駄
で
あ
る
と
厳
し
い
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
外
国
語

学
習
に
限
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
連
載
で
提
案
さ
れ
た
改
革
案
が
、
も
し
経
費
の
関
係
で
実
行
で
き
な
い
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、

「
我
々
が
い
ま
推
薦
し
て
い
る
も
の
の
方
が
、
現
在
の
不
合
理
で
無
駄
の
多
い
制
度
の
下
で
得
ら
れ
る
利
益
よ
り
も
、
お
金
と
時

間
を
節
約
す
る
う
え
で
何
倍
に
も
利
益
が
大
き
い
こ
と
を
肝
に
銘
ず
べ
き
あ
る
」
と
い
う
。

(

�)
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さ
て
九
回
シ
リ
ー
ズ
最
後
の
論
評
は
、
日
本
の
古
い
教
育
で
は
道
徳
が
非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
た
の
に
、
新
公
教
育
制
度
で
は

道
徳
教
育
の
規
定
が
ほ
と
ん
ど
な
い
か
全
く
な
い
の
は
「
驚
く
べ
き
こ
と
」
で
あ
る
と
の
指
摘
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ

ス
の
旅
行
作
家
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド

(

既
出)

も
ま
た
、「
倫
理
の
教
育
が
全
般
に
欠
け
て
い
る
こ
と
」
と
「
西
洋
的
手
法
、
文

化
、
考
え
方
を
準
備
の
で
き
て
い
な
い
人
々
に
無
理
強
い
し
よ
う
と
い
き
な
り
試
み
て
い
る
こ
と
」
の
二
つ
を
、
初
等
教
育
制
度

の
「
根
本
的
な
短
所
」
を
見
な
し
て
い
た
。

(

�)

最
終
回
の
論
評
は
次
の
よ
う
に
続
く
。
あ
る
「
著
名
な
」
教
育
家
が
ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド(

W
ay

lan
d
,

F
ran

cis)

の
道
徳
科
学

(
m

o
ral

scie
n

ce)

の
翻
訳
を
出
版
し
た
と
こ
ろ
、
早
い
ス
ピ
ー
ド
で
よ
く
売
れ
た
が
、
実
は
こ
の
翻
訳
か
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
神

学
的
な
部
分
は
省
略
さ
れ
て
い
た
。
政
府
高
官
は
こ
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
出
版
を
許
可
し
た
が
、
事
実
を
知
る
に
及
ん
で
、
突
然

の
太
政
官(

D
ai

Jo
K

u
an)

布
告
に
よ
っ
て
道
徳
の
学
習
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
か
ら
排
除
さ
れ
、
ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド
な
ど
の
教
科
書
も

追
放
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
数
週
間
後
に
文
部
省
は
、
政
府
立
学
校
の
生
徒
が
キ
リ
ス
ト
教
会
へ
通
う
こ
と
を
禁
止
し
た
。
両
者

の
間
に
何
か
関
連
が
あ
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
日
本
の
関
係
当
局
は
、
道
徳
科
学
に
関
す
る
外
国
の
教
科
書
を
学
校
か

ら
排
除
す
る
こ
と
を
完
全
に
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
論
評
は
単
に
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
圧
力
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
最
終
的
に
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、「
あ
ら
ゆ

る
宗
教
に
関
す
る
寛
容
」
で
あ
っ
た
。
宗
教
こ
そ
が
「
美
徳
へ
と
奮
起
さ
せ
る
主
た
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
つ
つ
も
、
政

府
は
特
定
宗
教
の
保
護
や
宣
伝
を
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
政
府
立
の
学
校
は
「
世
俗
教
育
」
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
〈
宗
教
的

自
由
〉
の
尊
重
で
あ
っ
た
。
宗
教
は
創
造
主
と
個
々
人
の
魂
の
間
の
問
題
で
あ
る
が
、
倫
理
は
神
だ
け
で
は
な
く
、
政
府
、
社
会
、

他
の
個
々
人
と
も
関
係
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
国
家
は
学
校
で
次
世
代
を
善
良
な
市
民
へ
と
育
て
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

し
か
し
そ
の
た
め
に
は
「
時
間
と
経
験
と
実
証
さ
れ
た
結
果
と
が
何
が
最
善
で
あ
る
か
を
示
し
た
シ
ス
テ
ム
を
活
用
」
し
つ
つ
、
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学
問
と
倫
理
学
に
お
い
て
行
な
う
必
要
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
本
に
お
い
て
「
道
徳
訓
練
に
対
す
る
現
在
の
無
視
が
続
く

な
ら
ば
、
そ
の
結
末
は
極
め
て
悲
惨
な
も
の
に
な
る
」
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

(

�)

以
上
の
よ
う
な
最
終
回
の
論
評
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
検
討
し
確
認
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。

ま
ず
、
新
教
育
制
度
に
は
「
道
徳
教
育
」
に
関
す
る
規
定
が
ほ
と
ん
ど
無
い
か
全
く
存
在
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
学
制
」
前
文
の
中
に
は
「
智
ヲ
開
キ
」
な
ど
と
共
に
「
身
ヲ
修
メ
」
と
い
う
語
句
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
結
局
の

と
こ
ろ
「
学
問
ハ
身
ヲ
立
ル
ノ
財
本
」
に
収
斂
す
る
の
で
あ
り
、
前
文
全
体
が
道
徳
・
倫
理
を
重
視
す
る
と
い
う
雰
囲
気
に
欠
け

て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
下
等
・
上
等
小
学
の
教
科
に
は
「
修
身
解
意
」
が
、
下
等
・
上
等
中
学
の
教
科
に

は
「
修
身
学
」
が
あ
っ
た

(
第
二
七
章
、
第
二
九
章)

。
ま
た
明
治
五
年
九
月
八
日
の
文
部
省
番
外
「
小
学
教
則
」
で
は
、

「
修
身

ギ
ョ
ウ
ギ
ノ

口
授
サ
ト
シ

」
が
下
等
小
学
の
第
八
級
〜
第
六
級
で
一
週
二
時
、
第
五
級
で
一
週
一
時
規
定
さ
れ
て
い
た

(

上
等
小
学
に
は
無

し)

。
し
か
し
、
明
治
六
年
五
月
一
九
日
文
部
省
第
七
六
号
「
小
学
教
則
」
で
は
、
第
八
級
〜
第
七
級
で
一
週
一
時
、
第
六
級
で

一
週
二
時
、
第
五
級
で
一
週
一
時
と
時
数
削
減
さ
れ
て
し
ま
っ
た

(

代
わ
り
に
第
八
級
と
第
七
級
で
「
国
体
学
口
授
」
一
週
一
時

が
追
加
さ
れ
る)

。

他
方
、
明
治
五
年
九
月
八
日
の
文
部
省
番
外
「
中
学
教
則
略
」
で
は
「
修
身
学
」
が
、
下
等
中
学
の
第
二
級
〜
第
一
級
で
、
上

等
中
学
第
六
級
〜
第
一
級
の
全
級
で
規
定
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
「
外
国
教
師
ニ
テ
教
授
ス
ル
中
学
教
則
」(

明
治
五
年
八
月
一

七
日
、
同
年
一
〇
月
一
二
日
改
定
、
文
部
省
番
外)

に
お
い
て
も
、
下
等
中
学
の
第
四
級
〜
第
一
級
で
週
二
時
間
、
上
等
中
学
の

全
級
で
や
は
り
週
二
時
間
の
「
修
身
学
」
が
設
け
ら
れ
、「
ウ
エ
ー
ラ
ン
ド
氏
修
身
学

モ
ラ
ー
ル
サ
イ
ン
ス

教
授
本
」
な
ど
の
教
科
書
が
指
定
し
て

あ
っ
た
。

と
い
う
訳
で
、「
道
徳
教
育
」
の
規
定
自
体
は
、
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
現
実
に
各
府
県
が
小
学
教
則
を
制
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定
す
る
に
際
し
て
そ
の
多
く
が
「
範
」
と
し
た
と
さ
れ
る

(

�)

東
京
師
範
学
校
制
定
の
「
小
学
教
則
」(

明
治
六
年
五
月)

に
は
、
独

立
し
た
「
修
身
」
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
文
部
省
「
小
学
教
則
」
が
「
修
身
」
教
科
書
の
事
例
と
し
て
指
定
し
た
五
種

類
(

�)
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
カ
レ
ッ
ジ
程
度
の
翻
訳
物
や
未
刊
行
の
書
も
含
ま
れ
て
い
て
、
小
学
校
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ

っ
た
。

中
学
に
関
し
て
は
「
修
身
学
」
が
他
の
教
科
並
み
に
教
え
ら
れ
る
規
定
と
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
中
学
と
い
う
も
の
自
体
が

未
だ
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
規
定
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
と
な
っ
て
い
た
。
小
学
校
の
普
及
を
緊
急
の

課
題
と
し
て
い
た
「
学
制
」
は
、「
将
来
大
中
学
ヲ
設
ケ
」
云
々

(

第
一
〇
三
章)

と
、
大
学
や
中
学
の
設
置
は
将
来
の
こ
と
と

し
か
考
え
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
明
治
五
年
一
〇
月
一
七
日
の
文
部
省
達
第
三
五
号
は
、
中
学
設
立
も
今
日
の
「
急
務
」
で
は
あ
る

が
、
国
内
に
教
師
も
無
く
中
学
教
科
の
実
施
も
困
難
で
あ
る
た
め
、
先
ず
は
大
学
区
本
部
に
「
外
国
教
師
ニ
テ
教
授
ス
ル
中
学
」

を
各
一
箇
所
設
置
す
る
と
、「
学
制
」
の
全
国
二
五
六
校
の
中
学
体
制
か
ら
の
方
針
転
換
を
示
し
た

(

東
京
、
大
阪
、
長
崎
に
は

既
に
存
在)

。

(

�)

従
っ
て
、
こ
の
論
評
が
書
か
れ
た
当
時
に
「
学
制
」
の
規
定
上
存
在
し
た
中
学
と
い
う
の
は
、
数
校
の
「
外
国
教
師
ニ
テ
教
授

ス
ル
中
学
」
だ
け
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
明
治
六
年
一
月
八
日
、「
此
中
学
ノ
教
則
ニ
於
テ
ハ
修
身
学
ノ
一
科
ハ
教
授
ス
ヘ
カ
ラ

ス
」(

文
部
省
第
二
号)

と
教
則
の
「
訂
正
」
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
中
学
で
の
「
修
身
学
」
は
事
実
上
消
え
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

中
学
に
代
わ
っ
て
明
治
六
年
四
月
二
八
日
に
新
登
場
す
る
の
が
「
専
門
学
校
」
と
「
外
国
語
学
校
」
で
あ
る
が

(

文
部
省
第
五

七
号
「
学
制
二
編
追
加｣)

、
前
者
の
学
科
に
関
し
て
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
神
教
脩
身
等
ノ
学
科
ハ
今
之
ヲ
取
ラ
ス
」(

第
一
八
九
章)

と
補
足
説
明
が
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
外
国
語
学
校
の
目
的
は
専
門
学
校
へ
の
入
学
準
備
と
通
弁
の
養
成
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
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う
、
明
治
六
年
五
月
三
日
「
外
国
語
学
校
教
則
」(

文
部
省
第
六
一
号)

に
も
「
修
身
学
」
な
ど
は
な
か
っ
た
。
論
評
が
特
に
、

「
外
国
の
学
問
や
言
語
が
学
ば
れ
て
い
る
諸
学
校
」
で
は
「
道
徳
の
学
問
に
は
何
の
配
慮
も
払
わ
れ
て
い
な
い
」
と
も
述
べ
て
い

た
の
は
、
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
新
教
育
制
度
に
は
「
道
徳
教
育
」
の
規
定
が
な
い
わ
け
で
は
な
か

っ
た
が
、
初
等
・
中
等
教
育
の
実
態
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
論
評
の
筆
者
の
見
解
で
は
、
公
立
の
学
校
は
宗
教
教
育
に
は
関
与
す
べ
き
で
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
道

徳
の
授
業
は
公
立
の
学
校
の
重
要
な
一
部
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
筆
者
は
言
う
。
一
国
の
若
者
た
ち
の
感
受
性
豊
か
な
良
心
、

そ
し
て
正
邪
に
関
す
る
知
識
の
計
り
知
れ
な
い
重
要
性
は
、
い
く
ら
強
調
し
て
も
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
現
在

の
「
移
行
期
」
の
日
本
に
は
と
り
わ
け
緊
急
に
健
全
な
道
徳
の
授
業
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
外
国
人
た
ち
が
美
徳

(
v

irtu
e

s)

よ
り
も
、
よ
り
あ
か
ら
さ
ま
に
、
む
し
ろ
こ
れ
見
よ
が
し
に
演
じ
る
不
道
徳(

v
ice

s)

を
、
現
在
の
日
本
人
た
ち
は

模
倣
し
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
悪
い
面
の
い
く
つ
か
は
、
単
に
物
珍
し
い
と
い
う
だ
け
で
日
本
人
に
は
魅
力
的
な
の
で
あ
る
。

教
育
は
犯
罪
を
減
少
さ
せ
る
傾
向
を
持
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
極
め
て
大
胆
な
犯
罪
者
は
教
育
を
受
け
た
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
知
識
の
川
は
い
つ
も
、
善
と
悪
、
破
滅
と
祝
福
の
二
つ
の
流
れ
の
中
へ
と
注
ぎ
込
ん
で
い
く
。

日
本
の
維
新
期
の
状
況
を
よ
く
知
る
論
評
者
は
以
上
の
よ
う
に
説
い
て
、
日
本
人
の
道
徳
的
品
性
に
破
滅
的
な
悪
影
響
が
生
じ

な
い
よ
う
に
、
何
か
矯
正
方
法
、
つ
ま
り
道
徳
の
教
育
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

次
の
検
討
事
項
は
、「
著
名
な
」
教
育
家
が
翻
訳
出
版
し
た
ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド
の
道
徳
学
は
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
記
述
を
訳
し
て

い
な
か
っ
た
が
、
原
著
の
こ
と
を
政
府
高
官
が
知
る
に
及
ん
で
、
翻
訳
書
は
「
太
政
官
布
告
」
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
て
し
ま
っ
た

と
の
指
摘
に
つ
い
て
で
あ
る
。

福
沢
諭
吉
が
小
幡
篤
次
郎
か
ら
紹
介
さ
れ
た
本
を
横
浜
の
洋
書
店
を
通
し
て
六
〇
部
ほ
ど
購
入
し
、「
修
身
論
」
と
訳
し
て
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「
直
に
塾
の
教
場
に
用
ひ
」
た
の
は
、

(

�)

ま
た
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
執
筆
に
際
し
て
多
く
の
西
洋
書
を
参
考
に
し
た
が
、
福
沢
自
ら

が
書
名
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド
の

T
h

e
E

lem
en

ts
of

M
ora

l
S

cien
ce

で
あ
っ
た
。

(

�)

し
か
し
「
著
名
な
」
教
育

家
で
あ
る
福
沢
自
身
は
、
同
書
の
翻
訳
書
は
出
し
て
い
な
い
。
同
書
を
中
等
学
校
用
に
書
き
換
え
た
簡
略
版
翻
訳
書
が
数
多
く
あ

る
な
か
で
、「
小
学
教
則
」
の
指
定
参
考
書
の
中
の
阿
部
泰
蔵
訳
『
修
身
論
』(

明
治
七
年)

が
特
に
有
名
で
あ
る
。
阿
部
は
福
沢

の
門
下
生
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
「
小
学
教
則
」
の
五
冊
を
そ
れ
ぞ
れ
原
書
と
比
較
検
討
し
た
松
野
修
に
よ
れ
ば
、
五
冊
と
も
「
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
記

述
を
全
面
的
に
削
除
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
た
」
の
で
あ
る
。

(

�)

従
っ
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
論
評
の
見
解
は
正
し
い
。
け
れ

ど
も
、
も
と
も
と
外
国
書
の
翻
訳
な
の
で
、
特
定
の
章
節
を
訳
さ
ず
省
略
す
る
こ
と
は
出
来
て
も
、
全
体
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
キ

リ
ス
ト
教
関
係
の
記
述
を
す
べ
て
削
除
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
阿
部
泰
蔵
訳
『
修
身
論
』
で
確
認
し
て
み
る
と
、
随
所
に
「
経
典
」
か
ら
の
事
例
が
出
て
く
る
。
例
え
ば
「
経
典

ニ
曰
ク
隣
人
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
己
ヲ
愛
ス
ル
カ
如
ク
セ
ヨ
ト
」
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
そ
し
て
誰
を
隣
人
と
言
う
か
、「
疎
遠
ノ
人
、

外
国
ノ
人
、
敵
国
タ
ル
者
ノ
別
ナ
ク
人
類
ハ
総
テ
皆
我
隣
人
ナ
リ
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

「
自
分
を
愛
す
る
よ
う
に
あ
な
た
の

隣
り
人
を
愛
せ
よ
」
と
は
、『
新
約
聖
書
』｢

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
第
二
二
章
三
九
節
の
有
名
な
言
葉
で
は
あ
る
が
、
こ
う
い

う
言
い
方
が
『
新
約
聖
書
』
に
し
か
出
て
こ
な
い
と
は
断
言
で
き
な
い
。
し
か
し
次
の
事
例
の
「
曰
ク
天
ノ
賜
フ
所
ニ
於
テ
汝
ノ

月
日
ノ
長
カ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
欲
セ
ハ
汝
ノ
父
母
ヲ
敬
ス
ヘ
シ
ト
聖
徒
ポ
ー
ル
ノ
言
ヘ
ル
如
ク
十
誡
中
ニ
於
テ
特
ニ
約
束
ヲ
添
フ
ル
ハ

独
リ
此
箇
条
ノ
ミ
」

(

�)

に
よ
っ
て
、「
経
典
」
が
聖
書
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

(

�)

ま
た
文
部
省
が
刊
行
し
た
『
修
身
論
』
で
は
あ
る
が
、
同
書
は
「
人
民
ノ
選
挙
」
に
基
く
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
「
共
和
政
府
」

や
三
権
分
立
の
解
説
書
で
も
あ
る
。
従
っ
て
当
時
の
日
本
政
府
に
と
っ
て
不
都
合
極
ま
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
理
解
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で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
道
徳
の
授
業
を
禁
止
し
ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド
等
の
教
科
書
を
追
放
し
た
と
論
評
が
指
摘
す
る
「
太
政
官
布
告
」

と
い
う
の
は
存
在
し
な
い
。

周
知
の
よ
う
に
文
部
省
が
教
科
書
統
制
に
積
極
的
に
乗
り
出
す
の
は
一
八
八
〇

(

明
治
一
三)

年
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
同

年
八
月
三
〇
日
、「
小
学
教
則
」
で
指
定
さ
れ
て
い
た
『
泰
西

勧
善
訓
蒙
』
の
後
編
・
続
編
を
「
不
穏
当
」
な
条
項
が
あ
る
甲
号

教
科
書
の
一
つ
と
し
て
、
ま
た
『
性
法
略
』
を
小
学
校
で
教
授
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
乙
号
教
科
書
の
一
つ
と
し
て
文
部

省
通
牒
で
指
定
し
、
同
年
九
月
一
一
日
に
は
阿
部
泰
蔵
訳
・
文
部
省
印
行
『
修
身
論
』
も
同
様
に
甲
号
指
定
し
た
。

(

�)

し
か
し
既
述
の
よ
う
に
、
論
評
当
時

(

一
八
七
四
年
三
月)

に
は
、
太
政
官
布
告
で
は
な
い
が
「
外
国
教
師
ニ
テ
教
授
ス
ル
中

学
」
で
の
「
修
身
学
」
を
禁
止
し
た
文
部
省
達
第
二
号

(

明
治
六
年
一
月
八
日)

が
既
に
出
さ
れ
て
い
た
。
中
学
と
し
て
は
実
際

に
は
、
こ
の
「
外
国
教
師
ニ
テ
教
授
ス
ル
中
学
」
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
教
則
で
は
ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド
の
『
修
身

学
』
な
ど
が
指
定
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
同
書
な
ど
が
追
放
さ
れ
た
と
論
評
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
の
理

由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(

�)

ま
た
論
評
が
指
摘
し
て
い
た
、
政
府
立
学
校
生
徒
が
キ
リ
ス
ト
教
会
へ
通
う
こ
と
を
禁
止
し
た
と
い
う
文
部
省
の
達
も
確
認
で

き
な
い
。
た
だ
キ
リ
ス
ト
教
規
制
に
関
し
て
は
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
が
、
文
部
省
の
命
令
に
よ
っ
て
外
国
人
教
員
は

す
べ
て
将
来
に
は
免
許
状
取
得
を
義
務
づ
け
ら
れ
、
い
か
な
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
教
員
も
雇
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う

と
予
測
し
、

(

�)
『

フ
ァ
ー
・
イ
ー
ス
ト
』
も
、
無
免
許
や
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
外
国
人
教
師
の
雇
用
を
禁
止
す
る
「
一
九
日

（
マ
マ
）

」
の
文
部

省
達
に
つ
い
て
報
じ
て
い
て
、

(

�)

彼
ら
の
間
で
非
常
に
関
心
の
高
い
事
柄
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
達
に
つ
い
て
は
半
分
は
事
実
で

あ
る
。「
外
国
教
師
雇
入
ニ
付
心
得
ノ
箇
條
」
に
「
西
教
傳
教
士
ヲ
学
校
教
師
ト
シ
テ
雇
入
ヘ
カ
ラ
ス
」
が
追
加
さ
れ

(

明
治
六

年
六
月
一
四
日
、
文
部
省
第
八
七
号)

、
さ
ら
に
公
私
の
諸
学
校
で
外
国
人
教
師
を
雇
用
す
る
場
合
に
は
「
専
修
ノ
学
科
教
授
免
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状
」
を
検
査
す
る
と
し
た
達
が
あ
る

(

同
日
、
第
八
八
号)

。
し
か
し
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
外
国
人
教
師
の
雇
用
禁
止
と
、
キ
リ
ス

ト
教
伝
道
師
の
雇
用
禁
止
と
で
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
違
い
が
あ
る
。

「
西
教
傳
教
士
」
の
雇
用
禁
止
策
が
、
西
洋
の
事
情
を
学
ん
だ
田
中
不
二
麿

(

明
治
六
年
三
月
、
岩
倉
使
節
団
か
ら
途
中
帰
国
。

三
月
二
七
日
、
文
部
省
三
等
出
仕)

に
よ
る
事
、
こ
の
禁
止
策
に
外
国
人
か
ら
「
疑
惑
」
が
生
じ
た
こ
と
な
ど
が
、
達
の
事
後
の

田
中
と
正
院
と
の
遣
り
取
り
と
と
も
に
倉
澤
剛
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、

(

�)

こ
の
「
兼
勤
禁
止
政
策
」
の
「
影
響
は
実
に
重
大
だ

っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
実
際
に
ど
れ
ほ
ど
の
「
西
教
傳
教
士
」
が
公
立
学
校
の
教
師
に
雇
用
さ
れ

て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

実
は
こ
の
達
第
八
七
号
「
外
国
教
師
雇
入
ニ
付
心
得
ノ
箇
條
」
は
、
同
年
九
月
一
八
日
に
改
訂

(

番
外)

さ
れ
、
そ
の
際
に
は

「
西
教
」
が
削
除
さ
れ
て
「
傳
教
士
ヲ
学
校
教
師
ト
シ
テ
雇
入
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
な
っ
た
。『
法
令
全
書
』
の
編
者
は
、
明
治
六

年
六
月
一
四
日
の
文
部
省
第
八
七
号
の
記
述
に
「
九
月
十
八
日
番
外
達
ニ
依
リ
消
滅
」
と
注
を
付
け
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
「
西

教
傳
教
士
」
雇
用
禁
止
が
解
除
さ
れ
た
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
削
除
改
訂
は
、
七
月
に
す
で
に
田
中
が
「
内
国
教

導
職
モ
学
校
教
師
ト
ナ
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
規
則
ヲ
設
ケ
彼
我
ノ
別
無
之
様
致
度
」
と
正
院
に
説
明
し
て
い
た
よ
う
に
、

(

�)

「
西
教
」
か

ど
う
か
を
問
わ
ず
「
傳
教
士
」
の
教
師
雇
用
を
禁
止
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
公
立
学
校
に
「
西
教
傳
教

士
」
が
ど
れ
ほ
ど
雇
用
さ
れ
て
い
た
か
非
常
に
疑
問
な
の
で
、
そ
れ
よ
り
も
日
本
の
「
傳
教
士
」
の
雇
用
禁
止
こ
そ
が
目
的
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

実
際
、
文
部
省
は
同
六
年
八
月
二
八
日
、
学
校
教
師
と
教
導
職
と
の
「
兼
勤
」
を
禁
止
し
て
い
た

(

文
部
省
第
一
一
五
号)

。

神
官
僧
侶
学
校
に
つ
い
て
は
、
そ
の
追
加
二
ヶ
月
後
の
明
治
六
年
五
月
一
四
日
に
は
早
く
も
学
校
教
育
と
し
て
の
宗
教
教
育
を
ほ

と
ん
ど
禁
止
し

(

文
部
省
第
七
一
号)

、
さ
ら
に
九
月
一
五
日
に
は
「
学
制
」
か
ら
神
官
僧
侶
学
校
の
条
そ
の
も
の
を
削
除
し
た
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(

第
一
二
二
号)

。

神
官
僧
侶
学
校
の
廃
止
理
由
に
つ
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
黙
認

(

高
札
撤
廃)

に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
学
校
設
置
が

予
想
さ
れ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
だ
け
を
禁
止
し
た
の
で
は
諸
外
国
と
の
摩
擦
が
生
じ
る
の
で
「
学
制
」
か
ら
神
官
僧
侶

学
校
の
条
項
を
「
全
部
削
除
し
て
一
切
の
面
倒
を
避
け
ん
と
し
た
」
の
で
は
な
い
か
と
い
う
『
明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史
』
編

者
の
「
想
像
」

(
�)

が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
は
石
田
加
都
雄
が
、
キ
リ
ス
ト
教
黙
認
化

(

明
治
六
年
二
月
二
四
日)

の
以
後
に
神
官

僧
侶
学
校
の
規
定
が
追
加
さ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
る
の
で
、「
神
官
僧
侶
学
校
廃
止
の
理
由
を
基
督
教
主
義
学
校
の
予
防
に
お
く

の
は
お
か
し
い
」｢

廃
止
の
理
由
は
別
に
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
た
。

(

�)

つ
ま
り
学
校
教
育
と
宗
教
の
分
離
原
則
が
明
確
に
さ
れ

始
め
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
通
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
「
学
制
」
か
ら
神
官
僧
侶
学
校
が
削
除
さ
れ
た
一
八
七
三

(

明

治
六)

年
九
月
の
時
点
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
に
教
育
と
宗
教
の
分
離
の
方
向
性
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
が
、
石

田
が
言
う
よ
う
に
「
教
育
法
規
上
す
で
に
解
決
さ
れ
た
問
題
」
で
あ
っ
て
、
欧
米
で
は
そ
れ
が
「
近
代
的
教
育
行
政
の
鉄
則
」
と

な
っ
て
い
た
、
わ
け
で
は
な
か
っ
た

(

後
述)
。

キ
リ
ス
ト
教
伝
道
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
私
学
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
明
治
六
年
八
月
二
二
日
に
は
「
私
学
雇
入
外
国

教
師
條
約
文
例
」
が
「
訂
正
」
さ
れ
て
い
る
が

(

文
部
省
第
一
一
四
号)

、
こ
の
「
文
例
」
に
は
「
西
教
傳
教
士
」
雇
用
禁
止
の

件
は
一
切
出
て
こ
な
い
。
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
の
発
祥
は
明
治
三
年
で
あ
る
が
、
明
治
六
年
六
月
一
四
日
の
「
西
教
傳
教
士
」
学
校

教
師
雇
入
禁
止
令

(

文
部
省
第
八
七
号)

以
後
も
、
明
治
八
年
九
月
の
「
エ
デ
ィ
の
学
校
」(

現
・
平
安
女
学
院)

、
同
年
一
一
月

の
同
志
社
英
学
校
な
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
系
の
私
立
学
校
が
次
々
に
誕
生
し
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
外
国
紙
が
心
配
し
て
い

た
「
西
教
傳
教
士
」
雇
入
禁
止
令
、
そ
し
て
改
訂
さ
れ
た
「
傳
教
士
」
雇
入
禁
止
令
の
影
響
は
、
私
学
に
対
し
て
は
特
に
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
も
と
も
と
文
部
省
は
、「
道
学
」
に
関
し
て
は
教
部
省
に
任
せ
自
ら
は
関
与
し
な
い
と
い
う
、
教
育
と
宗
教
の
分
離

を
原
則
と
し
て
発
足
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
学
制
」
に
神
官
僧
侶
学
校
の
条
項
を
追
加
し

(

明
治
六
年
三
月
一
八

日
、
文
部
省
第
三
〇
号
「
学
制
二
編｣)

、
学
校
教
師
と
教
導
職
と
の
兼
務
を
認
め
て
い
た
こ
と
自
体
が
、
留
守
政
府
の
不
安
定
な

迷
走
振
り
を
顕
著
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

当
初
、
江
藤
新
平
は
神
祇
官
が
「
道
芸
二
学
」
と
も
担
当
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
大
学
本
校
閉
鎖

(

明
治
三

年
七
月)

の
時
期
の
「
学
校
ノ
議
」
で
は
「
道
学
」
と
「
芸
学
」
と
を
分
け
て
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
四
年
七
月
に
文
部
省

が
「
芸
学
」(

人
民
教
育)
担
当
の
た
め
に
設
置
さ
れ
る
と
、
自
ら
文
部
大
輔
と
な
っ
た
。
江
藤
は
他
方
で
は
「
道
学
」(

人
民
教

導)

担
当
の
た
め
の
教
部
省
設
置
に
努
力
し
、
明
治
五
年
三
月
一
四
日
、
太
政
官
布
告
第
八
二
号
に
よ
っ
て
神
祇
省

(

明
治
四
年

八
月
、
神
祇
官
を
改
称)

は
廃
止
さ
れ
教
部
省
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

(

�)

と
こ
ろ
が
政
府
内
の
教
部
省
批
判
派
に
よ
っ
て
、
明
治

五
年
一
〇
月
二
五
日
に
は
文
部
・
教
部
の
両
省
は
「
合
併
」
さ
れ
た

(

太
政
官
布
告
第
三
二
二
号)

。
そ
し
て
同
日
か
ら
明
治
六

年
四
月
一
九
日
ま
で
は
文
部
卿
・
大
木
喬
任
が
教
部
卿
を
兼
任
し
、
文
部
大
輔
・
少
輔
も
教
部
大
輔
・
少
輔
兼
任
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
教
部
省
は
筆
頭
参
議
・
西
郷
隆
盛
な
ど
の
巻
き
返
し
で
存
続
し
、「
む
し
ろ
教
部
省
の
相
対
的
な
勢
力
上
昇
を

も
た
ら
し
」
て
い
た
の
で
あ
っ
た

(

�)(

教
部
省
の
実
際
の
廃
止
は
明
治
一
〇
年
一
月
一
一
日
、
太
政
官
布
告
第
四
号)

。

そ
の
間
に
神
官
僧
侶
学
校
が
追
加
さ
れ
た
り
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
木
戸
孝
允
が
明
治
六
年
七
月
に
帰
国
す
る
こ
と
で

文
部
省
・
教
部
省
の
力
関
係
に
逆
転
が
生
じ
、
そ
し
て
一
〇
月
に
は
政
変
に
よ
っ
て
教
部
省
の
後
盾
で
あ
っ
た
西
郷
が
政
府
を
去

っ
て
い
っ
た
。

(

�)

そ
う
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
の
で
、
宗
教
と
学
校
教
育
と
を
原
則
に
戻
っ
て
分
離
し
て
い
こ
う
と
す
る
文
部
省
達
の
趣
旨
は
、

『
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
日
本
の
教
育
」
最
終
回
が
結
論
と
し
て
求
め
て
い
た
「
世
俗
教
育
」
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な
い
し
「
宗
教
的
寛
容
」
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
大
い
に
歓
迎
す
べ
き
こ
と
と
な
る
。
こ
の
論
評
は
、
宗
教
の
授
業
は
す
べ
て
の

公
立
学
校
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
も
「
神
学
の
授
業
と
い
う
は
、
そ
れ
が
神
道
で
あ
れ
キ
リ
ス
ト

教
で
あ
れ
、
政
府
の
領
域
の
完
全
に
外
側
で
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
し
、
さ
ら
に
は
「
合
衆
国
の
公
立
学
校
に
お
い

て
義
務
と
し
て
聖
書
を
読
む
こ
と
が
無
く
な
る
日
の
来
る
こ
と
」
を
望
む
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。

こ
の
主
張
は
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
』
の
編
集
者
に
と
っ
て
か
な
り
衝
撃
だ
っ
た
ら
し
く
、
本
紙
の
立
場
は

「
貴
重
な
寄
稿
者
の
見
解
と
は
明
確
に
距
離
を
持
っ
て
い
る
」
け
れ
ど
も
、「
我
々
の
間
の
違
い
を
良
心
の
問
題
と
し
て
記
録
し

て
お
く
」
た
め
、
あ
え
て
原
文
の
ま
ま
掲
載
す
る
と
い
う
編
集
者
の
注
を
付
け
て
い
る
。
編
集
者
に
こ
こ
ま
で
言
わ
せ
、
そ
の

「
個
人
的
体
験
」
の
ゆ
え
に
貴
重
で
あ
っ
た
寄
稿
者
と
は
一
体
誰
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
注
に
よ
っ
て
、
九
回
シ
リ

ー
ズ
の
筆
者
は
複
数
だ
っ
た
の
で
は
な
く
「
一
人
の
ア
メ
リ
カ
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
と
す
れ
ば
そ
れ
は
、
明
治
三

年
か
ら
福
井
藩
明
新
館
で
理
化
学
教
師
を
務
め
、
明
治
五
年
に
文
部
省
か
ら
招
か
れ
南
校
の
お
雇
外
国
人
教
師
と
な
っ
て
い
た
グ

リ
フ
ィ
ス(

G
riffis,

W
illiam

E
llio

t)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
第
七
回
「
女
子
教
育
」
は
、
グ

リ
フ
ィ
ス
の
代
表
的
著
書
『
ミ
カ
ド
の
帝
国
』
の
第
一
八
章
「
女
性
の
地
位
」
と
同
一
だ
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
シ
リ
ー
ズ
に
は
政

府
や
文
部
省
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
立
場
上
、
無
署
名
に
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ

う
い
う
批
判
と
は
無
関
係
の
「
日
本
の
子
ど
も
の
ゲ
ー
ム
と
ス
ポ
ー
ツ
」
は
、
署
名
入
り
で
同
紙
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

(

�)

グ
リ
フ
ィ
ス
と
編
集
者
と
の
間
の
見
解
の
相
違
は
、
ア
メ
リ
カ
人
と
イ
ギ
リ
ス
人
と
の
間
の
相
違
で
あ
っ
た
。
す
で
に
合
衆
国

憲
法
修
正
第
一
条

(

一
七
九
一
年)

は
、「
国
教
の
樹
立
を
規
定
し
、
も
し
く
は
信
教
上
の
自
由
な
行
為
を
禁
止
す
る
法
律
」
な

ど
は
制
定
で
き
な
い
と
謳
っ
て
い
た
。
グ
リ
フ
ィ
ス
は
こ
の
宗
教
と
政
治
・
教
育
の
分
離
の
原
則
を
支
持
し
、「
こ
の
純
粋
に
政

治
的
な
道
具
」
つ
ま
り
憲
法
の
中
に
お
い
て
は
、
宗
教
、
あ
る
い
は
神
の
名
前
さ
え
も
決
し
て
承
認
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
起
草
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者
た
ち
に
絶
大
な
る
賞
賛
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
』
の
編
集
者
は
国
教
会
を
も
つ
イ

ギ
リ
ス
人
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
お
よ
そ
同
意
で
き
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
そ
の
グ
リ
フ
ィ
ス
が
ど
う
し
て
「
合
衆
国
の
公
立
学
校
に
お
い
て
義
務
と
し
て
聖
書
を
読
む
こ
と
が
無
く
な
る
日
の
来
る

こ
と
」
を
望
む
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
当
初
は
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
は
連
邦
議
会
の
み
に
適
用
さ
れ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
政
教
分
離
が
州
レ
ベ
ル
に
も
適
用
さ
れ
て
い
く
端
緒
が
開
か
れ
た
の
は
、
一
八
六
八
年
に
確
定
さ
れ
た

修
正
第
一
四
条
第
一
節
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
に
よ
っ
て
修
正
第
一
条
の
宗
教
条
項
が
「
す

べ
て
の
合
衆
国
市
民
の
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
具
体
的
な
規
定
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
」
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
よ
う
や
く
に

し
て
一
九
四
八
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

(

�)

し
か
も
公
立
学
校
か
ら
聖
書
を
排
除
す
る
こ
と
は
、
現
在
に
お
い
て
さ
え

決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
一
九
九
九
年
に
は
逆
に
聖
書
支
持
派
に
よ
っ
て
、
進
化
論
が
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
、

ミ
ズ
ー
リ
、
イ
リ
ノ
イ
、
カ
ン
ザ
ス
の
五
州
の
公
立
中
・
高
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
い
う
事
態
も
起
こ
っ
て
い

る
。

(

�)

と
こ
ろ
で
グ
リ
フ
ィ
ス
と
は
、「
ラ
ト
ガ
ー
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
入
学
前
か
ら
牧
師
に
な
る
こ
と
を
天
職
と
思
っ
て
い
た
」
人
物
で

あ
っ
た
。

(

�)

卒
業
後
一
八
六
九
年
に
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
神
学
校
に
入
学
し
た
が
、
福
井
藩
か
ら
来
日
を
請
わ
れ
た
。
一
度

は
断
っ
た
。
何
し
ろ
例
の
フ
ル
ベ
ッ
キ(

V
e

rb
e

ck
,

G
u

id
o

H
e

rm
an

F
rid

o
lin)

で
さ
え
「
こ
の
国
で
は
、
誘
惑
は
実
に
恐
ろ
し

い
も
の
で
あ
り
」｢

事
実
、
牧
師
や
宣
教
師
以
外
に
は
、
堕
落
し
な
か
っ
た
人
は
、
殆
ど
無
い
有
様
で
す
」
と
考
え
て
い
た
の
で

あ
り
、
日
本
行
き
に
つ
い
て
保
険
会
社
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
「
日
本
の
よ
う
な
未
開
な
国
へ
行
く
に
は
、
余
程
の
高
額
の
保
険
金

の
払
い
こ
み
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
最
後
に
は
妹
マ
ー
ガ
レ

ッ
ト
へ
の
手
紙
に
書
い
て
い
る
よ
う
に
、「
神
か
ら
の
招
聘
の
故
に
」｢

義
務
と
し
て
、
彼
の
地
で
福
音
を
説
」
く
こ
と
を
第
一
目
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的
に
し
て
来
日
し
た
の
で
あ
る
。

(

�)

そ
し
て
福
井
藩
校
時
代
に
お
い
て
も
、
新
築
洋
館
に
住
み
込
ま
せ
た
優
秀
な
少
年
数
人
に
聖
書
の
講
義
と
賛
美
歌
を
教
え
て
い

た
。

(
�)
一
八
七
四
年
一
月
二
一
日
付
の
日
本
人
信
徒
に
対
す
る
書
簡
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
「
日
本
が
完
全
に
キ
リ
ス

ト
教
化
さ
れ
る
と
き
」
を
待
ち
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ま
で
は
欧
米
の
宗
派
主
義
的
活
動
を
持
ち
込
む
こ
と
を

強
く
否
定
し
て
い
た
。
日
本
は
欧
米
と
違
っ
て
「
同
質
的
な
」
民
族
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

そ
し
て
同
年
七
月
に

帰
米
後
、
一
八
七
五
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
に
再
度
入
学
し
て
、
牧
師
へ
の
夢
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
そ
う
い
う
グ
リ
フ
ィ
ス
が
、
日
本
の
学
校
で
宗
教
の
代
わ
り
の
道
徳
教
育
の
内
実
と
し
て
求
め
て
い
た
も
の
と
は
何
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、「
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
」
の
倫
理
で
あ
っ
た
。
イ
エ
ス
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
人
里
離
れ
た
地
域
、
ナ
ザ
レ

(

現
イ
ス
ラ
エ
ル
北
部)

で
育
っ
た
が
、
そ
こ
で
人
々
に
教
え
た
イ
エ
ス
の
倫
理
は
極
め
て
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
も
の
で
、
イ
エ

ス
を
崇
拝
し
な
い
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
な
い
諸
外
国
の
多
く
の
人
び
と
に
よ
っ
て
も
尊
敬
さ
れ
実
践
さ
れ
て
き

た
と
い
う
。
日
本
の
学
校
で
そ
の
倫
理
が
教
え
ら
れ
る
場
合
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
独
断
的
な
も
の
は
避
け
、
聖
書
か
ら
の
引

用
や
イ
エ
ス
の
言
葉
が
倫
理
的
教
訓
を
う
ま
く
説
明
し
例
示
し
補
強
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
う
い
う
テ
キ
ス
ト
の
最
善
の
例
と
し
て
グ
リ
フ
ィ
ス
が
推
薦
し
て
い
た
の
が
、
ヘ
イ
ヴ
ン(

H
av

e
n
,

Jo
se

p
h)

や
ヒ
コ
ッ
ク

(
H

ick
o

k
,

L
.

P
.)

の
も
の
で
あ
っ
た
。「
英

ヘ
ー
ブ
ン
氏
修
身
学
」
や
「
英

ウ
エ
ー
ラ
ン
ド
氏
修
身
学
」
は
「
外
国
教
師
ニ

テ
教
授
ス
ル
中
学
教
則
」(

明
治
五
年
一
〇
月
一
二
日)

に
お
け
る
指
定
教
科
書
で
あ
っ
た
が
、
既
述
の
よ
う
に
明
治
六
年
一
月

八
日
に
こ
の
中
学
で
は
「
修
身
学
」
が
禁
止
さ
れ
た
。
ヒ
コ
ッ
ク
は
、
文
部
省
「
小
学
教
則
」(

明
治
五
年
九
月
八
日)

で
指
定

さ
れ
て
い
た
箕
作
麟
抄
訳
『
泰
西

勧
善
訓
蒙
』
続
編
の
原
著
者
で
あ
っ
た

(
注(

�)

参
照)

。
し
か
し
こ
の
書
は
既
述
の
よ
う
に

明
治
一
三
年
八
月
三
〇
日
、「
不
穏
当
」
教
科
書
の
一
つ
に
指
定
さ
れ
た

(

ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド
著
、
阿
部
泰
蔵
訳
『
修
身
論
』
は
九
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月
一
一
日
に
指
定)

。

日
本
宣
教
の
自
己
課
題
を
背
負
う
グ
リ
フ
ィ
ス
が
、「
太
政
官
布
告
」
に
よ
っ
て
（
こ
れ
は
文
部
省
達
の
誤
解
）
ウ
ェ
イ
ラ
ン

ド
や
ヘ
イ
ヴ
ン
ら
の
教
科
書
が
追
放
さ
れ
た
と
非
難
し
て
い
た
こ
と
と
、
学
校
で
の
宗
教
教
育
を
批
判
し
あ
く
ま
で
世
俗
教
育

（
道
徳
の
教
育)

を
主
張
す
る
こ
と
と
の
辻
褄
が
合
っ
て
く
る
。
日
本
が
い
ま
必
要
と
し
て
い
る
、
真
理
・
貞
節
・
実
践
的
善
行

と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
美
徳
は
、
彼
ら
の
テ
キ
ス
ト
に
完
璧
な
形
で
示
さ
れ
て
お
り
、
日
本
人
は
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
る

こ
と
な
し
に
、
学
校
で
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
授
業
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
と
、
グ
リ
フ
ィ
ス
は
論
じ
て
い
た
。

最
後
に
、
グ
リ
フ
ィ
ス
が
公
立
学
校
で
の
宗
教
教
育
禁
止
と
同
時
に
主
張
し
て
い
た
も
う
一
つ
の
重
要
な
事
項
、
つ
ま
り
「
宗

教
的
寛
容
」
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
彼
は
、「
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
容
認
し
、
い
か
な
る
宗
教
に
対
し
て
も
保
護
や
宣
伝
を
し

な
い
と
い
う
こ
と
が
、
啓
蒙
さ
れ
た
政
府
の
本
来
的
な
義
務
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
た
。
市
民
が
国
の
法
律
に
従
う
の
で
あ
れ

ば
、
政
府
は
い
か
な
る
人
の
宗
教
も
追
及
し
た
り
干
渉
し
た
り
す
べ
き
で
は
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
に
お
い
て
も

「
神
学
の
授
業
と
い
う
は
、
そ
れ
が
神
道(�

�
��
��)

で
あ
れ
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
れ
、
政
府
の
領
域
の
完
全
に
外
側
で
行
な
わ
れ

る
べ
き
で
あ
る
」(

前
出)

と
も
論
じ
て
い
た
。
こ
こ
で
あ
え
て
「
神
道
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
グ
リ
フ

ィ
ス
は
日
本
政
府
に
は
文
部
省
と
は
別
に
教
部
省
が
設
置
さ
れ
、
国
家
が
宗
教
と
結
び
つ
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
認
識
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
一
般
的
に
政
教
分
離
を
論
じ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

慶
応
四
年
に
祭
政
一
致
の
た
め
復
興
さ
れ
た
神
祇
官
は
、
明
治
四
年
八
月
八
日
に
神
祇
省
と
改
称
さ
れ
た
が

(

太
政
官
布
告
第

三
九
八
号)

、
既
述
の
よ
う
に
明
治
五
年
三
月
一
四
日
に
は
廃
止
さ
れ
て
新
た
に
教
部
省
が
設
置
さ
れ
た

(

太
政
官
布
告
第
八
二

号)

。
教
部
省
は
民
衆
教
化
の
た
め
の
官
庁
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
教
部
省
の
教
導
職
に
与
え
ら
れ
た
国
民
教
化
の
基
本
大
綱
「
教
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則
三
條
」(

教
部
省
達
無
号
、
明
治
五
年
四
月
二
八
日)

の
第
一
条
は
「
敬
神
愛
国
ノ
旨
ヲ
体
ス
ヘ
キ
事
」
で
あ
り
、
こ
の
「
教

則
三
條
」
に
基
く
人
民
教
導
方
法
の
報
告
を
求
め
る
教
部
省
達

(

明
治
五
年
四
月
二
九
日)

が
示
す
よ
う
に
、
教
導
職
に
は
神
官

お
よ
び
各
宗
派
の
僧
侶
が
充
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

教
部
省
は
明
治
一
〇
年
一
月
一
一
日
に
廃
止
さ
れ
、
そ
の
事
務
は
内
務
省
に
引
き
継
が
れ
た

(

太
政
官
布
告
第
四
号)

。
そ
し

て
明
治
三
三
年
四
月
二
六
日
に
は
内
務
省
の
社
寺
局
は
宗
教
局
に
改
称
さ
れ
て
各
種
宗
教
を
管
理
し
、

(

�)

ま
た
別
に
神
社
局
が
設
け

ら
れ
て(

勅
令
第
一
六
三
号)

、
神
祇
崇
敬
あ
る
い
は
祖
先
崇
拝
と
し
て
の
「
国
家
神
道｣

、
つ
ま
り
宗
教
で
は
な
い
「
国
家
神
道
」

が
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
ま
で
継
続
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

島
薗
進
は
、
近
代
日
本
の
宗
教
の
二
重
構
造
、
つ
ま
り
「
国
家
の
精
神
的
秩
序
と
い
う
枠
」
を
形
成
し
た
「
国
家
神
道
」
と

「
人
々
の
救
い
や
生
死
や
私
的
日
常
生
活
」
に
関
わ
る
諸
宗
教
の
二
重
構
造
の
存
在
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
場
合
の
「
国
家
神
道
」

に
つ
い
て
は
、
単
に
「
国
家
に
管
理
さ
れ
た
神
社
神
道
」
と
い
う
狭
い
概
念
で
は
な
く

(

こ
の
場
合
、
神
社
神
道
は
「
宗
教
」
で

は
な
く
国
家
の
「
祭
祀
」
と
考
え
ら
れ
た)
、
天
皇
を
「
聖
」
な
る
も
の
と
し
国
家
が
主
導
権
を
も
っ
て
「
広
く
国
民
に
天
皇
崇

敬
や
国
民
道
徳
の
実
践
を
求
め
る
も
の
」
と
い
う
広
い
概
念
を
採
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
の
「
国
家
神
道
」
の
普
及
に
は

「
学
校
・
軍
隊
・
戦
争
・
祝
祭
日
・
イ
ベ
ン
ト
・
メ
デ
ィ
ア
」
な
ど
が
神
社
と
並
ん
で
利
用
さ
れ
、
な
か
で
も
大
き
な
役
割
を
果

た
し
た
の
が
学
校
で
あ
っ
た
。

(

�)

国
家
神
道
は
ま
さ
に
「
そ
の
宗
教
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
宗
教
と
し
て
の
機
能

(

国
民
統
合
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー)

を
果
た
し
う
る
」
と
い
う
「
奇
妙
な
位
置
」
に
置
か
れ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

(

�)

帝
国
憲
法
が
条
件
付
き
な
が
ら
も
国

民
の
「
信
教
ノ
自
由
」
を
保
障
し

(

第
二
八
条)

、
有
名
な
文
部
省
訓
令
一
二
号

(

明
治
三
二
年)

｢

一
般
ノ
教
育
ヲ
宗
教
外
ニ
特

立
セ
シ
ム
ル
件
」
が
示
し
た
よ
う
に
学
校
教
育
に
お
い
て
は
宗
教
と
の
分
離
が
建
前
と
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
学
校
教
育
に
お
い
て
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と
り
わ
け
国
家
神
道
は
貫
徹
さ
れ
、
日
本
特
有
の
二
面
性
・
欺
瞞
性
が
生
き
続
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ま

と

め

本
稿
で
は
、「
学
制
」
お
よ
び
「
学
制
」
下
の
日
本
の
教
育
に
つ
い
て
外
国
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
の
か
を
検

討
し
、
主
と
し
て
以
下
の
四
点
に
つ
い
て
論
じ
た
。
今
後
な
お
対
象
と
す
る
外
国
紙
を
増
や
し
、
本
稿
で
ま
と
め
た
内
容
に
変
更

を
加
え
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
確
認
作
業
を
行
な
っ
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

一

｢

学
制
」
は
外
国
人
た
ち
か
ら
ま
ず
は
「
称
賛
」
を
受
け
て
い
た
。

二

し
か
し
評
価
の
視
点
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
欧
米
中
心
主
義
」
で
あ
っ
た
。

三

そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
遅
れ
た
日
本
が
文
明
化
・
欧
米
化
し
た
結
果
、
欧
米
を
追
い
越
す
か
も
知
れ
な
い
事
に
対
し
て
は

強
い
反
発
が
存
在
し
て
い
た
。

四

横
浜
で
発
行
さ
れ
て
い
た
英
字
紙
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
』
の
九
回
連
載
論
評
「
日
本
の
教
育
」
は
、
鋭

く
「
そ
の
欠
陥
」
を
追
及
し
て
い
る
。
筆
者
は
か
な
り
の
日
本
通
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
論
評
内
容
を
「
学
制
」
下
の

事
実
と
比
較
検
証
す
る
と
、
該
当
す
る
事
実
が
確
認
で
き
る
場
合
と
確
認
で
き
な
い

(

間
違
っ
て
い
る)

場
合
も
含
ま
れ
て
い

る
。
し
か
し
外
国
人
が
ど
の
よ
う
な
点
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
か
が
よ
く
分
か
る
。
連
載
の
筆
者
は
、
宗
教
の
授
業
は
す
べ
て

の
公
立
学
校
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
家
の
領
域
の
完
全
に
外
側
で
行
な
わ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て

い
た
。
さ
ら
に
は
「
合
衆
国
の
公
立
学
校
に
お
い
て
義
務
と
し
て
聖
書
を
読
む
こ
と
が
無
く
な
る
日
の
来
る
こ
と
」
を
望
む
と

ま
で
述
べ
て
い
る
。
こ
の
主
張
に
付
け
ら
れ
た
雑
誌
編
集
者
の
注
に
よ
っ
て
、
筆
者
は
政
府
お
雇
い
教
師
の
グ
リ
フ
ィ
ス
で
あ
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る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
「
宗
教
的
寛
容
」
の
主
張
は
、
日
本
が
文
部
省
と
は
別
に
教
部
省
と
い
う
宗
教
的
官
庁

を
設
け
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
、
日
本
が
国
家
と
宗
教
と
を
結
合
す
る
方
向
へ
進
ん
で
行
き
つ
つ
あ
る
こ
と
に
対
し
て
警
鐘
を

鳴
ら
し
て
い
た
と
言
え
る
。

注

(

�)

渡
辺
京
二
『
逝
き
し
世
の
面
影
』
葦
書
房
、
一
九
九
八
年
。
二
一
五
頁
、
一
〇
六
頁
、
四
八
〇
頁
、
三
四
一
頁
な
ど
参
照
。

(

�)
T

h
e

F
a

r
E

a
st,

A
u

g
.

1
6
,

p
.

7
2
.

頁
数
は
、
雄
松
堂
出
版
復
刻
版

(

一
九
六
五
年)

に
よ
る
。

(

�)
T

h
e

Ja
p

a
n

W
eek

ly
M

a
il,

O
ct.

2
6
,

1
8

7
2
,
(

p
.

6
8

9)

。
頁
数
は
、
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
・
シ
ナ
プ
ス
社
復
刻
版

(

二
〇
〇
五
年)

に

よ
る
。
こ
の
記
事
は
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ヘ
ラ
ル
ド
』
か
ら
の
転
載
。
ま
たT

h
e

T
im

es,
D

e
c.

1
7
,

1
8

7
2
,

p
.

1
0

に
転
載
。

(

�)
H

a
rp

er’s
W

eek
ly,

F
e

b
.

1
,

1
8

7
3
,

p
.

9
8
.

頁
数
は
、
本
の
友
社
復
刻
版

(

二
〇
〇
四
年)

に
よ
る
。

(

�)
Ib

id
.,

M
ar.

8
,

1
8

7
3
,

p
.

1
9

5
.

(

�)
Jap

an
e

se
E

d
u

catio
n
,

T
h

e
N

ew
-Y

ork
T

im
es,

M
ar.

1
5
,

1
8

7
3
,

p
.

9
.

(

�)

建
前
と
実
際
の
使
い
分
け
、
二
面
性
と
い
う
指
摘
は
、
日
本
の
現
在
の
義
務
教
育
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
法
令
上
、
義
務
教

育
段
階
に
お
け
る
各
学
年
「
修
了
」
や
「
卒
業
」
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
や
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
な
ど
と
同
様
に
い
わ
ゆ
る
「
課
程

主
義
」
を
採
り
な
が
ら

(｢

学
校
教
育
法
施
行
規
則
」
第
五
七
条)

、
実
際
に
は
原
級
留
置
者
や
義
務
教
育
非
修
了
者
は
「
温
情
」
の
た

め
か
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
文
部
科
学
省
『
学
校
基
本
調
査
報
告
書
』
に
お
い
て
も
、「
長
期
欠
席
者
」｢

就
学
猶
予
・
免
除
者
」
の

項
目
は
あ
っ
て
も
、「
原
級
留
置
者
」
や
「
義
務
教
育
非
修
了
者
」
の
項
目
は
な
い
。
ま
た
不
登
校
児
童
生
徒
急
増
へ
の
対
応
策
と
し

て
「
中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
」
お
よ
び
「
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
」(

旧
大
検)

の
受
験
資
格
が
柔
軟
化
さ
れ
た
た
め
、

義
務
教
育
に
お
け
る
家
庭
就
学
を
認
め
て
い
な
い
「
学
校
教
育
法
」
と
実
際
と
の
間
に
乖
離
が
生
じ
て
い
る
。

(

�)
1

8
7

3
,

T
h

e
Ja

p
a

n
W

eek
ly

M
a

il,
Jan

.
1

7
,

1
8

7
4
,

p
.

4
6
.
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(

�)
W

・E

・G
riffis,

T
h

e
M

ik
a

d
o’s

E
m

p
ire,

H
arp

e
r&

B
ro

th
e

rs,
1

8
7

7
,

p
.

5
6

3
.

(

�)
Ib

id
.,

p
.

5
7

3
.

(
�)

Ib
id

.,
p
.

5
7

2
.

(

�)
Jap

an
e

se
E

d
u

catio
n
,

T
h

e
N

ew
-Y

ork
T

im
es,

M
ar.

1
5
,

1
8

7
3
,

p
.

9
.

(

�)
P

ro
g

re
ss

in
Jap

an
,

T
h

e
N

ew
-Y

ork
T

im
es,

A
p

r.
2
,

1
8

7
3
,

p
.

4
.

(

�)
A

n
A

m
e

rican
S

u
p

e
rin

te
n

d
e

n
t

o
f

E
d

u
catio

n
in

Jap
an

,
T

h
e

N
ew

-Y
ork

T
im

es,
M

ay
1

0
,

1
8

7
3
,

p
.

7
.

マ
レ
ー
の
ス
ピ
ー
チ

の
詳
し
い
要
約
は
、
吉
家
定
夫
『
日
本
国
学
監
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
マ
レ
ー
』(

玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
八
年)

に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、「
日
本
の
制
度
の
長
所
を
も
謙
虚
に
学
ん
で
く
る
」
と
の
決
意
も
語
ら
れ
て
い
る
。「
今
日
、
日
本
を
新
た
な
時
代
に
導
い

て
い
る
政
治
家
達
を
輩
出
し
た
教
育
体
制
の
機
構
」｢

そ
こ
か
ら
育
っ
た
青
年
達
が
我
が
国
の
教
育
機
関
に
送
り
込
ま
れ
、
鋭
い
洞
察

力
と
才
能
と
向
学
心
で
ア
メ
リ
カ
の
一
流
の
学
生
と
凌
ぎ

（
マ
マ
）

を
削
っ
て
い
る
」｢

か
く
も
礼
儀
正
し
く
道
義
心
に
富
み
勤
勉
な
模
範
生
に

な
る
生
徒
が
ど
の
よ
う
に
し
て
し
つ
け
ら
れ
る
の
か
」
を
調
べ
て
き
た
い
と

(

一
一
二
頁
〜
一
一
三
頁)

。
日
本
か
ら
も
学
ぶ
と
す
る

姿
勢
は
、
第
三
節
で
み
る
欧
米
中
心
主
義
の
論
調
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

(

�)

箕
作
・
権
大
内
史
翻
訳
。
早
稲
田
大
学
蔵
「
大
隈
文
書
」(

A
4

2
0

3)

。

(

�)
E

d
u

catio
n

in
th

e
E

ast,
T

h
e

N
ew

-Y
ork

T
im

es,
M

ay
2

5
,

1
8

7
5
,

p
.

6
.

(

	)
T

h
e

S
p

re
ad

o
f

E
d

u
catio

n
in

Jap
an

,
T

h
e

N
ew

-Y
ork

T
im

es,
D

e
c.

2
8
,

1
8

7
5
,

p
.

1
.

(


)

高
谷
道
男
編
訳
『
ヘ
ボ
ン
書
簡
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
、
二
七
四
頁
。

(

�)
Jap

an
,

B
la

ck
w

ood
’s

E
d

in
b
u

rgh
M

a
ga

zin
e,

S
e

p
.

1
8

7
2
,

p
.

3
8

2
.

(

�)
Jap

an
,

T
h

e
T

im
es,

S
e

p
.

5
,

1
8

7
2
,

p
.

8
.

(

)
T

h
e

R
o

m
an

ce
o

f
th

e
Jap

an
e

se
R

e
v

o
lu

tio
n
,

B
la

ck
w

ood
’s

E
d

in
b
u

rgh
M

a
ga

zin
e,

Ju
n

e
1

8
7

4
.

p
.

7
1

0
.

事
例
の
最
初
に
は

「
国
家
評
議
会(

S
tate

C
o

u
n

cils)

と
枢
密
院(

P
riv

y
C

o
u

n
cils)

」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
太
政
官
制
度
が
こ
の
よ
う
に
表

現
可
能
で
あ
る
か
疑
問
で
あ
る
が
、
補
足
説
明
の
「
委
員
会
に
分
割
さ
れ
た
下
院(

a
h

o
u

se
o

f
re

p
re

se
n

tativ
e

s)

」
と
い
う
の
を
見
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れ
ば
、
明
ら
か
な
誤
解
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
太
政
官
は
代
議
制
の
制
度
で
は
な
い
。

(

�)
P

ro
g

re
ss

in
Jap

an
,

T
h

e
T

im
es,

M
ay

3
0
,

1
8

7
6
,

p
.

4
.

(
�)

Ｊ
・
Ｒ
・
ブ
ラ
ッ
ク
、
ね
ず
ま
さ
し
・
小
池
晴
子
訳
『
ヤ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
③
』
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
、
一
九
七
〇
年
、
二
一
七

頁
〜
二
一
八
頁
。

(

�)
時
岡
敬
子
訳
『
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
の
日
本
紀
行
・
下
』
原
著
、
一
八
八
〇
年
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
、
三
八
六
頁
、

三
九
四
頁
。

(

�)

福
沢
諭
吉
「
文
明
論
の
概
略
」『

福
澤
諭
吉
全
集
④
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
、
一
八
九
頁
〜
一
九
〇
頁
。

(

�)

同
前
書
、
二
〇
〇
頁
。

(

�)

前
掲
、『
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
の
日
本
紀
行
・
下
』
三
六
一
頁
〜
三
六
二
頁
、
四
〇
五
頁
。

(

�)
P

ro
g

re
ss

in
Jap

an
,

T
h

e
N

ew
-Y

ork
T

im
es,

A
p

r.
2
,

1
8

7
3
,

p
.

4
.

(

�)
Jap

an
,

T
h

e
N

ew
-Y

ork
T

im
es,

D
e

c.
6
,

1
8

7
3
,

p
.

3
.

(

	)
E

d
u

catio
n
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Jap

an
,

T
h

e
Ja

p
a
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eek
ly

M
a

il,
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u
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.

2
,

1
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3
,
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.

5
4

5
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6
.
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T
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e
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a
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W
eek
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M

a
il,

Jan
.

1
7
,

1
8

7
4
,

p
.

4
6
.

(

�)

既
出
。B

la
ck

w
ood

’s
E

d
in

b
u

rgh
M

a
ga

zin
e,

Ju
n
.

1
8

7
4
,

p
.

7
1

0
.

(

)
A

M
o

d
e

st
P

ro
p

o
sal,

T
h

e
N

ew
-Y

ork
T

im
es,

Jan
.

1
6
,

1
8

7
3
,

p
.

4
.

(

�)
『

林
竹
二
著
作
集
・
２
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
六
年
、
一
八
頁
。

(

�)
H

a
rp

er’s
W

eek
ly,

M
ar.

2
3
,

1
8

7
2
,

p
.

2
2

7
.

(

�)
T

h
e

F
a

r
E

a
st,

S
e

p
.

2
,

1
8

7
2
,

p
.

8
4
.

頁
数
は
、
雄
松
堂
出
版
復
刻
版

(

一
九
六
五
年)

に
よ
る
。
な
お
こ
の
記
事
は
『
ハ
ー
パ

ー
ズ
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
』
に
依
拠
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
原
記
事
を
確
認
で
き
な
い
。

(

�)
T

h
e

Ja
p

a
n

W
eek

ly
M

a
il,

A
u

g
.

2
,

1
8

7
3
,

p
.

5
4

5
.

(

�)

長
谷
川
精
一
『
森
有
礼
に
お
け
る
国
民
的
主
体
の
創
出
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
七
年
、
二
三
九
頁
〜
二
四
〇
頁
。
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(

�)

同
前
書
、
二
五
〇
頁
。

(

�)
｢

ホ
イ
ト
ニ
ー
宛
書
簡
」
大
久
保
利
謙
編
『
森
有
禮
全
集
①
』
宣
文
堂
書
店
、
一
九
七
二
年
、
三
〇
九
頁
、
三
〇
八
頁
。

(
�)

O
n

th
e

A
d

o
p

tio
n

o
f

th
e

E
n

g
lish

L
an

g
u

ag
e

in
Jap

an
,

Ju
n

e
2

9
,

1
8

7
2
.

前
掲
、
大
久
保
利
謙
編
『
森
有
禮
全
集
③
』
四
一
四

頁
〜
四
一
六
頁
、
四
二
二
頁
。
翻
訳
文
は
、
尾
形
裕
康
『
学
制
実
施
経
緯
の
研
究
』(

校
倉
書
房
、
一
八
六
三
年)

に
所
収
。

(

�)
長
谷
川
精
一
、
前
掲
書
、
二
四
九
頁
。

(

�)
H

a
rp

er’s
W

eek
ly,

F
e

b
.

1
5
,

1
8

7
3
,

p
.

1
3

9
.

(

�)
T

h
e

F
a

r
E

a
st,

S
e

p
.2

,
1

8
7

2
,

p
.

8
4
.

(

�)
T

h
e

Ja
p

a
n

W
eek

ly
M

a
il,

Ju
l.

1
9
,

1
8

7
3
,

p
.

5
0

9
.

こ
の
記
事
は
、
英
誌
『
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い

る
が
、
該
当
期
間
の
号
で
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
同
誌
に
は
、「
日
本
人
の
愛
国
心
と
ア
メ
リ
カ
人
の
知
性
の
高
貴
な
証
言
」

で
あ
る
と
評
価
す
る
森
有
礼
『
日
本
の
教
育
』
の
書
評
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、「
特
に
精
読
に
値
す
る
」
回
答
と
し
て
、
Ｄ
・
マ
レ
ー

と
Ｗ
・
Ｄ
・
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
の
二
通
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。T

h
e

P
h

oen
ix,

M
ar.,

1
8

7
3
,

p
.

1
5

1
.

頁
数
は
、
雄
松
堂
書
店
復
刻

(

一

九
六
七
年)

に
よ
る
。

(

�)
｢

学
監
申
報
」『

文
部
省
第
一
年
報
』
明
治
六
年
、
一
四
三
葉
。

(

	)
V

ie
w

s
o

f
Jap

an
,

T
h

e
N

ew
-Y

ork
T

im
es,

Ju
l.

7
,

1
8

7
3
,

p
.

5
.

(


)
R

e
fo

rm
s

in
Jap

an
,

T
h

e
Ja

p
a

n
W

eek
ly

M
a

il,
O

ct.
2

6
,

1
8

7
2
,

p
.

6
9

1
.

(

�)

拙
稿
「『

学
制
』(

明
治
五
年)

公
布
の
財
政
的
背
景
―
文
部
省
定
額
金
問
題
を
中
心
に
―
」
桃
山
学
院
大
学
『
人
間
科
学
』
第
三

六
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
、
参
照
。
一
八
七
三
年
一
〇
月
一
三
日
に
正
院
は
、
毎
号
五
〇
〇
部
を
欧
米
各
地
へ
送
付
す
る
代
価
と
し
て

年
五
〇
〇
〇
円
、
郵
送
料
四
六
八
円
を
同
社
へ
支
払
う
契
約
に
調
印
す
る
よ
う
に
大
隈
に
命
じ
た
。
し
か
し
こ
の
契
約
は
、
他
紙
が
気

づ
い
て
批
判
し
始
め
た
こ
と
、
日
本
の
台
湾
出
兵

(

一
八
七
四
年
五
月)
を
同
紙
も
他
紙
同
様
に
非
難
し
た
こ
と
が
理
由
と
な
っ
て
、

一
八
七
四
年
一
二
月
二
五
日
号
で
打
ち
切
り
と
な
っ
た(

浅
岡
邦
雄
「
ハ
ウ
エ
ル
社
主
時
代
の
『
ジ
ャ
パ
ン
・
メ
イ
ル
』
と
明
治
政
府
」

横
浜
開
港
資
料
館
・
横
浜
居
留
地
研
究
会
編
『
横
浜
居
留
地
と
異
文
化
交
流
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
三
〇
〇
頁
〜
三
〇
三
頁
。

外国人から見た ｢学制｣ (明治五年)

― ―174



T
h

e
Ja

p
a

n
W

eek
ly

M
a

il(

エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
・
シ
ナ
プ
ス
社
復
刻
版
、
二
〇
〇
五
年)

第
一
回
配
本
別
冊
付
録
、
斎
藤
多
樹
夫
「
解
題
」

五
頁
〜
七
頁)

。

(
�)

R
e

fo
rm

s
in

Jap
an

,
T

h
e

Ja
p

a
n

W
eek

ly
M

a
il,

O
ct.

2
6
,

1
8

7
2
,

p
p
.

6
9

1

�69
2
.

(

�)
高
梨
健
吉
訳
『
日
本
事
物
誌
①
』
初
版
一
八
九
〇
年
、
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
、
一
九
六
九
年
、
一
六
五
頁
〜
一
六
六
頁
。

(

�)
山
口
県
教
育
会
編
『
山
口
県
教
育
史
』
一
九
八
六
年
、
二
一
六
頁
、
二
七
四
頁
。

(

�)
E

d
u

catio
n

in
Jap

an
,

T
h

e
N

ew
-Y

ork
T

im
es,

Ju
n
.

4
,

1
8

7
4
,

p
.

2
.

(

�)
E

d
u

catio
n

in
th

e
E

ast,
T

h
e

N
ew

-Y
ork

T
im

es,
M

ay
2

5
,

1
8

7
5
,

p
.

6
.

(

�)
T

h
e

R
o

m
an

ce
o

f
th

e
Jap

an
e

se
R

e
v

o
lu

tio
n
,

B
la

ck
w

ood
’s

E
d

in
b
u

rgh
M

a
ga

zin
e,

Ju
n

e
1

8
7

4
,

p
.

7
1

2
.

(

�)
｢

モ
ル
レ
ー
申
報
」『
文
部
省
第
一
年
報
』
明
治
六
年
、
一
四
六
葉
。

(

	)

梅
根
悟
監
修
『
世
界
教
育
史
大
系
⑭
北
欧
教
育
史
』
講
談
社
、
一
九
七
六
年
、
三
〇
四
頁
。

(


)

同
前
書
、
一
七
九
頁
、
一
八
三
頁
。

(

�)

同
前
書
、
二
四
一
頁
〜
二
四
二
頁
。

(

�)
�
��

�
�
�

L
u

d
w

ig
v

o
n
,

D
a

s
U

n
terrich

ts-W
esen

d
es

P
reu

ssisch
en

S
ta

a
tes,

B
an

d
1
,

1
8

8
5
,
�
��

�	

V

e
rlag

,
1

9
9

0
,

S
.

6
6
,

S
.

3
2

0
,

S
.

1
0

4
.

(

)

大
田
直
子
『
イ
ギ
リ
ス
教
育
行
政
制
度
成
立
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
、
一
二
〇
頁
、
一
七
一
頁
。

(

�)

梅
根
悟
監
修
『
世
界
教
育
史
大
系
⑩
フ
ラ
ン
ス
教
育
史
Ⅱ
』
講
談
社
、
一
九
七
五
年
、
一
二
九
頁
〜
一
三
〇
頁
。

(

�)
M

assach
u

se
tts

C
o

m
p

u
lso

ry
S

ch
o

o
l

L
aw

o
f

1
8

5
2
,

S
o

l
C

o
h

e
n

e
d
.,

E
d

u
ca

tion
in

th
e

U
n

ited
S

ta
tes,

A
D

ocu
m

en
ta

ry

H
istory,

v
o

l.
2
,

R
an

d
am

H
o

u
se

,
p

p
.

1
1

1
5

�

1
1

1
6
.

(

�)

梅
根
悟
監
修
『
世
界
教
育
史
大
系
⑰
ア
メ
リ
カ
教
育
史
・
Ⅰ
』
講
談
社
、
一
九
七
五
年
、
二
一
二
頁
、
二
一
五
頁
。

(

�)
H

a
rp

er’s
W

eek
ly,

M
ar.

7
,

1
8

7
4
,

p
.

2
1

9
.

(

�)
N

e
w

Y
o

rk
’s

C
o

m
p

u
lso

ry
S

ch
o

o
l

L
aw

,
1

8
7

4
,

S
o

l
C

o
h

e
n

e
d
.,

ib
id

,
p
.

1
1

1
6
.
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(

�)
H

a
rp

er’s
W

eek
ly,

D
e

c.
5
,

1
8

7
4
,

p
.

9
9

1
.

(

�)
Ib

id
.,

F
e

b
.

2
2
,

1
8

7
3
,

p
.

1
4

6

�

1
4

7
.

四
歳
児
ま
で
が
働
い
て
い
る
タ
バ
コ
工
場
の
児
童
労
働
な
ど
の
実
態
か
ら
、「
子
ど
も
の
適

切
な
教
育
こ
そ
国
家
の
最
も
緊
急
の
責
任
事(

care)

」
と
訴
え
て
い
る
。

(

�)
Ib

id
.,

S
e

p
.

2
0
,

1
8

7
3
,

p
.

8
1

7
.

一
面
ト
ッ
プ
に
イ
ラ
ス
ト
を
掲
げ
、
南
北
戦
争
終
結
時
に
は
「
有
色
の
子
ど
も
た
ち
」
を
教
え

に
南
部
諸
州
に
ま
で
行
っ
た
一
群
の
教
養
あ
る
婦
人
た
ち
の
例
な
ど
を
紹
介
し
つ
つ
、「
我
々
の
教
育
制
度
の
最
も
好
ま
し
い
特
徴
」

と
讃
え
て
い
る
。

(

�)
Ib

id
.,

Jan
.

1
7
,

1
8

7
4
,

p
p
.

5
0

�

5
1
.

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
政
治
改
革
評
議
会
文
教
委
員
会
議
長

D
e

x
te

r
A

.
H

aw
k

in
s

の
報
告
書
の

紹
介
。
義
務
教
育
の
必
要
性
を
主
と
し
て
犯
罪
と
の
関
連
か
ら
主
張
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
一
八
六
七
年
〜
六
九
年
の
フ
ラ
ン
ス

で
は
、
住
民
の
半
分
は
読
み
書
き
不
能
で
、
逮
捕
さ
れ
た
人
間
の
九
五
％
、
有
罪
判
決
を
受
け
た
人
間
の
八
七
％
が
、
こ
の
半
分
の
住

民
の
中
か
ら
出
て
い
た
。
他
方
、
ア
メ
リ
カ
・
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
六
州
で
は
、
読
み
書
き
不
能
は
一
〇
歳
以
上
住
民
の
わ
ず
か
七

％
で
し
か
な
い
が
、
こ
の
少
数
者
の
八
〇
％
が
犯
罪
に
関
係
し
て
い
た
と
い
う
。

(

�)
Ib

id
.,

S
e

p
.

1
9
,

1
8

7
4
,

p
p
.

7
6

9

�

7
7

0
.

一
面
ト
ッ
プ
・
イ
ラ
ス
ト
入
り
。
ア
メ
リ
カ
の
空
が
一
番
輝
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
気
候
で

は
見
ら
れ
な
い
森
々
が
黄
金
そ
し
て
紫
に
色
づ
く
秋
の
日
々
、
子
ど
も
た
ち
の
集
団
が
ま
た
公
立
学
校
に
集
ま
っ
て
く
る
、
と
秋
の
風

物
詩
を
伝
え
て
い
る
。
南
部
諸
州
は
共
通
の
知
性
と
人
間
性
が
無
い
た
め
に
滅
び
つ
つ
あ
り
、
民
衆
教
育
を
最
も
必
要
と
し
て
い
る
。

北
部
諸
州
で
は
ロ
ー
マ
ン
カ
ト
リ
ッ
ク
の
僧
が
唯
一
の
危
険
な
敵
で
あ
る
。

(

�)
T

h
e

N
ew

-Y
ork

T
im

es,
M

ar.
1

5
,

1
8

7
3
,

p
.

9
.

(

�)
T

h
e

N
ew

-Y
ork

T
im

es,
A

p
r.

2
,

1
8

7
3
,

p
.

4
.

(

	)
T

h
e

N
ew

-Y
ork

T
im

es,
Ju

l.
7
,

1
8

7
3
,

p
.

5
.

(


)
T

h
e

N
ew

-Y
ork

T
im

es,
M

ar.
1

5
,

1
8

7
3
,

p
.

9
.

(

�)
T

h
e

N
ew

-Y
ork

T
im

es,
Jan

.
1

6
,

1
8

7
3
,

p
.

4
.

(

�)
H

a
rp

er’s
W

eek
ly,

Jan
.

3
1
,

1
8

7
4
,

p
.

1
0

3
.
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(

�)
T

h
e

Ja
p

a
n

W
eek

ly
M

a
il,

N
o

v
.

2
2
,

1
9

7
3
,

E
d

u
catio

n
in

Jap
an

,
p
.

8
3

6
.

こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
使
っ
た
先
行
研
究
に
、
梶
山
雅
史

｢

御
雇
教
師
グ
リ
フ
ィ
ス
の
見
た
明
治
初
年
日
本
の
教
育
」
坂
田
吉
雄
・
吉
田
光
邦
編
『
世
界
史
の
な
か
の
明
治
維
新
』(

京
都
大
学
人

文
科
学
研
究
所
、
一
九
七
三
年)

が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
「
学
制
」
に
直
接
・
間
接
に
関
連
し
た
記
述
に
焦
点
を
絞
っ
て
紹
介
す
る

こ
と
と
す
る
。

(

�)
F

o
re

ig
n

T
e

ach
e

rs,
T

h
e

Ja
p

a
n

W
eek

ly
M

a
il,

N
o

v
.

2
2
,

1
8

7
3
,

p
p
.

8
3

6

�83
8
.

(

�)
N

ativ
e

O
fficials,

Ib
id

.,
D

e
c.

6
,

1
8

7
3
,

p
p
.

8
7

6

�87
7
.

(

�)
Jap

an
e

se
S

tu
d
e

n
ts,

Ib
id

.,
D

e
c.

1
3
,

1
8

7
3
,

p
p
.

8
9

5

�89
7
.

(

�)
N

ativ
e

T
e

ach
e

rs,
Ib

id
.,

D
e

c.
2

0
,

1
8

7
3
,

p
p
.

9
1

6

�91
7
.

(

�)
P

h
y

sical
T

rain
in

g
,

Ib
id

.,
Jan

.
2

4
,

1
8

7
4
,

p
p
.

6
0

�62
.

(

�)

明
治
六
年
五
月
一
九
日
の
文
部
省
第
七
六
号
「
小
学
教
則
」
で
は
、
第
三
級
の
「
養
生
口
授
」
は
「
一
週
一
時
」
に
減
ら
さ
れ
て

い
る
。

(

	)

今
村
嘉
雄
『
修
訂
十
九
世
紀
に
於
け
る
日
本
体
育
の
研
究
』
第
一
書
房
、
一
九
八
九
年
、
八
三
三
頁
〜
八
三
四
頁
。

(


)

同
前
書
、
八
三
四
頁
。

(

�)

同
前
書
、
八
三
五
頁
〜
八
三
六
頁
、
八
四
二
頁
、
八
四
三
頁
〜
八
四
四
頁
。

(

�)
F

e
m

ale
E

d
u

catio
n
,

T
h

e
Ja

p
a

n
W

eek
ly

M
a

il,
F

e
b
.

7
,

1
8

7
4
,

p
p
.

9
9

�10
2
.

(

)

高
野
俊
『
明
治
初
期
女
児
小
学
の
研
究
』
大
月
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
九
〇
頁
、
六
〇
頁
。

(

�)
S

tatistics
o

f
S

ch
o

o
ls

u
n

d
e

r
th

e
Im

m
e

d
iate

C
o

n
tro

l
o

f
th

e
E

d
u

catio
n

al
D

e
p

artm
e

n
t,

T
h

e
Ja

p
a

n
W

eek
ly

M
a

il,
F

e
b
.

2
1
,

1
8

7
4
,

p
p
.

1
4

6

�14
8
.

(

�)

青
木
輔
清
編
訳
『
小
学
教
諭

民
家
童
蒙
解
』
後
編
巻
三
・
四
の
原
著
、M

ora
ls

for
th

e
Y

ou
n

g,

の
著
者
。
注(

�)

参
照
。

(

�)
S

o
l

C
o

h
e

n
e

d
.,

E
d

u
ca

tion
in

th
e

U
n

ited
S

ta
tes,

A
D

ocu
m

en
ta

ry
H

istory,
v

o
l.

3
,

R
an

d
am

H
o

u
se

,
p

p
.

1
5

7
3

�15
8

0
.

(

�)
L

e
e

C
.

D
e

ig
h

to
n
(

e
d
.)

,
T

h
e

E
n

cyclop
ed

ia
of

E
d

u
ca

tion
,

1
9

7
1
,

T
h

e
M

acm
illan

C
o

m
p

an
y

&
T

h
e

F
re

e
P

re
ss,

p
.

5
6

1
.
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(

�)
T

h
e

S
tu

d
y

o
f

th
e

E
n

g
lish

L
an

g
u

ag
e
,

T
h

e
Ja

p
a

n
W

eek
ly

M
a

il,
F

e
b
.

2
1
,

1
8

7
4
,

p
p
.

1
4

4

�14
6
.

(

�)

前
掲
、『
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
の
日
本
紀
行
・
下
』
三
九
三
頁
。

(
�)

M
o

ral
T

rain
in

g
,

T
h

e
Ja

p
a

n
W

eek
ly

M
a

il,
M

ar.
7
,

1
8

7
4
,

p
p
.

1
8

4

�18
6
.

(

�)
海
後
宗
臣
編
『
日
本
教
科
書
大
系

近
代
編

第
一
巻
修
身
・
一
』
講
談
社
、
一
九
六
一
年
、
一
〇
頁
。

(

�)
文
部
省
「
小
学
教
則
」
で
は
「
民
家
童
蒙
解
」｢

童
蒙
教
草
」｢

勧
善
訓
蒙
」｢

修
身
論
」｢

性
法
略
」
等
と
し
か
例
示
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
が
、「
民
家
童
蒙
解
」
に
関
す
る
多
く
の
先
行
研
究
の
間
違
い
も
訂
正
さ
れ

て
、
現
在
こ
の
五
冊
の
翻
訳
者
・
正
式
書
名
・
刊
行
年
、
原
著
の
著
者
名
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

(

高
祖
敏
明
「
明
治
初
期
翻

訳
教
科
書
に
関
す
る
一
考
察
―
青
木
輔
清
編
『
小
学
教
諭

民
家
童
蒙
解
』
の
原
書
を
め
ぐ
っ
て
―
」『

上
智
大
学
教
育
学
論
集
』
第
一

一
巻
、
一
九
七
七
年
三
月
。
高
祖
敏
明
「
文
部
省
『
小
学
教
則
』(

明
治
５
年
９
月)

の
『
民
家
童
蒙
解』

」
『
教
育
学
研
究
』
第
四
四

巻
第
一
号
、
一
九
七
七
年
三
月
。
松
野
修
『
近
代
日
本
の
公
民
教
育
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
、
四
五
頁
、
そ
の
他
参
照)

。

＊
青
木
輔
清
編
訳
『
小
学
教
諭

民
家
童
蒙
解
』(

初
編
、
明
治
七
年
、
初
編
後
編
、
明
治
九
年)

。
初
編
は
和
漢
洋
修
身
書
か
ら
引
用

し
た
書
き
下
ろ
し
、
後
編
巻
五
は
修
身
書
・
経
済
書
か
ら
の
抄
訳
、
後
編
の
巻
三
・
四
の
原
著
は
、E

m
m

a
W

illard
,

M
ora

ls
for

th
e

Y
ou

n
g,

1
8

5
7
.

＊
福
澤
諭
吉
訳
『
童
蒙
を
し
へ
草
』(

明
治
五
年)
。
原
著
は
、C

h
am

b
e

rs,
R

.,
e

d
.,

T
h

e
M

ora
l

C
la

ss
B

ook
,

1
8

7
2
.

＊
箕
作
麟
抄
訳
『
泰
西

勧
善
訓
蒙
』(

前
編
、
明
治
四
年
、
後
編
、
明
治
六
年
、
続
編
、
明
治
七
年)

。
前
編
の
原
著
は
、B

o
n

n
e
,

C
.,

C
ou

rs
����

��
��
�	�

et
p

ra
tiqu

e
d

e
m

ora
le

p
ou

r
les

ecoles
p

rim
a

re
etles

cla
sses

d
’a

d
u

ltes

���	�

le
n

ou
vea

u
p

rogra
m

m
e

d
e

l’en
seign

em
en

t
������

�
secon

d
a

ire,
1

8
6

7
.

後
編
はW

in
slo

w
,

H
.,

E
lem

en
ts

of
M

ora
l

P
h

ilosop
h

y.
1

8
6

6
.

続
編
は
、H

ick
o

k
,

L
.,

A
S

ystem
of

M
ora

l
S

cien
ce,

1
8

6
8
.

＊
阿
部
泰
蔵
訳
『
修
身
論
』(

明
治
七
年)

。
原
著
は
、W

ay
lan

d
,

F
.,

E
lem

en
ts

of
M

ora
l

S
cien

ce,
1

8
3

5
.

＊
神
田
孝
平
訳
『
性
法
略
』(

明
治
四
年)

。
ラ
イ
デ
ン
大
学
で
の
フ
ィ
セ
リ
ン
グ

(
V

isse
rin

g
,

S
im

o
n)
｢

自
然
法
」
講
義
の
翻
訳
。

(

�)

神
辺
靖
光
『
日
本
に
お
け
る
中
学
校
形
成
史
の
研
究

(

明
治
初
期
編)

』

(
多
賀
出
版
、
一
九
九
三
年)

で
は
、「
外
国
教
師
ニ
テ
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教
授
ス
ル
中
学
」
は
「
ま
も
な
く
廃
止
さ
れ
る
が
」
と
し
て

(

一
七
一
頁)

、
明
治
五
年
一
〇
月
一
七
日
「
文
部
省
布
達
三
〇
五

（
マ
マ
）

号
」

が
注
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
文
部
省
三
五
号
の
内
容
は
、
同
書
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
外
国
教
師
ニ
テ
教
授
ス
ル
中

学
」
は
八
校
だ
け
に
限
定
し
、
こ
れ
ま
で
の
府
藩
県
の
洋
学
校
は
期
限
つ
き
で
廃
止
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(

二
〇
七
頁)

。
し
か

し
現
実
に
は
こ
の
布
達
に
よ
る
「
影
響
は
そ
れ
程
強
く
は
な
か
っ
た
」(

二
三
〇
頁)

。

(

�)
緒
言
「
童
蒙
教
草
」『

福
澤
諭
吉
全
集
①
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
、
四
八
頁
。

(

�)
｢

学
問
の
す
ゝ
め
の
評
」
前
掲
書
、
四
〇
頁
。

(

�)

松
野
修
、
前
掲
書
、
九
〇
頁
〜
九
一
頁
。

(

�)

前
掲
、
海
後
宗
臣
編
『
日
本
教
科
書
大
系

近
代
編

第
一
巻
修
身
・
一
』
三
四
〇
頁
。

(

�)

同
前
書
、
三
六
七
頁
。

(

�)

も
と
も
と
「
汝
ノ
父
母
ヲ
敬
ス
ヘ
シ
」
は
、
モ
ー
ゼ
の
十
戒
の
一
つ
「
あ
な
た
の
父
と
母
を
敬
え
。
こ
れ
は
、
あ
な
た
の
神
、
主

が
賜
わ
る
地
で
、
あ
な
た
が
長
く
生
き
る
た
め
で
あ
る
」
に
出
て
い
る

(『

旧
約
聖
書
』｢

出
エ
ジ
プ
ト
記
」
第
二
〇
章
一
二
節)

。
パ

ウ
ロ
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、「『

あ
な
た
の
父
と
母
と
を
敬
え』

。
こ
れ
が
第
一
の
戒
め
で
あ
っ
て
、
次
の
約
束
が
そ
れ
に
つ
い
て
い

る
、『
そ
う
す
れ
ば
、
あ
な
た
は
幸
福
に
な
り
、
地
上
で
な
が
く
生
き
な
が
ら
え
る
で
あ
ろ
う』

」(『

新
約
聖
書
』｢

エ
ペ
ソ
人
へ
の
手

紙
」
第
六
章
二
節)

と
書
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、『
修
身
論
』
の
こ
の
記
述
は
内
容
に
お
い
て
対
応
す
る
『
聖
書
』
か
ら
の
引
用
で
あ

る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。

(

�)

内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
�
学
政
門
』
原
書
房
復
刻
、
一
九
八
一
年
、
二
八
六
頁
〜
二
八
八
頁
。

(

	)

た
だ
論
評
が
「
追
放
さ
れ
た
」
と
主
張
し
て
い
る
の
は

W
ay

lan
d

と

H
av

e
n

お
よ
び

M
ale

b
ran

ch
e

の
書
で
あ
る
が
、

M
ale

b
ran

ch
e

は
「
教
則
」
で
確
認
で
き
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ

(
M

ale
b

ran
ch

e
,

N
ico

las,
1

6
3

8


17
1

5)

で
あ
ろ
う
か
。

(

�)
Jap

an
,

T
h

e
N

ew
-Y

ork
T

im
es,

Ju
l.

1
5
,

1
8

7
3
.

(

�)
T

h
e

F
a

r
E

a
st,

Ju
l.

1
,

1
8

7
3
,

p
.

2
2
.
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(

�)

倉
澤
剛
『
学
制
の
研
究
』
講
談
社
、
一
九
七
三
年
、
六
七
二
頁
〜
六
七
三
頁
。

(

�)

同
前
書
、
六
七
三
頁
。

(
�)

教
育
史
編
纂
会
『
明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史
①
』
龍
吟
社
、
一
九
三
八
年
、
三
九
七
頁
。

(

�)
石
田
加
都
雄
「
神
官
僧
侶
学
校
の
設
置
と
廃
止
に
つ
い
て
」『

清
泉
女
子
大
学
紀
要
』
第
七
号
、
一
九
六
〇
年
三
月
。

(

�)
大
間
敏
行
「
江
藤
新
平
の
教
育
構
想
―
「
道
芸
二
学
ヲ
開
ク
」
の
展
開
と
帰
結
」『

日
本
の
教
育
史
学
』
第
四
九
集
、
二
〇
〇
六

年
一
〇
月
。

(

�)

谷
川
穣
『
明
治
前
期
の
教
育
・
教
化
・
仏
教
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
五
三
頁
。

(

�)

谷
川
穣
、
前
掲
書
、
四
〇
頁
。
井
上
久
雄
に
よ
れ
ば
、
神
官
僧
侶
学
校
は
、
学
校
や
教
師
の
不
足
と
い
う
「
現
実
的
な
障
碍
」
の

打
開
策
と
し
て
企
画
さ
れ
、
地
方
に
偏
在
す
る
神
社
寺
院
の
施
設
と
有
識
層
た
る
神
官
僧
侶
の
知
識
と
名
望
・
信
用
と
を
活
用
し
よ
う

と
し
た
「
一
石
二
鳥
の
施
策
」
で
あ
っ
た
と
い
う
（『

増
補

学
制
論
考
』
風
間
書
房
、
一
九
九
一
年
、
三
八
一
頁)

。
し
か
し
あ
ま
り

に
も
短
期
間
で
の
廃
止
は
、
政
府
部
内
で
の
力
関
係
の
変
化
抜
き
に
は
説
明
で
き
な
い
。

(

�)
W

.
E

.
G

riffis,
T

h
e

M
ik

a
d

o’s
E

m
p

ire,
H

arp
e

r&
B

ro
th

e
rs,

1
8

7
7
,

p
.

5
5

1

〜.

(

	)
T

h
e

G
am

e
s

an
d

S
p

o
rts

o
f

Jap
an

e
se

C
h

ild
re

n
b

y
P

ro
f.

W
.

E
.

G
riffis,

T
h

e
Ja

p
a

n
W

eek
ly

M
a

il,
A

p
r.

4
,

1
8

7
4
,

p
p
.

2
5

7


26
0
.

(

�)

熊
本
信
夫
『
増
補
版

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
教
分
離
の
原
則
』
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
、
二
〇
二
頁
〜
二
〇

四
頁
、
三
四
〇
頁
以
降
。

(

�)

江
原
武
一
編
著
『
世
界
の
公
教
育
と
宗
教
』
東
信
堂
、
二
〇
〇
三
年
、
一
六
頁
。

(

)

山
下
英
一
『
グ
リ
フ
ィ
ス
と
日
本
』
近
代
文
藝
社
、
一
九
九
五
年
、
三
七
四
頁
〜
三
七
五
頁
。

(

�)

金
子
忠
史
「
グ
リ
フ
ィ
ス
と
日
本

そ
の
一
」『

京
都
大
学
教
育
学
部
紀
要
⑫
』
一
九
六
六
年
三
月
。
同
論
文
は
三
部
構
成
の
第

一
で
あ
っ
た
が
、
予
定
さ
れ
た
「
グ
リ
フ
ィ
ス
の
福
井
お
よ
び
東
京
に
お
け
る
活
動
」｢

著
作
や
講
演
等
を
通
じ
て
き
た
日
本
文
化
の

評
価
な
ら
び
に
再
評
価
」
は
未
発
表
で
あ
る
。

(

�)

山
下
英
一
、
前
掲
書
、
三
七
五
頁
。
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(

�)
W

.
E

.
G

riffis,
S

u
n

n
y

M
em

ories
of

T
h

ree
P

a
stora

tes,
N

e
w

Y
o

rk
,

1
9

0
3
,

p
p
.

4
1

�48
.

(

�)

内
務
省
宗
教
局
は
大
正
二
年
六
月
一
三
日
に
廃
止
さ
れ

(

勅
令
第
一
四
二
号)

、
同
日
文
部
省
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た

(

勅
令
第

一
七
三
号)

。

(

�)
島
薗
進
「
国
家
神
道
と
近
代
日
本
の
宗
教
構
造
」
日
本
宗
教
学
会
編
『
宗
教
研
究
』
第
三
二
九
号
、
第
七
五
巻
第
二
輯
、
二
〇
〇

一
年
九
月
。

(

�)

小
股
憲
明
『
近
代
日
本
の
国
民
像
と
天
皇
像
』
大
阪
公
立
大
学
共
同
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
一
八
三
頁
。
こ
の
問
題
に
関
す
る

帝
国
議
会
で
の
議
論
に
つ
い
て
は
同
書
参
照
。
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A Foreigner’s View of �������,

Modern Japan’s First Educational

System Ordinance

Teruo TAKENAKA

The first educational ordinance in modern Japan, Gakusei, was hastily pro-

claimed in 1872 by cabinet members who had remained in Japan while

Ambassador Iwakura was visiting the USA and Europe. As a result, it con-

tained various problems and mistakes even in its provisions. Nevertheless,

foreigners who did not know the inside story of Gakusei were strongly inter-

ested in it. This paper examines foreign perceptions of Gakusei and of Japan’s

education system at the time of Gakusei, and among other things makes the

following four points.

1. Initially Gakusei received strong applause from non-Japanese critics.

2. However, their applause was naturally based on the point of view of

Western culture.

3. Related to this fact, they felt strong opposition to the possibility that

backward Japan would catch up and pass Western countries as the result

of its rapid modernization.

4. A nine-part series on education in Japan that appeared in an English-

language newspaper published in Yokohama, The Japan Weekly Mail,

pointed out very sharply the defects in Japan’s education system.

The writer of the series seems to have been a good Japan watcher.

Comparing its content with the facts of the Gakusei system, we find some

questionable statements or mistaken comments as well as identifiable

facts, but we can grasp what kind of matters foreigners in Japan were con-

cerned about.
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The writer of the series asserted that the teaching of religion should be

prohibited in public schools and should be entirely outside the province of

government control. He even hoped to see the day when the reading of

The Bible ceased to be obligatory in public schools in the United States.

From the editor’s note attached to this opinion, we can discover that the

writer was W. E. Griffis, a foreign professor hired by the Japanese govern-

ment. His assertion of the need for religious toleration was based on his

awareness that Japan had already established a Ministry responsible for

religion, namely, the Ministry of Doctrinal Instruction (Kyobusho), and

we can take it as his warning that Japan was moving in the direction of

connecting state and religion.


